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 午前 ９時００分 開  議 

 

○島軒純一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員23名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第２号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○島軒純一議長 日程第１、一般質問を行います。 

 順次発言を許可いたします。 

 一つ、本市の畜産の課題と可能性について、

２番相田克平議員。 

 〔２番相田克平議員登壇〕（拍手） 

○２番（相田克平議員） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ゆうべはワールドカップ予選を見ておりまして、

大分遅くまで眠れずにおりました。きょうは９

時から開会ということですので、万が一にも寝

坊するようなことがあってはいけないなと思い

ましたが、テーマがテーマなだけに緊張もあり、

５時過ぎにはぱきっと目が覚めたという状況で

す。 

  私が本日質問するテーマは、本市の畜産の課題

と可能性についてという題であります。非常に

重要な課題ではないのかなと。農業というその

地に根づく産業の中でも、雪国の米沢にとって

は冬場も通して周年で農業を営めるという意味

で、畜産は大切な産業の一つだと私は捉えてお

ります。よって、これから質問を展開したいと

思います。 

  県内自治体の中でも全国に高い知名度を誇る米

沢市、株式会社ブランド総合研究所の地域ブラ

ンド調査2011年度全国市町村別商品購入意欲度

ランキング第５位の結果が示すとおり、上杉の

歴史とともに質の高い食が全国的な評価を受け

ています。 

  豊かな自然環境とひたむきな人柄が生み出す質

の高い農産物だけに限らず、清酒やワイン、ラ

ーメンや郷土料理、和菓子やジャムなど、すぐ

れた技術や特有の気候と文化と人々のわざが生

み出す食文化は、余り脚光を浴びていないもの

も含め、高い評価のものが多いことも事実です。 

  このように食に関する産業は本市の経済発展の

鍵を握る伸び代の大きい分野として期待できま

す。今後、この食品産業を成長させていくこと

が本市経済発展の一つの柱となる可能性を秘め

ていることは言うまでもありません。 

  現在、本市が産業振興の中心に据えている工業

製品と比べると、自然環境など地域固有の特性

と関係が深いことや高い付加価値率を獲得でき

る分野でもあることから、本市に多くの安定的

な雇用を創出する潜在能力も高いと思われます。

このようなことからも、本市の産業振興におけ

る食に関する分野への施策を充実させていくこ

とが重要だと私は考えています。 

  さて、地域ブランド調査2011年度全国市町村別

商品購入意欲度で本市以外のランキング上位の

都市を挙げますと、札幌市、函館市、夕張市、

名古屋市、仙台市、さぬき市、宇都宮市などで

す。札幌といえばラーメン、函館といえばおす

しや海産物、夕張といえばメロン、仙台といえ

ば牛たん、讃岐といえばうどん、宇都宮といえ

ばギョーザ。このように都市の名前を聞けばイ

メージできる食べ物があることからも、米沢市

の場合はもちろん米沢牛がランクを押し上げて

いると推察されます。 

  つまり、米沢牛は本市食品産業のフラッグシッ

プ的な役割を果たしており、今後も高い品質を

追求しつつ、安心・安全面での信頼を高め、米

沢ブランドにおける不沈艦として先頭を走り続

けることが期待されます。 

  現在の米沢牛の定義は、１つ、置賜３市５町に

居住し米沢銘柄推進協議会が認定した飼育者が、
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登録された牛舎で18カ月以上飼育、２つ、黒毛

和種の未経産雌牛か去勢牛、３つ、米沢牛枝肉

市場か東京食肉中央卸売市場に上場、または米

沢市食肉センターで処理された日本食肉格付協

会の格付を受けた枝肉、４つ、生後月齢32カ月

以上で、日本食肉格付協会で定める３等級以上

の外観並びに肉質及び脂質がすぐれている枝肉、

５つ、県の放射性物質全頭検査で不検出のもの

の５点で、これら全ての要件を満たさなければ

なりません。 

  このように厳しい定義づけが行われているにも

かかわらず、昨年の夏、米沢牛銘柄推進協議会

は2011年度実績で７％ほどあった去勢牛を2014

年12月からは米沢牛の定義から外すことを決め、

食味のよさの指標である脂肪融点やオレイン酸

含有量において去勢牛よりすぐれているとされ

る雌牛のみとすることに決めました。 

  景気低迷や風評被害を引きずる中で、食味がよ

いとされる雌牛のみに限定することで品質のば

らつきを防ぎ、ブランド力を維持しようという

狙いによるものです。 

  しかし、米沢牛の生産にかかわる農家は、繁殖

牛に人工授精し生まれた子牛を１年弱育てて市

場に出荷する繁殖農家と、子牛を飼い大きく育

てる肥育農家、その両方を行う一貫経営農家の

３形態に分かれており、一貫経営農家にとって

は定義改定の影響が大きく、戸惑いも広がって

いるようです。 

  混在化してきたと言われる血統の問題や全国的

な品質改良により肉質の差がなくなってきてい

ることなどの背景から、より高いレベルでの食

味の安定を目指し、重量面での定義の厳格化に

ついても議論が始まったと聞いています。もし

実現すれば神戸牛、松阪牛など日本三大和牛の

中でも最も厳しい定義となり、その挑戦は生産

者にとっても最も厳しい経営状況を強いる形と

なるのです。 

  このように米沢牛といえども、そのブランド力

を高め維持していくためには、生産者の努力だ

けでは乗り越えることが難しい高い壁が存在す

ることを私たちは認識しなければなりません。 

  そして、米沢牛の振興だけでは米沢牛ブランド

の維持が困難であることも認識する必要があり

ます。米沢牛枝肉市場か東京食肉中央卸売市場

に上場または米沢市食肉センターで処理された

日本食肉格付協会の格付を受けた枝肉と定義づ

けされているように、芝浦にある東京市場と米

沢にある米沢食肉公社を介したものだけが米沢

牛と認められ、米沢牛全体のおよそ85％が米沢

食肉公社で取り扱われているようです。 

  米沢食肉公社は、まさに米沢牛の総本山であり、

かなめとなる施設。先人が努力し、築き上げて

きた恩恵を享受しつつ、本市産業の発展のため

にもさらなる発展が望まれます。 

  公社の経営基盤となる収益は、主に屠畜による

手数料収入と精肉、加工品などの売り上げによ

り、その多くを牛ではなく豚が占めているのも

事実です。豚が入らないと公社の経営が成り立

たないという状況にあることも私たちは認識し

ておかなければなりません。 

  本市は、国内外で高い評価を受けている銘柄豚

がありますが、生産事業者は環境問題を抱え、

解決を図るべく自主的に減産を行っている状況

にあります。米沢食肉公社としては、県外から

豚を集めながら経営の安定を図る努力を行って

いるようですが、品質などのばらつきも多いと

聞きます。課題も多く、対応に苦慮されている

ようです。 

  このように私たちは多くの人々の努力のもとに

米沢牛のブランドが成立していることはもちろ

ん、養豚を初めとする畜産全体が厳しい経営環

境の中で、なお米沢牛のブランド価値創出に有

機的につながっていることを知っておかなけれ

ばなりません。そのような理由から、本市の畜

産に関して課題と可能性について整理する必要

があります。 
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  そこでお尋ねいたします。 

  １、本市の畜産の現状と課題は。 

  産出額や品質の評価、生産体制などについて、

これまでの推移と現状、現在抱えている課題と

将来へ向けた可能性についてお知らせください。 

  ２、畜産振興に対する市長の考えは。 

  農業産出額3,000億というマニフェストを掲げ

当選した吉村知事の強い意志のもと、山形県は

農業振興に力を入れ、現場の意欲ある考えが実

現するよう、創意工夫プロジェクト支援事業な

どの施策を積極的に展開し、県内各地でさまざ

まな活力ある取り組みが見られるようになりま

した。 

  畜産は、本県農業産出額の約15％を占め、肉用

牛、乳用牛、豚がそれぞれ30％ほどの割合とな

っています。担い手は着実に集約化される傾向

にあり、特に豚は大規模経営に先行して集約さ

れています。 

  県は畜産物は今後も堅調な需要があるためさら

に生産拡大と安定供給を図る必要があるとし、

現在は新農林水産業元気再生戦略を策定し、平

成17年には318億円だった畜産産出額を平成28年

には500億円を目指すとしています。 

  今日の米沢牛のブランドを確立する拠点となっ

て現在の米沢食肉公社の立ち上げの経緯からも、

リーダーの強い意志が産業の底上げを図ること

は歴史上見ても明らかです。安部市長は本市の

畜産に対しどのような思いを持ち、本市畜産の

振興に対してどう考えているのかお答えくださ

い。 

  ３、米沢食肉公社の現状と将来ビジョンは。 

  米沢牛ブランドの総本山とも言える食肉公社は、

本市のみならず置賜の畜産全般を担う拠点施設

として重要な役割を果たしています。地域の畜

産を振興するために米沢食肉公社は欠かすこと

のできないものであり、公社の安定経営と成長

していくための戦略は地域の畜産の将来に直結

します。 

  そこでお伺いします。米沢食肉公社の現状と将

来ビジョンについて本市はどのように捉えてい

るのかお答えください。 

  ４、ＴＰＰにより予想される影響と対策は。 

  農業のみならず、食の安全や医療を初めとする

国民生活全般にさまざまな影響が懸念されてい

るＴＰＰ。当市議会においてもＴＰＰ反対の立

場からさまざまな請願を採択し、国に対して意

見書も提出してきたという経緯があります。 

  県内ではＴＰＰ断固反対を掲げ選挙を戦った政

党が政権の座についたのですが、十分な説明の

ないまま交渉参加を表明するなど、県内では関

係機関を中心に困惑と危機感が広がっているよ

うです。 

  本市としては国による交渉の経緯を注視しなが

らも、ＴＰＰのメリット、デメリットを市民生

活の視点に立って詳しく分析し、多くの市民の

方々に生活に悪い影響が出ないよう事前に対策

をとることが重要な役割となってきています。 

  中でも本市産業の重要な柱である農業はマイナ

スの影響が懸念される分野で、畜産にはさらに

大きな影響が心配されています。本市畜産の現

状から予想される影響とその対策についてお知

らせください。 

  ５、畜産振興による雇用創出の可能性は。 

  市民生活を守り、質の向上を図るためにも雇用

の維持と創出は私たちの大切な務めです。もの

づくりを中心とする企業誘致とともに、この地

に根づき地域固有の自然環境の上に成り立つ農

業は、地域特性を理解した基礎自治体にこそ実

情に合致した戦略を練り出し、効果的な振興策

をつくる立場にあります。 

  私はそのような考えに立ち今回の質問に立って

います。冒頭に申し上げたように、本市畜産の

産出品を代表する米沢牛は、国内消費者から高

い評価を受けております。その評価は本市の畜

産全般に享受できるものであるはずです。 

  米沢食肉公社が加工品に力を入れて成果を上げ
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てきたように、生み出される付加価値の増加に

より雇用を創出していくことは十分可能と思わ

れます。市としての考えをお聞かせください。 

  以上で壇上からの質問を終わりますが、不安や

悩みを持ち、壁を前にした市民にとって、市長

の言葉は進むべき道を照らすようなものであっ

てほしいと私は思います。厳しい経営環境の中

で努力されている生産者にとって示す道が光に

満ちたものであることを祈り降壇いたします。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの相田克平議員の御質

問にお答えをいたします。 

  私からは、畜産振興に関する考えと本市の畜産

の現状と課題についてお答えをいたします。 

  本市の農業は稲作が基幹作目でありますが、米

の需要量の減少や米価の低迷などから、園芸作

物や畜産との組み合わせによる複合経営を推進

し、収益の高い多様な農業の振興を図っている

ところであります。 

  中でも畜産につきましては１年を通しての経営

であり、積雪の多い本市においては周年農業の

実現のために欠かすことのできない部門であり、

本市産業の一翼を担っている大事な産業である

と考えております。 

  畜産の現状と課題についてでありますが、本市

の農業産出額については、これまで国の農林水

産統計年報を用いて把握し公表してまいりまし

たが、平成19年度以降、国では市町村ごとの数

値を公表しておりませんので、平成18年度の数

値で申し上げます。 

  本市の農業産出額は全体で73億8,000万円であ

り、そのうち畜産は18億1,000万円と全体の

24.5％を占め、産出額から見ても本市の農業に

とって重要な作目となっております。産出額の

内訳は、酪農が８億5,000万円で全体の11.5％、

肉用牛が５億3,000万円で7.2％、養豚が４億

3,000万円で5.8％であります。 

  畜産農家の状況について見ますと、平成18年度

と平成23年度の５年間での推移では、酪農経営

体、経営する農家でありますが、それは15から

10に減少しましたが、１経営体当たりの飼育頭

数は84頭から131頭に増加しております。 

  また、肉用牛の経営体は46から43に減少しまし

たが、１経営体当たりの平均飼育頭数は41頭か

ら54頭に増加しております。 

  なお、養豚については経営体が３経営体未満と

なっているため、数値が公表されていない状況

でありますが、全体として畜産農家は減少傾向

にあるものの飼育頭数は維持されているものと

考えております。 

  課題といたしましては、養豚におきまして悪臭

の問題があり、これが市民全体の問題として広

がっていることが大きいというふうに思ってお

ります。早急にその解決を図ることが課題だと

考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

  〔夛田美佐雄産業部長登壇〕 

○夛田美佐雄産業部長 おはようございます。 

  私からは、本市の畜産振興の課題と可能性につ

いてのうち、（３）米沢食肉公社の現状と将来

ビジョンについてと（４）ＴＰＰにより予想さ

れる影響と対策について、及び（５）畜産振興

による雇用創出の可能性についての御質問にお

答えいたします。 

  初めに、株式会社米沢食肉公社の現状と将来ビ

ジョンについてお答えしたいと思います。 

  平成24年度の経営状況でありますが、長期的な

景気の低迷に加え、福島原発事故による放射性

物質汚染問題、さらには風評被害による牛肉需

要の低迷や置賜地域の養豚企業の廃業や減産、

またデフレによる消費者の低価格志向などによ

り、非常に厳しい事業環境であったとお聞きし

ております。 

  豚枝肉の取り扱いについては、頭数で前年度を
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4.3％下回り、取扱金額も4.7％下回りました。

また、食肉加工品の製造販売についても、大手

メーカーの低価格商品との競合や東日本大震災

以来落ち込んでいる土産品販売の伸び悩みによ

り、取扱金額は前年度を6.7％下回りました。 

  そのような中にあっても、米沢牛枝肉競り市場

は上場頭数は前年度を67頭下回る2,180頭であっ

たものの、取扱金額は前年を10％上回り、価格

回復の兆しが見られました。その結果、全体と

しては112万9,000円の当期純利益の計上となっ

たところであります。 

  次に、株式会社米沢食肉公社の将来ビジョンに

ついてお答えします。 

  株式会社米沢食肉公社は、置賜地域で飼育され

た牛、豚の屠畜解体から食肉カット、食肉加工、

販売までを一貫して行うことにより、置賜地域

全体の肉用牛、養豚振興の拠点として地域の畜

産振興に対する役割は非常に大きなものがある

と考えております。 

  その役割を十分に担っていくために、関係する

市町とも連携を強化し、可能な限り地域内で生

産される品質の高い米沢牛及び置賜産豚の屠畜

頭数の確保に努めなければならないと考えてお

ります。 

  その上で、株式会社米沢食肉公社には、米沢牛

については屠畜解体処理技術の向上と食肉の衛

生管理の徹底に努めていただくことにより、生

産者の肥育技術の向上とあわせ、ブランド力の

強化に寄与していただきたいと考えております。 

  また、置賜産豚については、銘柄豚と言われる

品質の高い豚でありますので、消費者ニーズに

沿った付加価値の高い新しい加工品の開発など

も行うことでさらなるブランド力の強化と自社

の加工部門の収益拡大を図っていただきたいと

考えております。 

  そのような取り組みを通して今後検討を進めた

いと考えております米沢牛を代表とする本市の

統一した米沢ブランドの創出にも貢献していた

だき、会社の目標である置賜地区の食肉流通の

拠点としての機能の発揮、そして、新鮮で安

心・安全な食品の提供による食文化の発展に努

めていただきたいと考えております。 

  次に、ＴＰＰにより予想される影響と対策につ

いてお答えします。 

  初めに、ＴＰＰにより予想される本市畜産への

影響でありますが、３月15日に安倍総理大臣に

よるＴＰＰ交渉への正式参加表明と同時に発表

された政府統一試算においては、現在ＴＰＰ交

渉を行っている11カ国において関税を撤廃、関

税撤廃の効果のみを対象、関税は全て即時撤廃、

追加的なＴＰＰ対策は考慮しないという極端に

厳しい条件の試算でありますが、本市主要畜産

物に対する影響については、牛肉が４等、５等

級は全量が残り価格が７％下落、３等級以下は

１割が残り価格が14％下落するとの想定であり

ますが、本市ではほとんどが４等級、５等級の

ため影響は最小限にとどまるものと思われます。 

  また、豚肉は、銘柄豚では全量が残り、価格が

28％下落、銘柄豚以外は全量が外国産に置きか

わるため、大きな影響が懸念されます。 

  また、牛乳、乳製品はバターやチーズがほぼ全

量が外国産に置きかわり、北海道の乳製品向け

生乳のみが全国の飲料向けに供給される見込み

であることから、北海道以外の酪農は影響を受

けることになると予想されております。 

  これはあくまでも関税を即時撤廃した上、国が

何も国内対策を講じないという過程での極端に

厳しく見た場合の予想でありますが、このよう

な事態に陥らないよう国への対策を強く要望す

るとともに、銘柄牛や銘柄豚については他の産

地に負けない品質を目指しながら生産費を圧縮

することで下落額を吸収していくような対策を

とる必要があると思われます。 

  また、酪農については本市の畜産の中では最も

産出額が多く重要な部門であることから、酪農

のみならず農産物全体の地産地消の必要性をこ
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れまで以上に消費者の皆さんに理解していただ

くための取り組みを強め、国内での生産を維持

していくことが大切だと考えております。 

  次に、畜産振興による雇用創出の可能性につい

てお答えします。 

  畜産に関係する業界の裾野は広く、全国ブラン

ドの米沢牛や銘柄豚は生産者、加工業者、精肉

販売業者、飲食店、観光業、旅館業など、多く

の関係に経済効果をもたらし、雇用の創出にも

つながっているものと考えております。 

  例えば市内で米沢牛生産も手がける法人ではレ

ストランや旅館も経営し米沢牛の魅力を最大限

に活用した事業を展開されており、最近では東

京駅構内の黒塀横丁内にも出店され、全国の消

費者や海外から訪れる方々にも米沢牛を広くＰ

Ｒしていただけるものと今後の展開に期待をし

ているところであります。 

  このように、特に米沢牛には本市への誘客を促

進し、贈答品としての需要を高めることで、今

後さらに雇用を創出できる可能性は十分にある

ものと考えております。 

  今後、市としては畜産振興を図るとともに、関

係業界の皆様が付加価値を高める加工やサービ

ス部門の拡充などで新たな雇用を創出していた

だくため、各種セミナー、研修会の開催、国、

県、市の補助制度の活用などの支援を行ってい

きたいと考えております。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○２番（相田克平議員） 答弁ありがとうございま

す。幾つか確認させていただきますが、ちょっ

と私、聞いていなかったのかもしれませんが、

畜産振興に対する市長の思いというか、考えは

ということでお聞きしたのですが、重要な産業

とは考えているということはお答えいただいた

と思います。 

  今後、やはり振興していかなければならないと

いう思いがあるのかどうか、その点について端

的で結構ですのでお答えください。 

○島軒純一議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 振興させていかなくてはならな

いというふうに思っております。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○２番（相田克平議員） その上で、私もそこは本

当に頑張って、実は今米沢市の農林行政として

の力が試される時代なのかなというふうに私は

捉えておりますのできょうこの質問をさせてい

ただいているところです。 

  現状と課題について市長のほうからも、そして

公社の状況、ビジョン等についても部長のほう

からもただいま御答弁をいただきました。大き

く言えば厳しいながらも頑張っている部門もあ

るということであったなというふうに思ってい

ます。 

  小さな課題をそれぞれ抱えながらも努力されて

いることによって品質が高い銘柄牛、銘柄豚に

ついては堅調であると。本市は酪農の割合が多

いということのようでした。そして、全体的に

生産者が減り頭数が増えているということで、

現場は規模拡大傾向にあるというお話だったと

思います。そういう流れから、悪臭などの周辺

環境に及ぼす影響の問題も出てきているという

ことでした。 

  ＴＰＰにより予想されるものとして、米沢牛と

銘柄豚については価格の下落は見られるものの

全量残るのではないかというようなお見立ての

ようでしたが、酪農について非常に壊滅的な打

撃が予想されるというような答弁だったと思い

ます。 

  地産地消の重要性などをお伝えしながら、いわ

ゆる地元の牛乳を飲んでいただくようなことも、

守っていくような意識を住民の皆さんに伝えて

いく努力をされていくというようなお話だった

と思いますが、それ以外には現段階では対策と

いうものはないんでしょうか。 

  やはり地産地消ということで地元産品を消費者
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の皆さんに積極的に選んでいただく、これは当

然やっていかなければならないことだと思うん

ですが、やはり経営形態の変化といいますか、

体力強化のようなものが必要と思われますが、

現段階でそのような対策というものはお持ちで

すか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 行政としての役割だろうと

思いますが、米沢牛や銘柄豚のよさを宣伝して

いくことが重要であるのかなというふうに思っ

ております。米沢牛がうまいのは脂のうまみと

その切れが格別であると思っておりますが、風

評被害の影響もあると思います。あくまで味に

こだわるブランドイメージを高めていき、地域

間競争に生き残れるように努力していかなくて

はならないなというふうに考えております。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○２番（相田克平議員） 米沢牛銘柄推進協議会と

いうものがあります。市長がたしか会長だった

と思います。私、今回の質問のためにさまざま

な方のお話を聞いてくる中で、米沢牛の生産者

の方から銘柄推進協議会の事務局を市にもう１

回戻すべきではないかというふうな御意見をい

ただきました。 

  理由をさまざまお聞きすると、なるほどなと納

得できるところがありました。中身については

あえて触れませんが、１点だけ具体的に言えば

米沢牛取り扱いの指定店制度というものがある

そうですが、その指定店制度を認める場合の条

件づけを工夫することによって価格の低迷を下

支えするような効果が期待できるのではという

ような御意見もあったんですが、その点につい

て事務局を戻して市が銘柄推進協議会の事務局

を担いながら銘柄の推進にさらなる努力をされ

ていってほしいという声についてどのようにお

考えですか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 米沢牛銘柄推進協議会につ

いては、置賜地域の３市５町と６つの関係機

関・団体により構成されております。行政が事

務局を担当することになりますが、結果によっ

ては関係機関・団体との調整協議も必要になっ

てきますので、今後必要があれば本市に置いて

もということで検討すべきことなのかなという

ふうに考えております。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○２番（相田克平議員） ぜひ検討していただいた

ほうがいいのかなと。どうするか結論は先とし

ても、やはり私これチャンピオン牛を生産され

た経験のある方お二人にお話を聞いたらお二人

とも同じことを言っておりましたので、やはり

品質向上のためには必要なことなのかなという

ふうにも思った次第です。ぜひ前向きに検討し

ていただきたいと思います。 

  それと、先ほど数字をいろいろいただいたとき

に、国からの産出額が市町村ごとのものが18年

度以降来ない状況にあるというようなお話でし

た。米沢市独自としてそれをデータをとって数

値化しないと市独自の振興策というのはなかな

かできないのではないのかなと。数字がない目

標立てというのは私はなかなか難しいのではな

いかなと思いますが、今後振興計画の策定など

も予定されていると思いますが、米沢として独

自にそれぞれの産出額や状況に関する数値など

をとる考えはありませんか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 先ほどの答弁の中で19年度

以降国では数値を公表しておりませんけれども、

私どもとしても山形県が把握しておるデータが

ございます。その際に米沢市からそのデータ等

が行くと思いますが、その辺も含めて米沢市独

自のデータ整理について研究していきたいとい

うふうに思っております。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○２番（相田克平議員） 私、農業の人間ではない

ので今回この質問をするに当たってさまざま調
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べて、県の方もお話伺ってきたんですけれども、

今回の新農林水産業元気再生戦略、本当に見る

となるほどなということがたくさん書かれてい

るんですけれども、県としても和牛や鳥、酪農

についての戦略は持っているんですが、実は豚

については持っていないんです。米沢市として、

先ほどの公社の経営状況などを考えると豚も必

要で、そしてＴＰＰが仮にこのままの状態で、

先ほど前提を幾つかお話ししておりましたが、

あの前提で市場開放となった場合、銘柄豚しか

残らないというようなお話だったと思いますが、

現在の公社の銘柄豚の割合というのは豚全体の

５割ほどになってしまったと。以前は７割ほど

あったそうですが、５割ほどになってしまった

という状況です。 

  私は、市として豚に関する戦略というものを明

確に持っていく必要があると思いますが、その

点についてはいかがですか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 養豚振興についてだろうと

思いますが、養豚振興につきましては大事なこ

となのかなというふうに認識しておりますが、

あくまでも事業主体が健全で、やはり環境面も

クリアしながらの養豚経営が前提になることな

のかなというふうに思っておりますので、市と

して何ができるのか、その時点で考えていきた

いなというふうに思います。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○２番（相田克平議員） 想定の範囲内の答弁でし

たので、環境問題ということが出ましたが、た

だ、先ほど市の状況をお伝えいただきましたが、

生産者は減っているけれども頭数はふえている

という状況で、牛を育てている方も酪農をされ

ている方も豚を育てている方も、やはり多頭化

してきて規模拡大を図ってきているわけです。 

  それで、県の担当者の方に聞いても、やはり規

模拡大は避けられず、県としても規模拡大のた

めの支援をしていくと、さまざまな政策面、補

助金などで支援をしていくということは言って

います。 

  ただ一方で、周辺環境に与える影響はやはり規

模が大きくなればますます大きくなることが予

想されるわけです。私は行政として周辺への影

響が少ないような地理的要件を満たすようなと

ころに、例えば畜産特区のようなエリア、畜産

を伸び伸びとできる地域の設定などをするなど

の振興策も必要になってくるのではないのかな

というふうに思いますが、その点についてはい

かがでしょうか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 議員仰せのことは、大規模

畜産経営の形態なのかなというふうに思ってお

ります。これについてはやはり周辺の住民や自

然環境への影響が少なく、悪臭の問題が発生し

ない場所でなければできないものというふうに

思っておりますので、特に現時点では畜産特区

を設ける考えはないところであります。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○２番（相田克平議員） ちょっと畜産から頭を離

してください。おもしろいデータをお示ししま

す。 

  1998年、国内で発売開始されたスプレー消臭剤、

これ具体的にはファブリーズという商品ですが、

当初は50億から60億円の市場規模と見られてい

ました。でも、現実的には10年後には160億円を

超えているんです。それだけ市場が拡大してい

たとか、潜在的にあったのかもしれませんが、

しかも年々その売り上げは伸びて市場規模とい

うのは２桁の割合で伸びてきています。 

  現代の日本人にとって嫌なにおいをできるだけ

遠ざけて好きなにおいに囲まれて生きたいとい

う人々はふえている。このデータからもわかる

と思うんです。そういうライフスタイルを追求

していく社会が今後どんどん広がっていくわけ

です。 

  その中で畜産を振興したいという、米沢市に限
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らずです。畜産を振興したいと思っている自治

体というのは住民生活とその畜産が共存できる

モデルというものをきちっと確立していかなけ

ればいけないんだと思いますが、そうでなけれ

ば畜産振興とは口では言っても現実現場で無理

な話になってしまうと思うんですが、そこで、

やはり私はそのそれぞれの地域住民、市民、県

民、国民の方々にそれぞれの立場で畜産に対す

る理解を広げるような施策も必要なのではない

かというふうに考えているんですが、その点に

ついて本市としてはどのようにお考えでしょう

か。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 議員仰せのとおり、住民の

生活様式や価値観は以前と大きく変わっており

ます。以前と同じような理解を求めることは非

常に難しいのかなというふうに思いますが、よ

り安全・安心な食の提供や地域産業の振興とい

う観点で、臭気対策等とともに畜産への理解を

高める取り組みをしていかなければならないと

いうふうに考えております。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○２番（相田克平議員） 米沢市議会では悪臭問題

特別委員会というものが設置してあって、やは

り２つの事業所から発生する悪臭に対して苦し

んでいらっしゃる地域住民の課題を解決するた

めにこれまで取り組んできました。そこで、視

察なんかも行ってきて最先端の豚舎なんかも見

させていただいてまいりました。でも、やはり

現場はにおいはするんです。 

  やはり、問題が少ないところというのは、地理

的要件が整っているところでした。風の向き、

周りの木の高さだとか、そういうものがありま

した。我々としては本市に目下の課題があると

いうことで、どういう状況でやってしまえば周

りに影響が出るかということはきちっとわかっ

ていると思うんです。それを裏返せば、やはり

今後のために一定のモデルというものをつくれ

るような気がしているところです。ぜひ考えて

いただきたい。 

  例えば中山間地域にある、言葉は余りよくない

ですが、限界集落と呼ばれているような地域で、

その周辺の農地を生かして雇用の創出にもつな

がるという、そういうさまざまなメリットを創

出しながら、養豚を受け入れたい、和牛の生産

者を受け入れたい、養鶏を受け入れたいという

ような地域があれば、やはりメリットを創出し

ていって後押しするというのも行政の役割にな

るのではないのかなというふうに私は思ってい

ます。 

  時間も迫ってまいりましたので、ここで１つの

お話をちょっと皆さんに聞いていただきたいん

ですが、夫婦共稼ぎで年間収入400万円の家庭が

あったとします。月10万円ずつ、毎年120万円の

ローン返済をすることで手に入れた一戸建ての

家に住んでいたとします。住宅ローン分の返済

を除けば可処分所得は年間280万円ほどですから、

生活していくには困らない状況でした。 

  しかし、ある日突然奥さんが病に倒れてしまい

ました。病気を治そうと旦那さんは仕事と看病

に必死ですが、保険には入っていなかったので

一家の収入は旦那さんの給料だけになってしま

いました。旦那さんは看病に励みながら、どう

やったら家計が維持できるのかと計算してみま

した。 

  計算の結果、一家の年間収入は45％減の220万

となったことがわかりました。このまま年間120

万の住宅ローンを返済し続けると生活に使える

お金は100万円となり、これでは生活できないと

困り果てた旦那さんは銀行に相談し２年間返済

を待ってもらうことができました。ひとまず奥

さんの闘病を支える緊急対策が整いました。 

  それでも１年間で生活に回せるお金は以前と比

較しても60万円ほど少ない220万円です。しかも、

新たに奥さんの治療費も必要になったので、一

家の生活はとても厳しくなりました。 
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  住宅ローンの返済を待ってもらっている家その

ものも維持修繕の費用や固定資産税はかかりま

す。しかも闘病生活から１年以上がたった今も

奥さんの回復のめどは立たずにいます。おまけ

に日一日と住宅ローン返済の再開期日は迫って

きている状況。できるだけ早く何らかの手を打

たなければなりませんが、仮に自宅を売却して

家賃５万円の小さなアパートに移り住んだとし

ても、実質債務超過状態にあるため多額の借金

が残る上、年間の生活費は新たに発生する家賃

60万円を差し引いた160万円になってしまい、こ

れでは意味がありません。 

  皆さんならどうしますか。 

  急に変なことを話し始めたなと思っている方も

いるかもしれませんが、実は国際的にも評価の

高い銘柄豚を産出し、本市畜産の足元をこれま

でも支えてきた生産者が、実は今まさにこうい

う状況になっているのではないでしょうか。 

  時間が刻々と迫る中で、市は何もしないでこの

まま待っているんですか。厳しい状況になるこ

とを覚悟で生産者が減産に踏み切ったのは、そ

れ以外に経営をつなぐ方法がないところまで環

境問題への対策が必要になったからではないで

しょうか。 

  米沢市がこれまで環境対策ということでとって

きた対応は、既に全国で広く畜産にかかわる

人々に注目されています。もはや米沢市だけの

問題ではないのです。この問題が解決されるか

どうか生産者に任せてしまっていいのでしょう

か。ここは米沢牛の里米沢市です。このまま放

置するようなことがあってはならないはずです。

早急に新たな経営目標を立てられるように、生

産者と一丸となって一刻も早く道を協議し始め

なければならないと私は思っています。もちろ

ん市長の政治的判断が必要な局面だと思います。 

  毎日の生活環境へ長く影響を及ぼされ苦しんで

きた地元地域の周辺住民の皆さんも、問題の根

本解決のために市による積極的な支援が必要だ

として要望書まで提出しています。市の開発行

為によって現在地での操業を始めた経緯を考え

れば、私も道義的責任は十分にあると思います。

問題解決を目指してきた議会も一歩踏み込んだ

政治的判断が必要な局面であるという認識を

日々強めています。時間はありません。 

  私は、きょうこの質問のために県内の生産者の

方々16名の方とお会いしてきました。遠くは尾

花沢、近くは飯豊、白鷹、南陽など、さまざま

な方とお話をしてきましたが、皆さん規模の差

はあるんですが、やはり品質向上とか生産拡大

ということを期待されていながらも、やはり足

元でみんな同じ問題を抱えているんです。環境

問題というのは生産者それぞれの問題と言って

はもう片づけられないような状況があります。 

  米沢市が畜産に対して雪国の周年農業実現のた

めに必要、頭数確保に努めなければならない公

社の事情、そして雇用創出の面でも関連業界の

裾野が広いということで十分期待できるという

ふうに認めて、市長も畜産振興をしていきたい

というふうに考えているんであれば、しかも、

確かに側面で環境問題の課題に対して取り組ん

でいるんです。 

  であるならば、やはり畜産振興の面からはこの

問題に正面から向き合う覚悟が必要なのではな

いでしょうか。市も県も実はとても肝心な視点

が抜けていると私は思います。住民理解を育て

ていくことが必要、環境影響の少ない地理的要

件や施設のあり方を研究して政策誘導していく

べき、私はそう思います。 

  現在、米沢市だけでなく、県内はもちろん全国

各地で発生している畜産による環境問題という

のは、一面的な捉え方をしてきた政策的失敗と

も言えるのではないかと私は思っています。重

ねて言いますが、ここは米沢牛の里です。畜産

の持続的発展のためにも足元の生産者が抱える

目下の課題に対して市が果敢に挑戦し、生産者

の方々に進むべき道を照らすときではないんで
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しょうか。 

  先ほど申し上げましたとおりライフスタイルが

変わってきました。そういう中で環境への配慮

がより必要となるであろう新たな時代に生き残

れる米沢の畜産を築かなければいけないんじゃ

ないですか。私はそのために本市が勇気を持っ

て米沢から新たな畜産振興モデルを確立し、全

国に発信していくことを強く求めたいと思って

います。 

  もし前向きな答弁がいただけるのであれば、そ

れに対する思いをお聞かせいただきたいと思い

ますが、難しい問題でもありますのでできない

ようであれば結構です。 

  でも、足元の生産者がそういうふうに苦しんで

いる。確かに課題はある。だけれども、そこを

助けて、そして成長させられるのは誰なのか、

そこをきちっと考えていただきたいということ

を申し上げて私の質問を終わります。 

○島軒純一議長 答弁ありますか。安部市長。 

○安部三十郎市長 今御質問の中にありましたよう

に、御指摘があったように一面的な政策という

ものがもたらすさまざまな問題ということの一

つの典型的な例が、この米沢だけでない全国的

な悪臭問題ではないかというふうに思っていま

す。 

  一方で畜産振興というものがあって、もう一方

で住民全体にかかわる環境問題というものがあ

りますので、この両方がきちんと成り立ってい

く、両方がきちんと解決される、前進する、そ

ういう一面的でない総合的な多面的な、そうい

う政策をやっていくことが行政にとっては肝要

だというふうに思っております。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○２番（相田克平議員） 御答弁をいただきました

ので、あえてもう一度言わせていただきますと、

要は米沢市は米沢市として一枚岩なわけです。

でも、中に環境に対する部署と農林に関する部

署があります。私はそれぞれの立場できちっと

考えていくべきだというふうに思っています。

その中で、今市長が述べたように周辺住民と共

存できる畜産モデルをつくる。産業部の仕事で

す。そう申し上げて質問を終わります。 

○島軒純一議長 以上で２番相田克平議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前 ９時５９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１０時０９分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、公共工事の入札について外１点、16番海

老名悟議員。 

  〔１６番海老名 悟議員登壇〕（拍手） 

○１６番（海老名 悟議員） 私、一新会の海老名

悟です。平成25年度初の定例会一般質問をさせ

ていただきます。 

  議員になってからはや７年目、今回で22回目の

質問となりますが、この本会議場の壇上に立つ

緊張感は１回目のときと変わるものではありま

せん。緊張感という点では、５月臨時会におい

て第64代議長に就任されました島軒議員におか

れましてはいかばかりかとお察し申し上げます。

頑張ってください。 

  さて、本年度の４月１日には米沢市議会基本条

例が施行されました。これからはこの基本条例

に基づいてさらなる議会改革に努め、より市民

に開かれた議会、可視化された議会を目指して

いくことからも、緊張感を持って議会に臨みた

いと思います。 

  市当局におかれましても今議会がデビュー戦と

なる部長さんがおられますが、この緊張感を忘

れることなく職務に専心していただければと願

うものであります。また、今議会からは米沢市
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議会基本条例に定められた反問権も使えますの

で、遠慮なく権利を行使していただきたいもの

であります。 

  それでは、質問に入ります。私の今回の質問は、

公共工事の入札についてと地下水利用と地盤沈

下についての２問であります。 

  公共工事については私自身過去にも何度か質問

してきました。特に工事発注時期の平準化につ

いてはしつこいくらいに聞いてきましたが、今

年度の第１・四半期における発注件数は前年対

比で11件増加しており、この点では当局として

も対応されてきたものと評価しております。 

  では、なぜ三たび公共工事の入札について質問

するのかといえば、先月、５月に行われました

米沢市立第四中学校の屋内運動場建設工事入札

が不調に終わったことがきっかけでした。それ

も予定価格と入札価格の間に１億円もの差が生

じてしまった上での不調だったという事実は、

報道当初において衝撃的なものでありました。 

  私は、昨年12月定例会の一般質問で、平成24年

９月以降に多発した入札不調に関しまして、そ

の原因と対応についてただした際に、市当局は

東日本大震災の復興工事の影響で資材が入りに

くくなっていることと、大工、型枠工、鉄筋工

などの専門職種が不足していることを要因の一

つに挙げていましたが、今回の入札不調の原因

についてもとりたてて変わらない捉え方をして

いるのでしょうか。 

  だとすれば、ここにはゆゆしい問題があると言

わざるを得ません。なぜなら半年以上も前に捉

えていた原因と同じような理由で同じ轍を踏ん

だことになるからであります。そんなことはな

いものと信じてあえてお聞きします。 

  まず、米沢市立第四中学校の屋内運動場の建設

予定価格をつくる際に利用されております積算

基準についてお尋ねします。公共工事の予定価

格を積算するために用いられるのがこの積算基

準ですが、そもそもこの基準とはどんなものな

のか、わかりやすくお答えください。 

  次に、入札不調の発生原因についてお尋ねしま

す。先ほども触れましたが、東日本大震災によ

る被災地の復興工事の影響があるのは当然のこ

とながら承知しています。けさの山形新聞の記

事にも一部関連するものが載っておりました。 

  しかし、今回のように億単位のずれが生じるに

はさらに何らかの要因があるはずです。それら

の原因を究明して今後に生かすことが大事なの

ではないでしょうか。そのためにも現在把握し

ている原因についてお答えください。 

  また、入札不調の発生による今後の影響につい

て、当局はどのように捉えているのでしょうか。

今回の不調は屋内運動場に対するものでしたが、

この後には校舎本体の工事や新文化複合施設の

工事も控えています。これらは屋内運動場に比

べても巨額な予算を計上している工事であるこ

とから、さらに大きなずれが生じるおそれはな

いのでしょうか。 

  そして、何よりも第四中学校の完成自体がおく

れてしまうことが最も危惧されるところであり

ます。現在四中に通っている生徒とその保護者

の皆さんを初め、これから四中に入学する予定

の関係者にとっても、屋内運動場はもとより校

舎の一刻も早い完成を願っているのは周知のこ

とであります。 

  多くの市民が高い関心を寄せている施設工事の

スケジュールや工事予定価格に対してどのよう

な影響があると考えているのかお答えください。 

  最後に、今後の対応・対策についてお尋ねしま

す。昨年多発した入札不調に対しては、工期設

定に余裕を持たせるなど柔軟な対応を考え、専

門業種の技術者育成を見守っていくというよう

な対応を考えているとのことでしたが、今回の

ような入札不調に対してどのように対応し、今

後どのような対策を講じていくのか、これから

の公共工事を実施していく上で非常に重要なこ

とだと思われます。 
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  これらの点を踏まえて、不調となった屋内運動

場工事への対応はもちろんのこと、これから入

札される大型工事に対して市当局はどのような

対策を考えているのかお答えください。 

  続きまして、地下水利用と地盤沈下についてお

尋ねします。 

  まず、道路消雪による地下水利用量についてで

あります。本市は言わずと知れた豪雪地帯にあ

り、冬期間の消融雪用として利用される地下水

は膨大な量になるものと思われます。 

  山形県が管理している散水式消雪道路は県内で

約91キロの整備延長となっており、そのうち米

沢市内で管理されているのが10.8キロあるそう

です。この消雪道路で一冬にどれくらいの地下

水が利用されているのかお答えください。 

  次に、地下水利用と地盤沈下の因果関係につい

てお尋ねします。 

  毎年環境省がまとめている全国の地盤沈下地域

の概況によれば、本市は地盤沈下をしている全

国主要64地域の一つになっており、平成18年度

と19年度には年間２センチ以上沈下した地域の

うち全国第２位の数値を連続して記録しており

ました。 

  また、地盤沈下の生じている地域における主な

地下水利用状況は、１つ、水溶性天然ガス溶存

地下水の利用、非常に難しい言い方ですけれど

も、これは新潟県の新潟平野で特に目立ってい

るものなんですけれども、天然ガスが地下水に

溶け込んでいるという状況のもので、この天然

ガスを吸い上げるために同様に地下水も吸い上

げてしまうということだそうです。２つ目、冬

期の消融雪用用水、３つ目、都市用水、４つ目、

農業用水、この４つが挙げられており、本市も

ここ数年毎年のように大雪が続き、道路消雪の

みならず民間の消融雪による地下水利用もかな

りあることから、２つ目の消融雪用水利用地域

に該当するものと思われますが、このような地

下水くみ上げが地盤沈下の原因と捉えているの

か、はたまた別の要因も考えられるのかお答え

ください。 

  最後に、今後の見通しと対策についてお尋ねし

ます。 

  米沢の雪を考えれば、現状では地下水を利用し

た消融雪に頼らざるを得ない部分があるのも事

実です。しかし、このまま使い続けることによ

って地盤への影響はないのか、地盤沈下が進む

ことによって市民生活への影響は出てこないの

かなど、今後どのようなことが懸念されるのか、

当局の見解をお答えください。 

  また、現実に地盤沈下が記録されている以上、

その対策も考えなければなりません。地盤沈下

防止のためには地下水採取規制措置を講ずる必

要があるということが認識されていますが、本

市でも条例を定めています。これからも地下水

を利用していく上で何らかの対策を講じる必要

があると思いますが、当局はどのように考えて

おられるのかお答えください。 

  ６月定例会の一般質問もまだ始まったばかりで

すが、このやりとりが市勢発展につながること

を期待して壇上からの質問を終わります。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの海老名悟議員の御質

問にお答えをいたします。 

  私からは、地下水利用と地盤沈下の因果関係に

ついて、そして、今後の見通しと対策について

お答えをいたします。その他につきましては部

長よりお答えします。 

  地盤沈下が発生する主な原因といたしましては、

工業用水、農業用水、消雪水として地下からの

過剰揚水を行うことや都市化に伴う自然涵養面

積の減少、山林における保水力の低下、そして、

もともと水田だった地域に建築物が構築される

など、さまざまな要因が考えられています。 

  本市では昭和49年度から地盤沈下調査水準測量

を毎年行っていますが、昨年度の測量結果を見
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ますと累積沈下量が最も大きかったのは門東町

一丁目１番で358ミリ、次に大きかったのは門東

町一丁目５番の341ミリ、３番目としては門東町

一丁目２番の327ミリという結果でありました。 

  この３地点の地盤沈下の推移を見ますと、平成

12年から13年にかけて16ミリから20ミリ、平成

17年から18年にかけては18ミリから29ミリの範

囲で沈下しております。いずれも積雪の多い年

だったことから、消雪のために地下水を過剰揚

水したことが地盤沈下の要因になっていると推

察されますが、３地点とも旧米沢城のお堀の跡

ですので、先ほどの水田と同じようにそもそも

地盤がやわらかいことも原因であると考えられ

ます。 

  平成19年度には山形大学工学部に地盤沈下と地

下水について調査委託をしましたが、冬期間の

消雪用の揚水量増加に伴う地下水の低下が米沢

市街地における地盤沈下の要因であり、地盤沈

下と揚水量の間には明らかな相関関係があると

いう報告を受けております。 

  このため、本市といたしましては地下水の過剰

揚水の抑制を図ることが最も効果的な地盤沈下

対策と捉え、地盤沈下対策の主体である山形県、

そして地下水利用の適正化を図る趣旨で設立さ

れました米沢地区地下水利用対策協議会とそれ

ぞれ連携しながら、その対策に努めております。 

  具体的には井戸の口径規制や地下水採取量の把

握、広報、ホームページやケーブルテレビを利

用した啓発を初め、量水器、降雪センサーなど

の設置や地下水の涵養を目的とした雨水涵養施

設設置に対する補助金交付事業等を実施してい

るところであります。 

  今後も山形県や米沢地区地下水利用対策協議会

を初めとする関係機関と連携しながら、地下水

利用の適正化に係る啓発を積極的に推進してい

きたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、公共工事の入札に

ついてお答えいたします。 

  初めに、積算基準についてでありますが、積算

基準は主として公共工事を発注する上で必要な

工事設計額を決めるための資料となるものでご

ざいます。 

  具体的には各費目の費用を算出するための考え

方、それから施工単価を算出するための根拠と

なる人工数、これ特別用語でございますが、単

位作業における必要な労働者数を示す数値と言

われております。この人工数。それから、歩掛

かり、これも専門用語でございます。単位工事

当たりの材料の数量、建設機械の種類や使用時

間、それから人工数の数量となっております。

こういったものが積算基準に示されているもの

でございます。 

  この積算基準は、国などで作成されたものを地

方自治体が活用しているもので、公共工事設計

労務単価や土木工事関係は毎年、それから、建

築工事関係につきましては２年に１回見直しが

行われているものでございます。 

  かつては自治体などが使用する積算基準は非公

開資料でありましたが、昨今の積算内容の明確

化、それから情報公開の観点などから、現在は

一般的に標準積算基準書として販売されている

ところでございます。 

  本市において工事を発注する際の予定価格の基

準になる設計書の作成につきましては、国及び

県から提供される標準積算基準書に基づきまし

て積算しているところでありますが、施工費目

によっては積算基準にないものがあります。そ

の場合には建設物価調査会などで毎月発行して

いる建設資材の価格、それから市場における施

工価格または専門業者からの見積書を徴取し、

その時点での実勢価格を参考にしながら積算を

行っているところでございます。 

  次に、予定価格でありますが、工事等の契約を
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締結するときに契約金額を決定する基準として

あらかじめ作成している価格を予定価格と呼ん

でおります。 

  予定価格は積算金額に基づき設定されており、

入札の際にはこの金額を最高として、原則とし

て最低の入札者を落札者としているところでご

ざいます。 

  次に、入札不調の発生原因についてであります

が、米沢市立第四中学校屋内運動場増改築建築

工事につきまして、前段に申し上げました積算

基準書などに基づいて予定価格を算出し、入札

を執行したところでありましたが、御指摘のと

おり残念ながら入札会におきまして一番安い入

札価格をもっても予定価格に達しなかったとい

うことから不調としたものでございます。 

  そこで、直ちに入札不調の原因が何であったか

を把握するため、入札の際に参加した企業から

提出いただいた工事内訳書、それから発注設計

書を突き合わせまして工事価格との差額につき

まして調査をしたところであります。 

  原因は、積算内訳書の中でも鉄筋組立工、それ

から型枠工などの一部施工価格に大きな乖離が

あったことが判明しております。このため、詳

細を把握するため入札参加企業体から見積もり

した際の状況について聞き取りをしましたとこ

ろ、まず鉄筋組立工、型枠工などについて実勢

価格が上昇傾向にあり、月ごとに変化している

状況もあって見積金額も高くなり、予定価格以

下での入札が厳しいものとなったとのことであ

ります。 

  これは東日本大震災後の復興事業が本格化して

きた影響から、建設資材の高騰や人手不足に伴

う専門業種の人件費上昇が発生しており、市場

での実勢価格が積算価格を大きく上回っている

実情が入札不調の原因と考えているところでご

ざいます。 

  それから、第四中学校屋内運動場増改築建築工

事の発注が平成24年度事業へ前倒しとなったこ

とから、本市の積算基準は労務単価を含めまし

て平成24年度の数値となっておりました。一方

で、入札参加者の見積金額は公募した日の関係

から平成25年度の新年度基準による積算となっ

ておりました。こうしたことから予定価格と入

札価格にさらに乖離が生じたと捉えているとこ

ろでございます。 

  次に、入札不調による今後の影響についてであ

りますが、今回の第四中学校の建築工事の入札

不調の原因となった市場における実勢価格の上

昇につきましては、今後発注予定の校舎本体、

それから新文化複合施設の建築工事にも影響し

てくるものと捉えております。 

  第四中学校の屋内運動場につきましては、当初

完成予定を平成26年８月末としておりましたが、

入札不調でおくれが生じたことから、スケジュ

ール的には平成26年度の２学期中には完成させ

たいと現時点では考えているところであります。 

  なお、現在、市場における実勢価格と比較検討

しながら、屋内運動場と校舎本体工事の発注準

備を進めているところでございます。 

  また、米沢市新文化複合施設につきましても、

今回の入札不調の原因を鑑み、第四中学校と共

通する施工費目などにつきましては、積算内容

を十分に精査しながら発注に向けて準備を進め

ているところでございます。 

  いずれにしましても実勢価格を参考にした場合、

それぞれの工事の予定価格が上がることになる

ことから、予定価格に見合う予算措置を行うこ

とが必要となってまいります。このための補正

予算につきましては、この６月定例会に追加議

案として提案させていただく予定でおりますの

で、御理解いただきたく思います。 

  なお、今後ともスケジュールに支障がないよう

努めていきたいと考えているところでございま

す。 

  次に、今後の対応・対策についてでありますが、

近々に対応が必要となっております第四中学校、
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それから新文化複合施設につきましては、入札

不調を踏まえ内部検討会を開催し、入札方法な

ど種々検討してまいりました。詳細につきまし

ては、こちらも追加議案として提案、説明させ

ていただく予定でございます。どうかよろしく

お願いしたいと思います。 

  このたびの入札不調は、昨年発生した入札不調

とは規模、事情が異なるものと考えております。

昨年発生した入札不調は主に土木工事に発生し

たものでありまして、その要因はアスファルト

合材などの建設資材の出荷調整、それからダン

プトラックの確保ができない、それから建設業

界においては人員整理統合が進められている中

で工事発注が集中したことにより受注対応がで

きないなどの理由から入札辞退が多数となり、

結果入札中止となったものでございます。小規

模な工事においての不調が多く発生したという

特徴がございました。 

  昨年の12月定例会の折に工事発注の平準化につ

いて御質問いただいたところでありますが、市

としても公共事業の前倒し発注工事を増加させ

平準化に取り組んでいるところであります。昨

年の入札不調問題に対し一定の効果が上がって

きているというふうに思っているところでござ

います。 

  ところが、今回の入札不調につきましては、格

段に規模も大きいものでありますが、その要因

は専門業種における実勢価格が上昇し、積算基

準を上回っていることにあります。今後の対応

として同様な建築工事の積算を行う場合におい

ては、標準積算基準のほか実勢価格の動向も調

査しながら適正な予定価格の算出に努めていく

必要があると考えております。 

  なお、昨年と共通する問題として、御指摘のと

おり全般的に技能労働者が減少していることが

あります。さらに、今後資材不足や建設機械の

調達困難も懸念されるところでございます。こ

うしたことから、他都市の入札状況等も注視し

ながら入札不調に対し万全の対応をとっていき

たいと考えているところでございます。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 加藤建設部長。 

  〔加藤吉宏建設部長登壇〕 

○加藤吉宏建設部長 私からは、２番目の（１）道

路消雪による地下水利用量について、及び

（３）の道路消雪の今後の見通しと対策につい

てお答えいたします。 

  初めに、道路消雪による地下水利用量について

でありますが、本市における地下水を利用した

消雪道路は市道が716メートル、県管理の国県道

が先ほど議員述べられました１万749メートル、

約10.8キロメートルでございますが、延べ約11

キロメートルとなってございます。 

  また、くみ上げ水量につきましては設備に流量

計等の計測装置が設置されておりませんので、

電気の使用量やポンプのくみ上げ能力などから

計算した推定量ではございますが、平成21年度

から23年度までの過去３年間の部分を報告させ

ていただきますと、平成21年度は市道分が２万

580立方メートル、県管理分は19万3,748立方メ

ートルで、合計21万4,328立方メートルとなりま

す。平成22年度は市道分が２万5,880立方メート

ル、県管理分は21万4,637立方メートル、合計23

万9,717立方メートルとなります。平成23年度は

市道分が３万1,320立方メートル、県管理分は41

万4,991立方メートル、合計44万6,311立方メー

トルとなっており、この量をわかりやすく表現

させていただきますと、米沢総合公園にありま

す50メートルのプールを１つの升として換算し

た場合に、平成21年度が約130杯分、平成22年度

が146杯分、平成23年度、雪が多かったこともあ

りますが271杯分のくみ上げ水量というふうにな

っております。 

  次に、道路消雪の今後の見通しと対策について

でありますが、最近の新設道路におきましては

市街地での地盤沈下の影響を考慮しまして、基
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本的に機械除雪で対応するということで、これ

以上の散水道路の拡大は極力行わない方針とな

ってございます。 

  また、既存の散水による道路消雪につきまして

は、降雪状況や外気温によってくみ上げ水量は

大きく変化を受けるところでございますけれど

も、必要な水量以上にくみ上げをしないように

どの道路管理者も自動センサーの活用や道路パ

トロールによる巡視によりましてきめ細かなポ

ンプの稼働を行うなど、節減に努めているとこ

ろでございますので、御理解をお願いしたいと

思います。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 答弁ありがとうござ

いました。 

  では、順番に従ってお伺いさせていただきます。 

  まず、公共工事のこちらの入札について再度伺

わせていただきますけれども、積算基準、これ

土木のほうは毎年切りかえて新しいものをつく

って基準をつくっている。これに対して建築の

ほうが２年ごとに基準を見直しているというよ

うなところ、これは市の問題ではなくて国がや

っていることですので、国のほうとしてそうい

う基準でやっているんだということでもう何と

もいたし方ない部分はあるのかもしれないんで

すけれども、先ほど来実勢価格が急上昇してい

るというお話、答弁の中にもあったと思います。 

  私も今回の入札不調になってしまった、これに

は３ＪＶの建設会社が入っておられたわけなん

ですけれども、それぞれにお話を伺ってきまし

た。やはり、この実勢価格の上昇というのは従

来とは比較にならないような速さで上がってい

ると。やはり、一番大きな原因としては震災復

興需要が物すごいと。今までのようないわゆる

単純な瓦れき処理ではなくなってきている。き

ちんとした上物をつくる、もしくは道路をつく

る、そういったほうにかなり力が入ってきてい

るというふうなところから、さまざまな部分で

この影響が及んでいるんだというふうなことを

お話しされていました。 

  そういう点からいって、もうそもそものこの基

準のあり方自体がおかしいなと言わざるを得な

いんですが、ただ残念ながら国がやっているこ

とで、先ほど来、国、県の標準積算基準に実勢

価格を加味して米沢市としては予定価格をつく

っているということだったんですけれども、私、

だとすれば、この実勢価格の言ってみれば調査

です。これについては対策のところでも今後そ

の実勢価格の調査を強化していくというお話あ

りましたけれども、まさにここに行き着く話で

はないのかなというふうに思いますけれども、

従来はこの実勢価格の調査というのはどういう

ふうにして行われていたものなんでしょうか。 

○島軒純一議長 加藤建設部長。 

○加藤吉宏建設部長 現在もそうなんですが、特に

この建築工事につきましては、先ほど議員お述

べの積算基準のほかに、市場に出回っておりま

す積算の資料、詳しくは月刊誌の建設物価ある

いは積算資料、それから建築コスト情報等々の

月刊情報誌がございます。この資料をもとにし

て最新の単価を求めているという状況でござい

ます。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 全国で、言ってみれ

ば単価を集めて、それをデータ化してつくって

いるということは私も存じています。 

  ですけれども、今回のこの実勢価格との差が出

てしまっているという部分について言えば、国

土交通省のほうでも平成25年度の公共工事の設

計労務単価についてということで資料を出して

おられます。 

  その中で拝見させていただくと、やはり特筆す

べきは被災３県、岩手、宮城、福島、こちらの

労務単価が全国平均に比べてはるかに高くなっ

ているということです。全国平均でいきますと
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単純平均で１万5,175円という労務単価が出てい

るわけなんですけれども、被災３県に限ってい

えばこれが１万6,503円。単純に見て1,500円く

らい高いと。 

  これは全国平均と比べてそうなんですけれども、

本県とか、あとは被災したところとは全く関係

のない都道府県と比べると職種によってはその

開きがもっと大きくなるということなんです。 

  先ほどもお話ありました。いわゆる鉄筋工の

方々です。鉄筋工、あとそれから型枠工、あと

大工さん。この辺の労務単価についていえば、

宮城県は東京都を抜いて全国トップの金額にな

っていると。これが実はこの山形県の隣にある

ということが実は一番大きな問題だと思うんで

す。 

  被災地である宮城、福島の隣県である山形県。

当初の直接被災された方々に対する援助である

とか協力であるとかというのは当然のごとくに

やってこられたわけです。米沢市でも受け入れ

さまざまやってきました。しかし、今まさにそ

の被災３県のほうで復興事業が本格化し始めて

いるという中においては、その事業に携わる

方々の労務単価がうなぎ登りに上がっている。 

  それがなぜ本県に影響を及ぼすのかといえば、

特にこの米沢市で見ればどちらにも簡単に行け

るということから、いわゆるひとり親方と言わ

れる方々が言ってみればこぞってそちらに行っ

て仕事をされる。ただでさえ土木関係、建築関

係に従事する方々が減っている話、先ほどもあ

りました。それに加えて、みずからの技術を持

ってひとり立ちして歩いておられる方々がこぞ

ってそちらのほうで仕事をされる。となれば、

おのずとこちらからは技術者がいなくなってし

まう。しかも、労務単価が物すごい開きがある

わけですよね。当然その人にとっては稼ぎのい

いほうに行くのが、これは当たり前のお話なん

です。 

  となれば、その実勢価格の調査ということにつ

いては全国のデータベース化されたものをもと

にやっても、今となってはこの米沢市、山形県

で積算しようと思っても、もともとのところが

言ってみれば当てにならないという状況にある

んではないでしょうか。 

  となれば、この実勢価格の調査ということにつ

いていえば、ずばり現場で携わっている方々に

直接聞いていくという点も当然これは必要にな

るんではないでしょうか。その点についてはい

かがでしょうか。 

○島軒純一議長 加藤建設部長。 

○加藤吉宏建設部長 議員仰せのとおりでございま

して、積算物価、いわゆる月刊誌等の情報、そ

れによらないものも工種の中にございます。こ

れにつきましてはいわゆる専門業種、専門企業

からの直接的な見積もりをいただいて積算の資

料として採用させていただいております。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 実態のところをいか

につかむかというところが非常に重要になって

くるということだと思います。その認識はおあ

りだということですので、ぜひともこれからこ

の実勢単価を把握していくという部分において

は米沢市内の建設業者の方々からの聞き取り、

こういったものをもっと強化すべきだというふ

うに思うんです。 

  これについては今回の入札不調になった原因を

調査する上においても、それぞれの参加された

事業所さんからの聞き取りは行われているとい

うことも確認させていただきましたけれども、

言ってみれば予定価格をつくる段階でも現状ど

うなっているのかということを把握するための

一助として地元の建設業者なり土木業者なりか

らそういった数値についても把握していくとい

うことが必要だと思います。 

  この点についてまずその聞き取り、現場の事業

者さん、米沢市内の事業者さん、そういったと

ころから。終わった後で何で入札不調になって
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しまったのかなということを調べるときに聞く

のではなくて、入札をする前です。言ってみれ

ば予定価格をつくる、その段階で今どうなって

いるんだ、現状どうなの、この資材ちゃんと入

ってくるの、幾らになっているの、そういうも

のを確認すべきだと思うんですけれども、その

点についてはどうでしょうか。 

○島軒純一議長 加藤建設部長。 

○加藤吉宏建設部長 仰せのとおり設計する段階の

担当者の資料としましては、資材業者あるいは、

業界というのはちょっとないと思いますが、資

材、それから材料の部分の取扱店等々から既に

情報を得ながら、その流通等を考慮して、さら

に県のほうの単価、そういうふうなものに照ら

し合わせて設計していくというのが基本という

ことでこれからもやっていかなければいけない

と思っています。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） ぜひともその点につ

いてはやっていただきたいというふうに思いま

す。 

  それから、先ほど今回のこの入札不調によって

今後の影響というものはどうなのかというお話

を聞かせていただいたわけですけれども、スケ

ジュールには支障のないように対応していきた

いというお話でした。 

  しかし、既に決まったことですから何ともしよ

うがないんですけれども、体育館について言え

ば先ほどのお話のとおり来年の８月末には完成

予定だったのが、２学期中ということですから

実質12月までに何とか完成をさせたいというこ

とだと思うんですけれども、これが肝心な本校

舎、こちらのほうにどう影響を与えるのかとい

うところが私は一番危惧し懸念しているところ

なんです。 

  本校舎といえば昨年度の３月議会でも予算の説

明の中でありましたけれども、当初の金額とし

ては約18億2,000万円ほどの予算組みをしてやっ

ていきたいんだというような話も出ておりまし

た。 

  今回の不調に関して言えば、大ざっぱな言い方

で済みませんけれども、約６億の予定価格に対

して１億くらい応札価格にずれが生じていたと。

６億に対して１億です。これ18億とかという金

額になったときに単純な割合でそのずれを計算

していくとえらいことになってしまうわけです。 

  この辺のところをきちんと手当てをしなければ

スケジュールに支障のないようにできるかどう

かはわからないわけですよね。言ってみれば先

ほど来申し上げているその予定価格、この部分

についてよほど突っ込んだ設計し直しをしなけ

ればまた入札不調ということにもなりかねない

ということだと思うんですが、その点について

はいかがでしょうか。 

○島軒純一議長 加藤建設部長。 

○加藤吉宏建設部長 担当としましてもこれを繰り

返すことのないように今十分に精査をしながら、

聞き取りの内容を踏まえて関連する工種、業種、

そういうふうなものに対して精査をしながら今

準備をしているところでございます。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 先ほども総務部長の

ほうからは精査を、調査するんだと。言ってみ

ればその実勢価格ですよね。これをきちんと精

査した上で予定価格をつくって、それに応じて

入札に臨むということだったわけですけれども、

本当にこの部分についてはちょうどきょうの、

先ほどもちょっと触れましたが、山形新聞のけ

さの朝刊に出ていました。こちらは酒田市です。

酒田駅前の再開発事業と、あとそれから酒田市

の新庁舎の工事入札が不調に終わった。再開発

事業は、これは事業者がやっていますからちょ

っと別なんですけれども、酒田市の新庁舎の工

事入札は不調に終わってしまったと。 

  やはり原因は同じですよね。労務単価の高騰と

地域内での技術者の不足、実勢価格との隔たり
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が余りにも大きかったという点を指摘されてい

たようです。 

  もう既にこれらのことについてはある程度は予

測できたんではないかというところを申し上げ

たいんです。昨年の12月議会の際に私のほうで

も質問させていただいて、やはり東日本大震災

の被災地の復興工事による影響が大きいという

ことは当局でも把握されておったわけです。こ

こにきてその需要がますます高くなっていると

いうことは、ある日突然出てきた話ではないと

思うんです。 

  これらについてはさまざまな資料も出ています

し、新聞紙上、テレビ等でも言われています。

ましてや、それこそ市内の現場に携わる業者さ

ん方はそれを肌で感じてやっていらっしゃるわ

けですよね。 

  そういった点からいけば、今回の入札不調、そ

れから今後の入札ということを考えたときには、

今までの見方がまず甘かったのではないかとい

う点をきちんとみずからにそれを自覚した上で、

それじゃいかんのだと、何とかしなくてはなら

ないという形で臨まないと。 

  こういう理由だから従来どおりにそれに沿って

単価を見直して積み上げて出したので「はい、

やってください」、それでぎりぎり通ればあと

は企業努力でお願いしますと、工期にしても仕

上がり価格にしてもあとは企業努力でよろしく

お願いしますというような従来のやり方でやっ

ていったんでは、私はこの公共工事によって地

元の業者がじわじわと苦しめられると、そんな

ような構図になってはうまくないんじゃないで

すかということを申し上げたいんですけれども、

この点についてはいかがですか。 

○島軒純一議長 加藤建設部長。 

○加藤吉宏建設部長 最初の設計の段階での見積も

りが甘かったのではないかというふうな御指摘

もございました。当初の設計、積算の時点にお

きましていただいた業者からの見積もりにつき

ましても、当時の見積もりのいわゆる有効期限

が３カ月あるいは６カ月というふうな条件がつ

いてございました。 

  この不調になってからの聞き取りをした段階で

のお話ですと、その資材の見積もりの有効期限

が１カ月以内というような状況に変化している

ということで、先ほども答弁いたしましたけれ

ども、上昇率、物価の高騰率が当初設計してい

る時点よりもはるかに加速度を増していたとい

うふうな部分が今回大きな原因の一つになりま

した。 

  今回、見直しの段階でもそういうふうなものを

十分に加味しながら今積算の見直しをしている

ところでございます。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） ぜひその実勢価格、

現場でどういうようなことが起きているのかと

いうことをぜひ市当局においてもその把握に努

めていただきたいということなんです。現場で

やっていらっしゃる事業者の方々がどういう状

況でやっているのか、そして、今回の実はこの

入札に臨んでの各事業者さん、３ＪＶのお話を

私はそれぞれ伺わせていただきましたけれども、

事学校に関することについていえば我々はでき

る限りのことをしたいんだと、単価をぎりぎり

まで削ってでもやりたいと。そういう思いで皆

さんやっておられるそうです。そこで出してき

た金額が、言ってみれば身を削るような状態で

出してきた金額においても既にそれだけ違って

いると。 

  先ほどの24年度の労務単価で積算をしている、

24年度の予算を使わざるを得なかったのでそう

したという部分も確かにあったのだとは思いま

すけれども、にしてもその実情をきちんと把握

をしていればその対応もまた違っていたのでは

ないかということなんです。 

  とにかく地元の事業者それぞれ一生懸命されて

います。先ほども申し上げましたけれども特に
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この学校に関して言えば皆さん思いは同じなん

です。自分も子供がいると。四中じゃないけれ

ども別の学校に行っている。でも、その子の学

校を新しくする、もしくは補強する、いずれに

しても単価度外視でもきちんとした工事をして

やりたい。この思いはどこの会社も一緒でした。 

  そういった事業所を相手にこれからも米沢市と

してはさまざまな公共工事を実施していくわけ

ですので、その中においてその予定価格は全国

でこうなっていますからこれでやってねという

だけでは、そこの乖離を埋めなければ地元の企

業をどんどん疲弊させることになってしまうと

いうことなんです。 

  私は今までもさまざまな観点からこの公共工事

について申し上げてきましたけれども、行き着

くところはそこです。地元の企業を苦しめて米

沢市が成り立ってはいけないんです。行財政改

革でコスト削減しました。予算を削りました。

一律５％シーリングでやっつけました。こんな

に減らしました。そのしわ寄せが市民に行って

は元も子もないということなんです。そこのと

ころをきちんと把握して今後の公共工事の入札

なり予定価格の設定なり、それに臨んでいただ

きたいということを申し上げて、この部分につ

いては終わります。 

  続いて、地下水利用とその地盤沈下という部分

についてなんですけれども、私も先ほど言った

環境省で出している資料を見ておったんですけ

れども、米沢市単独のものは先ほど初めて教え

ていただきました。 

  21、22、23と３年間で地下水の利用量について。

これもあくまでも推計だということなんですけ

れども、21年度が21万立方メートルですか。22

年度が23万何がし。24万くらいですか。23年度

が雪が多かったせいで44万立方メートルくらい

使っているということで、単純に私は数字を言

われてもわからないので、とにかく市民の方に

わかりやすくお伝えくださいと言ったら、市営

プール何杯分と非常にこれわかりやすい御説明

をいただきまして、大変助かりました。 

  あのプールがそれでも130杯だとか270杯と言わ

れても、それが一体どのくらいの量なのかとち

ょっとぴんと来ないところではあるんですが、

でも、身近なものでそのくらい言ってみればだ

あっと流してしまっているということを考える

と、正直大丈夫なのと。その44万立方メートル

の水が地面の下から上に上がってきて、それが

流れてしまっていっていると。 

  なおかつ、これはあくまでも道路消雪。市で管

理しているものと県で管理しているもの、それ

ぞれを足してそのくらいなんだというお話でし

たけれども、当然このほかに、道路だけに雪が

降るわけじゃないですから、民間の皆さんのお

宅のところでも使っていらっしゃるとは思うん

ですけれども、実は私も使っているので非常に

じくじたる思いはあるんですけれども、やはり

民間でも使っている量を合わせればこれ本当に

どきっとするような数字になるんではないか。 

  これが多い年、少ない年はあるにせよ、大体21

万前後、20万立方メートル前後はとにかく出し

ている、民間でも出しているということになっ

たときに、その相関関係についても県のほうで

も地下水のくみ上げと地盤沈下は相関関係あり

ますよと認めていらっしゃるということでした。 

  米沢についていってもそこがやはり一番だろう

というお話でしたけれども、これ今後、機械除

雪にシフトして何とかやっていきたいんだとい

うことなんですけれども、ことしなんかもかな

り頑張っていただいたという印象があります。

それでもなかなか大変な部分があるわけですよ

ね。 

  やはり必要以上のくみ上げをしないということ

については、道路に関してはセンサーでやって

いるということなんですけれども、なかなか民

間のところまでは啓発活動くらいしかできない

というのが実情だと思いますが、これ参考事例
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なんですけれども、新潟県上越市では、あそこ

も地盤沈下が特に旧高田市の地区においては物

すごいんです。それで、上越市としては特に雪

の多いときには言ってみれば地下水利用の制限

をする警報まで出しているということなんです。 

  まず注意報があって、やばいですよと、このま

まいってしまうと地下水がどんどん減って、な

おかつ地盤沈下が起きますので、もう注意して

くださいと。それを超えた量にいってしまうと

今度は警報に切りかえて、言ってみれば取水率

を半分に減らしますという対策まで講じてやっ

ているそうです。 

  こういったかなり踏み込んだ具体的な対策とい

うものも私は必要になるんじゃないのかなと思

っているんですが、この点についてはいかがで

しょうか。 

○島軒純一議長 赤木市民環境部長。 

○赤木義信市民環境部長 上越市は米沢市と姉妹都

市ということにあるわけでございますけれども、

ともに雪が多いということで本当に地盤沈下、

お互いに問題になっているというふうに思いま

す。 

  御質問いただきましたとおり、上越市では昭和

60年から既に地盤沈下緊急時対策を実施してお

りまして、今議員がお話しされましたように地

下水が大きく低下して地盤沈下が進行するおそ

れがあるときは注意報、警報を発令して節水の

要請をしていくというもので、これは新潟県、

県が定めた要綱に基づいて実施されております。 

  山形県におきましては同様の規定はありません

が、米沢市内の３カ所に地下水位観測井戸を設

置しております。窪田小学校敷地内、それから

南部小学校敷地内、それから南原小学校敷地内

の３カ所に設置しておりまして、常時監視して

いるところでございます。 

  本市としましてはそのデータを有効活用しまし

て、仮に異常が見受けられた場合には地下水揚

水量の抑制をまずは呼びかけながら、地盤沈下

対策につなげていきたいというふうに考えてお

ります。 

○島軒純一議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 地下水の利用を節制

するというのはこれ当然なんですけれども、私

は単にそれを言っただけでは実は市民の方はぴ

んと来ないんです。何でぴんと来るかといった

ら、お宅の家が建っているところがへこんでし

まいますよということなんです。具体的にこう

なったらやばいですよということを伝えないと、

ただ単純にもったいないからとか地下水が減り

ますからとかと言っただけでは反応してくれな

いと思います。 

  地盤沈下がどのような影響を及ぼすのかという

ことをきちんと明示すべきだと思いますので、

そこの点を踏まえてやっていただきたいと思い

ます。 

  以上で終わります。 

○島軒純一議長 以上で16番海老名悟議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時０９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時２０分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、西尾市との姉妹都市締結について外１点、

20番小島卓二議員。 

  〔２０番小島卓二議員登壇〕（拍手） 

○２０番（小島卓二議員） ２年ぶりの一般質問で

ございます。少し緊張しておりますけれども、

二、三日前からどきどきはらはらの感じで生活

しておりました。 

  きょう米織を着て登壇しております。米織は米

沢の殖産振興、米沢織の着物ということで、今
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後市民にもぜひ米沢織を着用していただきたい、

そして米沢の活性化につなげていただきたいと

いう思いで米織を着させていただいております。 

  最近本当に雨が降りません。降らないよねとい

うのが日常会話で畑を耕されている、そして今

まさにいろいろな作物を植えようとしておられ

る方々、大変御苦労だと思います。早く雨が降

ればいいなという思いも込めましてここの場に

立たせていただいております。 

  議長が読み上げられました西尾市との姉妹都市

締結についてでありますが、なぜ愛知県西尾市

との姉妹都市締結をしようとするのか、するこ

とに若干触れさせていただきたいと思います。 

  それは、江戸時代、赤穂浪士の討ち入りがあり

ました。それが江戸時代から現在まで長く忠臣

蔵として語り続けられている物語でございます。

そこに登場する吉良上野介義央公は、相手の浅

野内匠頭に対していろいろな相談事について恐

らくは今で言ういじめ、そういったものが発生

して、そのことに耐え切れなくて浅野内匠頭は

殿中松の廊下で吉良上野介義央公を刃物で切り

つけたというふうな事件でありました。 

  その後、戯曲や語り、そういったもので忠臣蔵

として悪者は吉良上野介義央、義と人情で殿様

のかたきを討った赤穂浪士大石内蔵助以下47名

の者がよい者というふうに善と悪に分かれた忠

臣蔵でございます。 

  しかし、吉良上野介義央公は領地を回る際に赤

馬にまたがり、そして民の心を酌み取り、また、

富好新田という大きな新しい田んぼを開拓する

なり、また、治水に対しても多くの手腕を発揮

されました。 

  義央公は信仰心が深く、数々の神社仏閣にお参

りされるなど、また、多くの寄進を行ったとい

うふうに聞いております。 

  最近、もう一つの忠臣蔵が米沢で演劇されまし

た。そして、12月の毎歳忌のごとに吉良上野介

義央公の美徳、考え方、行動が改められてきて

おります。 

  そのような中で、米沢市は今なぜ愛知県西尾市

と姉妹都市を締結するのか。それは米沢上杉家

と吉良家の三重の縁という縁の深い結びつきか

ら発生するものだというふうに私は考えており

ます。 

  最初、上杉家の第３代当主上杉定勝公の四女三

姫が吉良上野介義央公のところに嫁がれました。

それが第一の縁でございます。 

  第二の縁は、この御両親から生まれました子供、

長男、吉良三郎を上杉家が養子として迎え入れ、

第５代当主上杉綱憲公となっております。要す

るに吉良家が上杉家を相続するという、続いて

やっていくというふうなことだと思います。こ

れが二重の縁。 

  そして、３番目は今度は上杉綱憲公の次男、上

杉春千代が吉良上野介義央公の養子となり、吉

良義周というふうに名前を変え、吉良家を継い

でおります。このときに赤穂浪士の事件が発生

いたしました。吉良義周公は18歳のときに大石

内蔵助率いる四十七士の軍勢に18歳で立ち向か

い、刀傷を負い、そして、そこから長野県諏訪

市の高島城に幽閉されることとなりました。そ

のときにはお殿様のお供としてたった２名だけ

許されたそうです。その１人は上杉家家臣の山

吉新八という方であります。 

  吉良義周公は幽閉されて３年後に亡くなられ、

そしてまた、その義周公の父親、綱憲公はその

１年前に養母とともに亡くなっております。跡

を継いだ義憲公に対して山吉新八氏は長野から

戻られ、義周公の最後を報告された大変涙ぐま

しい、むごい話じゃないのかなというふうに私

はこのことを聞くと胸に熱いものを感じるもの

があります。 

  このようなことで、三重の縁がここで成立いた

しましたが、しかし、義周公が亡くなられて吉

良家は相続者がありませんので、そこで吉良家

は終わっております。 
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  このように、米沢上杉家と深いかかわりのある

吉良町、米沢市議会でも吉良町、当時は大分姉

妹都市の勉強に参上しております。今回、西尾

市と吉良町が２年前に合併したために、上位自

治体の西尾市と米沢市が姉妹都市締結をしよう

とするものでございます。 

  質問に入りますが、市長は西尾市から姉妹都市

締結について強いラブコールを受けているとお

聞きしております。米沢・上杉温故交流会と吉

良・米沢親善交流会等の長年の深いおつき合い、

きずなを考慮した場合、また、西尾市が本年12

月14日、15日に市制60周年のイベントを計画し

ていることをお聞きしておりますが、この時期

に合わせた姉妹都市締結ができるのかどうか、

これは市長の判断だと思います。その姉妹都市

締結の表明をすべきと考えますが、市長はどの

ように考えておりますでしょうか。また、西尾

市の要望に沿った形でのスケジュールはどうな

っていますでしょうか。 

  次に、米沢市議会基本条例が制定、施行されま

した。この中で姉妹都市の締結については議会

の議決事件となりました。市長は議会への説明

責任があり、どのように進める考えなのかお聞

きしたいと思います。 

  ５月27日の定例記者会見の記事を見ますと議会

の意向に従うと答えられており、あたかも提案

権が議会側にあるような発言でありますが、こ

のような理解でよろしいのかどうか。もしこの

ような議会の意向と考えているならば、このこ

とについて予算や人事についても議会が決めて

よいのかお聞きしたいと思います。 

  西尾市の市制60周年に間に合うようにするため

には、遅くとも次の議会、９月定例会までにあ

る程度のスケジュールを示し、議会の全会一致

の同意を得る、その努力をすべきと考えており

ますが、どうでしょうか。 

  今まで述べたように上杉家と吉良家は三重の縁

で結ばれております。言うなれば米沢市と西尾

市、吉良町の姉妹都市締結は三重の縁で結ばれ

た自治体同士であり、非常に深い関係にありま

す。 

  このような深いつながりの締結式であるならば、

上杉家当代御当主の上杉邦憲様には重要なポス

トでの待遇が必要ではないのか、そのことにつ

いても市長の考えをお聞きしたいと思います。 

  ２つ目の質問に移ります。 

  来年度、山形デスティネーションキャンペーン

がＪＲ東日本によって山形県を主体に開催され

ます。この山形デスティネーションキャンペー

ンの概要と、そしてその中に取り組まれる、要

望して取り組んでいただきたい田んぼアートと

のジョイント事業についてお聞きいたします。 

  山形デスティネーションキャンペーンで取り組

む観光体験事業はどのようなものと考えている

のでしょうか。また、過去のデスティネーショ

ンキャンペーンの実績はどうであったのか。来

年度の目標数値を示すべきではないでしょうか。 

  そして、今、小野川、三沢地区で行われており

ます田んぼアートの実績、今までの取り組みの

経過についてお聞きしたいと思います。今回、

来年度に向けて田んぼアートの新たな取り組み

として関根地区で行うことはできないでしょう

か。 

  市長は週１回、ほぼ山形新幹線を使って出張し

ているようですが、関根地区を通過する際、市

長には田んぼアートの適地を探していただきた

いなというふうに思います。 

  田植えのときから稲が徐々に生育して、秋に稲

穂が垂れるころ、絵が完成するわけですが、こ

のとき山形新幹線の車窓から田んぼアートを見

ることができれば山形デスティネーションキャ

ンペーンの目玉となるのではないでしょうか。

同じように、このときに車内アナウンスをして

いただくようにＪＲ東日本に働きかけるべきと

考えますが、どうでしょうか。 

  以上、壇上からの質問を終わります。 
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○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの小島卓二議員の御質

問にお答えをいたします。 

  私からは、西尾市との姉妹都市締結についてお

答えをいたします。その他につきましては部長

よりお答えします。 

  御質問にもありましたように、上杉家と吉良家

は三重の縁で結ばれており、両家とも忠臣蔵で

は不本意な描き方をされていることや米沢藩の

公式歴史書「上杉家御年譜」編さん事業に着手

をし、藩校の前身である学問所を創設したのが

吉良家から養子に入った４代藩主上杉綱憲であ

ることなど、米沢市と旧吉良町の歴史的つなが

りは深いため、市長就任間もない時期から交流

に心がけてきました。 

  具体的には首長同士の表敬訪問、市民団体同士

のお祭り参加、毎年12月14日に行われる吉良上

野介法要への参列などであります。 

  そして、平成22年には米沢市に米沢・吉良温故

交流会、吉良町には吉良・米沢親善交流会が設

立され、親善交流の盟約が結ばれました。翌年

の平成23年には東日本大震災が発生しましたが、

吉良町及び吉良町民から総額400万円近い義援金

が米沢市へ寄せられました。同年４月に吉良町

は西尾市と合併しましたが、その後は米沢市と

西尾市という形で交流がさらに盛んになってお

ります。 

  このような中で、西尾市と米沢市の姉妹都市締

結の話が非公式に出ている状況です。吉良・米

沢の交流を推進してきた立場からすれば大変喜

ばしいことだと捉えております。 

  今月28日に榊原康正西尾市長が、西尾市、米沢

市の大規模災害時相互応援協定締結のために米

沢市に来られますが、その折に姉妹都市に関し

ても話題が出るものと思っております。その結

果を踏まえてできるだけ早く議会に相談申し上

げたいと考えておりますので、何とぞ御理解を

賜りますようよろしくお願いいたします。 

  最後に、仮に姉妹都市締結が行われるようにな

った場合の上杉家御当主の待遇についてですが、

現実にそのような状況に進展した折に改めて上

杉家の御意向も伺った上で検討すべきものと考

えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

  〔夛田美佐雄産業部長登壇〕 

○夛田美佐雄産業部長 私からは、２番の来年度開

催される山形デスティネーションキャンペーン

の概要と田んぼアートとのジョイント事業につ

いての御質問にお答えします。 

  初めに、デスティネーションキャンペーンの概

要と取り組みにつきましては、毎年３カ月ごと

に地域を選定しＪＲグループなどと連携して観

光誘客キャンペーンを展開するもので、山形県

全域が対象となるのは10年ぶり、６回目となり

ます。 

  来年の山形デスティネーションキャンペーンは、

サクランボの時期に合わせて６月14日から始ま

り、９月13日までの３カ月間の期間で開催する

こととなっております。 

  今回は「日本人の心のふるさと美しい山形」を

基本コンセプトに、「県民総参加・全産業参

加」の観光業、農林水産業などの産業が連携を

図りながら県民総参加によるキャンペーンを展

開しようと準備を進めているところであります。 

  このデスティネーションキャンペーンを観光客

の増加等による地域経済の回復と将来を見据え

た観光の基盤づくりの大きな好機と捉え、これ

まで培ってきた誘客力、おもてなしの心を結集

して、行政、観光、物産協会及び観光事業者を

初めとする幅広い産業各界の相互連携を密にし

て、何度でも訪れたくなる観光地を念頭に、キ

ャンペーン期間終了後も持続可能な10年を見据

えた観光交流につなげていきたいと考えており

ます。 
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  現在の取り組みにつきましては、ことし６月15

日から９月14日までを「山形日和。」観光キャ

ンペーンとしてプレ・キャンペーンを展開する

こととなっており、置賜地域委員会を中心に

「花と食と歴史の県南」をコンセプトに、自然

の恵みに感謝する草木塔の精神文化など、米沢

の新たな観光素材を活用した旅行商品の提供や

小グループや個人旅行客向け現地案内機能など

を強化しながら、米沢上杉文化施設共通入場券

「観るパス」の新設や滞在期間を長くする仕組

みづくりなど、これまで培ってきた魅力をさら

に磨き上げ、観光誘客策を進めているところで

あります。 

  また、ことしの８月末に行われる全国の旅行会

社、鉄道機関等の関係者を招いての全国宣伝販

売促進会議でのプレゼンテーションに向け、本

市向け旅行商品の造成、販売、さらには本市観

光情報の発信をするべく準備をしているところ

であります。 

  次に、デスティネーションキャンペーンに組み

込む観光体験事業についてでありますが、本市

といたしましては紅花染め体験や手織り体験を

初め、笹野一刀彫の絵づけ体験など、伝統産業

を中心に素材提供をしているところであります。 

  なお、田んぼアートにつきましては、残念なが

ら田植えと稲刈りの時期がデスティネーション

キャンペーン期間と時期的に外れてしまいます

ので、体験観光のメニューには入れていないと

ころであります。 

  しかしながら、田植えから稲刈りまで日々移り

変わる田んぼアートを見に訪れる観光客が毎年

回を重ねるごと多くなっておりますので、田ん

ぼアート展望台が観光スポットとして小野川温

泉の集客を初め、本市の観光誘客の一端を担っ

ている状況にありますので、デスティネーショ

ンキャンペーン期間中も本市の観光スポットと

して情報発信をしていきたいというふうに考え

ております。 

  次に、田んぼアートのこれまでの取り組みの経

過についてでありますが、田んぼアートは緑豊

かな水田を舞台に色彩が異なる複数の稲を植え

つけ文字や模様を表現し、米沢産のおいしいお

米や観光都市米沢をＰＲするとともに、農業体

験を通じて都市住民や地元住民、子供たちとの

交流を図り、農業・環境への理解、関心を持っ

ていただくことを目的として平成18年度から実

施しており、今年度で８回目となります。 

  主な事業としましては、地元三沢東部小学校の

全児童や一般参加者が集っての春の田植え体験、

秋の稲刈り体験を実施しているほか、田んぼア

ートを鑑賞して楽しんでいただくための展望台

の設置、インターネットからの映像配信などを

行っており、ＪＡ山形おきたま、山形県農業技

術普及課、小野川温泉観光協議会、小野川温泉

観光知実行委員会、三沢コミュニティセンター、

三沢東部小学校、本市の関係機関・団体で構成

された推進協議会がお互いに連携しながら事業

を推進しております。 

  図柄は米沢にゆかりのある人物やその年々の観

光イベントに関連のあるものを毎年選定してお

り、初年度となる平成18年度の地元小野川温泉

にちなんだ「小野小町と蛍」に始まり、ことし

はＮＨＫ大河ドラマ八重の桜に合わせ主人公の

新島八重の迫力あるシーンと地元小野川のホタ

ルを描き、被災地福島県の復興を願うとともに、

米沢への誘客効果も期待しているところであり

ます。 

  体験事業として行われている田植え、稲刈りは

回を重ねるごとに県内外から多くの方に参加を

していただき、ことし５月26日の日曜日に行わ

れました田植え体験には286名の方が参加されま

した。 

  事業費につきましては全体で約210万円となっ

ていますが、うち田植え、稲刈り体験の際の昼

食代等の約60万円については参加者からいただ

く参加費で賄っております。実質的な事業費は
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約150万円となっており、各機関・団体からの負

担金約120万円と協賛金等で運営を行っておりま

す。 

  田んぼアートは、田植え、稲刈り体験を通じて

自然に触れ合える大きな教育的効果があるほか、

田植えから稲刈りまでの長期間にわたり鑑賞し

て楽しむことができることから、小野川温泉の

観光スポットとしてすっかり定着し、地元の活

性化や米沢のＰＲにつながっているものと考え

ております。 

  次に、来年度開催される山形デスティネーショ

ンキャンペーンと田んぼアートのジョイント事

業についてでありますが、山形デスティネーシ

ョンキャンペーンの開催にあわせて山形新幹線

の車窓から見えるところで田んぼアートによる

ＰＲを実施し、山形デスティネーションキャン

ペーンの目玉にしてはどうかという御提案であ

りますが、山形新幹線は１日運行本数が15本、

約１万2,000人程度のお客様が利用されており、

県の玄関口となる本市においては田んぼアート

によるＰＲができれば山形デスティネーション

キャンペーンはもとより、さまざまな目的で山

形を訪れる皆さんに対して米沢をＰＲできる絶

好の機会にもなると考えております。 

  しかしながら、田んぼアートを見るためにはあ

る程度の高さが必要であり、候補地として考え

られる議員お述べの関根地区の沿線については

車窓から約５メートル程度の高さと推察される

ことから、今後技術的な面や実施体制なども含

めて、実施することが可能かどうか検討してい

きたいと考えております。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 小島卓二議員。 

○２０番（小島卓二議員） ありがとうございまし

た。 

  市長にはもう一度お願いしたいんですが、西尾

市との姉妹都市締結について市長はまだはっき

りと私は姉妹都市締結をしたいんだというふう

な思いを伝えていないんじゃないかなと思いま

す。 

  今回、６月に西尾市の市長が来られて、そのと

きにも話題になるというふうなことは、市長は

あくまでも相手待ちというふうに考えているの

かどうか。相手と、要するにこれは自治体同士

の婚姻と同じようなことなのかなと思うんです。

片一方、一方がラブコールを送って、こちらが

平静で、「おまえがしたいなら俺もしてやる

よ」みたいな状況でいいのかどうか。 

  やはりお互いに熱いエールを送って、一緒に締

結まで頑張っていきましょうというふうな思い

が伝わらないと、議会も「ああ、その程度だっ

たら何もことしでなくても来年でも」、「来年

でなくても再来年でも」というふうな状況にな

るのかなと思うんです。 

  ですから、ぜひとも、議会の議決事件になって

いるということですから、どうやって議会を説

得していくのか。もちろんこの場ではっきりと

言うべきだというふうに思っておりますし、壇

上で述べましたように９月議会が最短の時間で

ないのかなというふうな、議決案件ですので、

このことを臨時会でするようなものかどうか、

その辺も私はわかりませんが、定例会と考える

ならば９月の定例会でないのかなというスケジ

ュールを私なりに頭の中で考えております。そ

のことについてはどうお考えなのかお聞かせく

ださい。 

○島軒純一議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 先ほどの答弁でも姉妹都市締結

ということになれば大変喜ばしいというふうに

お答えをいたしました。ですから、姉妹都市は

望んでいるか望んでいないかとなれば当然望ん

でいるところではあります。 

  ただ、姉妹都市締結には２つクリアしなくては

いけないことがあるというふうに思っています。

まず、相手のあることですので、そして、先ほ

ども申し上げましたが、西尾市からは正式には
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何もまだ話はございませんので、交流されてい

る団体の方々がそういうふうに西尾市と締結し

たい、西尾市の市長にもそういうふうに働きか

けるというふうにおっしゃっておられることか

ら非公式という表現をしているわけで、西尾市

から正式に何か打診があったとか、そういうこ

とではまだないので、まずそこが１つ。 

  あと２つ目は、御質問にもありましたように、

姉妹都市は今度は議会の議決事項になりました

ので、議会にも十分に御理解いただくという、

御理解いただく前に説明をするということがあ

るというふうに思っています。 

  ですから、そういうことを考えますと余り市長

としてひとりで先のほうを歩くべきではないと

いうふうに思っております。なので、今の自分

なりの気持ちを申し上げれば、姉妹都市は締結

できれば大変よい結果を両市にもたらすのでは

ないかというふうには思っておりますが、まず

今月28日、西尾市長が来られてそういう話も出

ると思いますので、それを踏まえて、そういう

話になりましたらできるだけ早く議会に御相談

をしたいという、そういうようなスケジュール

で考えております。 

○島軒純一議長 小島卓二議員。 

○２０番（小島卓二議員） 市長の立場上、なかな

かこちらから積極的にという形にならないのか

どうかですが、私お聞きするにはあくまでもこ

ちらが受ける側だというふうな言い方じゃない

ですか。西尾市からラブコールを受けているか

らこちら側が受ける側だというふうな、私はそ

ういうふうに解釈したわけなんです。受け身で

あるというふうな。 

  もう一つ質問した９月定例会が米沢市議会とし

ては最短のタイムスケジュールじゃないのかと

いうこともお話ししましたが、それは６月28日

に市長が来られてからでないとそういったこと

までも煮詰められないという答弁なんでしょう

か。どうでしょう。 

○島軒純一議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 微妙な問題だというふうに思っ

ております。考え方としてこちらは受け身であ

るべきのようなことになってしまいますと、そ

れは相手方に対して不遜なことになってまいり

ますので、基本的な考え方が姉妹都市がこちら

は受け身という、そういうような考え方ではあ

りません。 

  ただ、今の流れからいきますと西尾市のほうか

らいろいろ周辺の、先ほど申し上げました西尾

市民の、あるいは旧吉良町民の方々の気持ちか

らいくと、西尾市のほうから先に話があるよう

な流れになっておりますので、それもこちらか

ら、今の段階では推測でしかありませんから、

やはり28日、西尾市長とお会いしたときに率直

に話をしてみるということになるというふうに

思います。 

○島軒純一議長 小島卓二議員。 

○２０番（小島卓二議員） 時間もありませんが、

市長がそのようなことで６月28日来られる西尾

市長との会談が第１回目の姉妹都市についての

会合というか、初めての、今までは何度も会っ

ていらっしゃるんですが、姉妹都市にというふ

うなことの話し合いがその日に行われるかもし

れないということですね。西尾市の市長がこち

らに来られて災害協定を結ぶというふうな正式

なスケジュールになっていますけれども、あわ

せて姉妹都市も話題になるでしょうという想像

でいらっしゃるわけですよね。 

  それはそれでいいんですが、市民団体の米沢・

吉良温故交流会の種村会長などは、できたら西

尾市の市制60周年の記念イベントが12月14日、

15日、毎歳忌のその日が市制のイベントなもの

で、西尾市の市長としてもその市制60周年のイ

ベントに花を添えるべく米沢市との姉妹都市締

結もその日に行いたいみたいな吉良町の颯田会

長などはそのような話をされています。 

  それはもちろん公式なコメントじゃありません
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から水面下での話ですが、一方ではそのように

も市民団体としてのスケジュールの話までも出

ているということ、そのことについてはどのよ

うに聞いておられるのか、聞いていなくても市

長の自分のお考えはどうなのかお聞きしたい。 

○島軒純一議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 西尾市側、旧吉良町の団体の

方々からそのような御希望は確かに伺っており

ますが、ただ、姉妹都市締結が議会の議決事項

である以上、まだ正式な話にもなっていない段

階で勝手にスケジュールをこちらで議会のほう

にお話しするというふうなところまで踏み込む

べきではなくて、まず28日にお会いしたときに

どういう話があるかを踏まえて、その後具体的

な話ということ、もし話が進めばその後具体的

な御提案を議会にするということになると思い

ます。 

○島軒純一議長 小島卓二議員。 

○２０番（小島卓二議員） ぜひ私は愛知県西尾市

吉良町、吉良上野介義央公が眠っている吉良町

との姉妹都市締結は必要なのではないかという

ふうに思いますし、両市の関係者はそこに思い

を強くお持ちで今市民交流をなさっていらっし

ゃると思います。 

  議会としましても、ここで私からということで

はなくて、恐らくは議長のほうから提案がある

と思いますが、全会一致の建前でこのことに進

む形が最適だと思いますので、私からも市民の

皆様、また市長を初め議員の皆様にも西尾市と

の姉妹都市締結については前向きに一生懸命努

力していただきたいというふうにお願い申し上

げまして質問を終わります。 

○島軒純一議長 以上で20番小島卓二議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 

午後 ０時１２分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時００分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、修学困難な子どもたちへの教育的支援に

ついて、18番相田光照議員。 

  〔１８番相田光照議員登壇〕（拍手） 

○１８番（相田光照議員） 一新会の相田光照です。

昼食も終わり最も眠気の襲うこの時間でありま

すが、その眠気も飛ばすようなはつらつとした

質問にしたいと思います。頑張ります。 

  本日で７回目の壇上での一般質問をさせていた

だきます。後期２年のスタートであります。や

っと念願がかないまして３日目以外の初めて初

日での質問をさせていただくことになりました。

２年前の初質問同様に議員になった当初の志を

忘れず、残り２年の任期を全うしていきたいと

思っております。 

  米沢づくりは人づくり。これは２年前に私の選

挙時に使ったキャッチフレーズです。思えば議

員を志した心根はこのフレーズどおり、米沢市

の教育をよりよくしていきたいという思いであ

りました。 

  学校教育は学校で教員が直接かかわれる面と、

環境を整備し管理運営していく行政ができる間

接的な面を持ち合わせて行われています。その

ことを踏まえ、今回は修学困難な子どもたちへ

の教育的支援について伺わさせていただきたい

と思います。 

  修学困難とは、経済的困窮、学校不適応、いわ

ゆる不登校、そして軽度の発達を含む障がい等

の理由により、学問や知識を学び修めることが

できないことを指します。本日の質問では不登

校児、軽度発達障がい児の教育的支援について

限定してお聞きしたいと思いますので、御了解

いただきたいと思います。 
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  学校教育の本質はどのようなものでしょうか。

学びによって知識を得ること、いわば知識の啓

発、種々の経験、実践を通して技能を教授する

こと、将来を担う大人としての人間性の涵養を

図ることなどがあります。 

  そして、他と自の違いを知ることも大きな本質

の一つと言えるでしょう。他者と比べみずから

との差に優越感や劣等感を持つのではなく、そ

の違いを認められる人間を育てることこそが学

校教育で伝えるべき最大の本質であると私は感

じています。 

  日本の学校教育では周囲と同じ行動をすること

が長らく重要視されてきました。学校に行かな

い子供は登校拒否、授業を着座して受けられな

い子供たちは落ち着きのない子供と一括して一

くくりにされていた時代もありました。 

  しかし、登校拒否は当初学校恐怖症と言われる

とおり神経症の一種と考えられていましたが、

今日は必ずしも神経症とは捉えられない例も数

多く見られ、不登校という名に変遷していきま

した。 

  落ち着きのない子供たちも、その全てが親のし

つけがない、いわゆるわがままな子供たちと誤

解されていました。しかし、研究が進むにつれ

て保護者からの不良な養育を受けたことが理由

による心理的な環境要因や教育が原因となった

ものを含まない、先天的もしくは乳幼児期にお

ける疾患による外傷性後遺症の発達に影響を及

ぼす障がいが認められました。これが軽度発達

障がいと言われるものです。 

  軽度発達障がいに対する社会的認識や国民理解

は十分とは言えません。しかし、ここ数年でこ

の言葉の示す意味や状態については周知されて

きていると思います。その背景には、平成16年

に国会で成立した発達障害者支援法、平成19年、

学校教育法改正によって誕生した特別支援教育

があるのです。 

  みんなと協調性を保つばかりの人間を育てるの

ではなく、一人一人の個を生かす教育へと転換

がなされました。つまり、普通学級でしっかり

と学習できる子供たちに主眼を置くだけではな

く、普通学級で学習を受けられない子供たちへ

もよりよい教育的支援の充実が図られなければ

なりません。 

  ＬＤ（学習障がい）、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動

性障がい）、高機能自閉症等、軽度発達障がい

のような状態を示す児童生徒がいじめの対象と

なり、それをきっかけに不適応になって不登校

になるという場合が数多くあります。このこと

から特別支援教育の推進をすることがいじめや

不登校を未然に防止する効果も期待されるがゆ

え、現場の学校でも環境を整える行政にも推進

すべくよりよい施策が求められているのは言う

までもありません。 

  そこで質問いたします。我が米沢市には経済的

理由により修学を困難とする児童生徒を除く不

登校児童生徒数並びに軽度発達障がいを持つ児

童生徒数は現在どのくらいいますでしょうか。

あわせて直近５年ほどの推移についてもお教え

ください。 

  また、学校内外での修学を支援する米沢市教育

委員会の取り組みについてもお尋ねしたいと思

います。 

  続いて、スクールガイダンスプロジェクトの今

後のあり方についてお尋ねいたします。 

  この事業は平成14年度10月より開始されたプロ

ジェクトです。１プロジェクトを３年基軸とし

て、ことしで４プロジェクト目の12年目です。

不登校児童生徒のみの支援が主であったこの内

容も、現在では不登校を含め、軽度発達障がい

を持つ児童生徒への支援という役割を持ってい

ます。つまり、教育的ニーズがこのプロジェク

トにはあるものだと私は感じております。 

  そこで、お伺いをいたします。 

  このスクールガイダンスプロジェクト事業を今

後どのようにしていこうとお考えなのでしょう
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か。継続していくのか、それともなくす方向で

考えているのか、お教えください。それと同じ

くして、プロジェクトのかなめである米沢市適

応指導教室「ガイダンス教室」は教育委員会内

においてどのような位置づけとして設置されて

いるのか、あわせてお答え願います。 

  山形県内には35市町村のうち18自治体で適応指

導教室が設置されています。設置状況はそれぞ

れの教育委員会でさまざまな形態があります。

そのことは教育委員会の皆さんも御存じのこと

でしょう。 

  私は、適応指導教室の指導員が専門的な知識を

有し長きにわたり多くの経験を積める環境をつ

くることこそが米沢市の子供たちのためになる

と考えています。そのために適応指導教室を設

置条例化して「米沢市教育支援センター」を設

立すべきと考えております。 

  本日はこの視点に立ちながら質問をしたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

  なお、先ほど我が派の代表、海老名議員もお述

べになりましたが、４月１日より議会基本条例

が施行されました。これにより当局側にも反問

権が認められております。言葉足らずで伝わり

にくいこと、そして不明な点がございましたら、

私の回では遠慮なく御質問いただきますようお

伝え申し上げ、壇上からの質問を終わらせてい

ただきます。 

○島軒純一議長 原教育長。 

  〔原 邦雄教育長登壇〕 

○原 邦雄教育長 私から、相田光照議員の御質問、

４項目ございましたが、全てにお答えをしたい

と思います。眠気の覚めるような答弁になれば

というふうに思います。 

  議員御指摘の不登校及び不登校傾向にある児童

生徒や発達障がいの児童生徒の対応につきまし

ては、本市のみならず広く全国的な課題となっ

ており、さまざまな対応策を講じているところ

であります。 

  御質問の第１点目、現在の不登校児童生徒の数

及び通常学級における発達障がいを持っている

児童生徒の数とこの数年間の状況についてお答

えをいたします。 

  平成24年度における本市小中学校の不登校児童

生徒数でありますが、小学校は12名、中学校は

61名となっております。 

  ここでいう不登校児童生徒とは、何らかの心理

的、情緒的、身体的あるいは社会的要因や背景

などにより登校しないか、あるいはしたくても

できない状況にある児童生徒で、１年間の欠席

日数が30日を超えた者のうち、病気や経済的な

理由による者を除いた者を指します。 

  この数はここ数年と比較しますと、数としては

減少しておりますが、全体的な児童生徒数も減

少しておりますので、割合で考えますとほぼ横

ばい状態であると言えます。 

  次に、平成24年度の通常学級における発達障が

いを持っている児童生徒数は、小学校は67名、

中学校は16名となっております。これはＬＤ、

ＡＤＨＤや高機能自閉症などの診断を受けた児

童生徒の数となっております。この数につきま

しては年度によって多少の増減はあるものの、

ほぼ横ばい状態であります。 

  また、診断は受けていないものの特別な支援が

必要と思われる児童生徒を合わせますと、小学

校では6.6％、中学校では3.3％となります。 

  しかし、この数値は平均でありまして、学校や

学年によって割合にばらつきがあり、10％を超

える学校も５校あります。 

  御質問の２点目、それらの児童生徒への支援に

ついてお答えをいたします。 

  現在はスクールガイダンスプロジェクト事業を

中心としながら、そのほかにもさまざまな支援

をしております。スクールガイダンスプロジェ

クト事業では大きく以下の３点の取り組みを行

っております。 

  １点目として、学校不適応児童生徒のための居
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場所づくりとして、米沢市適応指導教室、通称

「ガイダンス教室」を設置しております。学校

への登校が困難な児童生徒の学習や体験活動の

場として、学校登校、教室復帰を目指した支援

を行っております。また、ここでは通室してい

る児童生徒及びその保護者や同じような悩みを

抱えておられる市民の方への相談活動も行って

おります。 

  ２点目に、学校支援を行っております。不登校

や通常学級に在籍する特別な支援を必要として

いる児童生徒への対応が課題になっている学校

へ教育相談員や適応指導補助員を派遣し、個別

の適応指導支援や教育相談、家庭訪問等を行っ

ております。今年度は４名の適応指導補助員を

小学校６校に、６名の教育相談員等を中学校６

校に派遣しております。 

  ３点目に、教職員への支援を行っております。

教員からの教育相談や米沢市不登校対策会議に

よる教員研修等を行い、教員のスキルアップ及

び情報交換の場づくりを行っております。 

  そのほかには学校不適応の早期発見、早期対応

への支援として、学級育成プログラム支援事業

を行っております。これは小学校５、６年生及

び中学校全生徒を対象としたＱ－Ｕアンケート

の実施であります。 

  不登校問題や学校不適応の原因の一つには子供

たちのコミュニケーション能力の低下や人間関

係の希薄化なども考えられ、その解消のために

は問題の早期発見、早期解決が不可欠でありま

す。そのために学校生活の母体となっている学

級集団を細かく分析して具体的な手だてをとっ

ていく必要があり、学級における人間関係や集

団とのかかわり方を客観的に捉えるＱ－Ｕアン

ケートを実施し、子供同士の関係改善や学級集

団づくりを支援しようとするものです。 

  また、学校への支援員配置の方策として、県の

緊急雇用創出事業を活用したスタート支援員、

特別支援教育サポーター、学習チューターの派

遣をしております。今年度、スタート支援員は

９名を小学校９校に派遣しており、小１プロブ

レムへの対応として支援をしております。特別

支援教育サポーターは８名を小学校８校に派遣

しており、主に特別支援学級に在籍する児童に

対する支援をしております。学習チューターは

７名を小学校６校及び中学校１校に派遣してお

り、児童生徒それぞれ個に応じた支援をし、学

校適応、学力向上のための支援を行っておりま

す。 

  御質問の３点目、スクールガイダンスプロジェ

クトの今後のあり方についてお答えをいたしま

す。 

  私たちが目指すべき最終的な姿としては、不登

校、学校不適応の課題を解決し、このような市

全体の取り組みがなくても各学校での対応によ

り米沢の子供たち全員が夢と希望を抱き、楽し

く充実した学校生活を送ることができるように

なることだというふうに考えております。 

  しかしながら、今現在の状況を考えますと、一

朝一夕にはそのような状況をつくり出すことは

難しく、今後もその時々の状況に合わせた事業

を展開していくことが必要であると考えます。 

  御質問の４点目、米沢市適応指導教室の位置づ

けについてお答えをいたします。 

  議員も御存じのとおり、適応指導教室は不登校

児童生徒の発生率が高く、市全体の取り組みを

緊急に行い、その解決に当たらなければならな

い状況であったときに、その課題が解決される

までの間の措置として設置されました。 

  現在の適応指導教室は米沢市教育研究所設置条

例施行規則第２条第２項、「研究員は次の各号

に掲げる部及び室の構成員となり、当該各号に

規定する事務に従事する」の（２）教育相談室

に沿って米沢市教育研究所内に設置されており

ます。 

  現在、同研究所の運営の基本方針や組織には明

記されておりますが、適応指導教室に置く職員
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の数や設置運営について条例等で定められたも

のではございません。 

  以上、議員お尋ねの４点についてお答えをさせ

ていただきました。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１８番（相田光照議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  今、不登校の子供たちの数、そして発達障がい

を持つ子供たちの数をお聞きしました。全体的

に減少傾向ではあるが絶対数そのものが減って

いる状況を考えれば横ばいであると、これが今

米沢市における教育の現状だと私も認識してお

ります。 

  まずは不登校のことからお聞きしたいと思いま

す。このスクールガイダンスプロジェクトが始

まったのが平成14年の10月でした。そのときの

不登校の数は今よりもはるかに多くの人数がい

たように私は記憶しておりますが、数字的にも

し今お持ちであれば当時何名ぐらいの不登校の

子供たちが存在していたのかお教えください。 

○島軒純一議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 スクールガイダンスプロ

ジェクトの発足時の不登校児童生徒数について

お答えをいたします。 

  平成14年度の不登校児童生徒の数は、小学校が

32名、中学校が115名でありまして、平成24年度

と比較しますと、小学校においては３倍近く、

中学校においては２倍近い人数でありました。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１８番（相田光照議員） その発足から11年がた

ち、２分の１、約半分の生徒数までこの不登校

の子供たちが減少したと。この最大の理由とい

いますか、減少した大きな力とは何だったでし

ょうか。その分析等をしているのであればお教

えいただきたいと思います。 

○島軒純一議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 いろいろな理由があると

いうふうに思いますけれども、やはりこのスク

ールガイダンスプロジェクト、この事業の取り

組みが一番大きかったのでないかというふうに

思います。 

  スクールガイダンスプロジェクトは３年刻みで

今プロジェクトのⅣですけれども、このプロジ

ェクトの最初のときには学校に行けない子供が

たくさんおったという実態がございましたので、

まずそこから始めたということでありました。

そして、学校に復帰できるようになってきてい

て、今は学校のほうに職員を配置して対応して

いると。 

  それから、もう１点は、学校の教職員の対応も

適切にできるようになってきたということも大

きい理由だなというふうに考えているところで

ございます。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１８番（相田光照議員） 不登校の子供たちがい

わゆる心理的なものを理由に10年前は学校に行

けなくなったと、そのようなことが数多くあっ

たと思います。それがこの不登校の子供の中に

も軽度発達障がいを持ち合わせ、なかなか授業

の中に入れないという、この実態が今現状ある

のではないかなと思っています。 

  先ほど教育長がお答えいただいたんですが、こ

の発生率が大体6.6％と。去年の12月、教育委員

会の皆さんは多分御存じだと思いますが、文部

科学省により通常学級に在籍する発達障がいの

報告書の中に、これも全国数値が出ていますが、

恐らく日本全国97％の回収率をもってはかった

ところ、通常学級に発達障がいと思われる子供

が6.5％いると。そのほかにも特別支援学校、特

別支援教室などにも約1.4％の子供たちがいると。

全国的に見れば合計7.9％が発達障がいを持って

いる子供たちであると。ましてや顕在化してい

ない子供たちを含めれば10人に１人ぐらいの割

合でいると。これは米沢も学校、５校のうちそ

のようになっていると思います。 

  この推移は今後、今後の見通しです。今後減っ
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ていくものなのでしょうか。それとも横ばいな

のか、それとも、もしかすると増加していくか

も知れないという見通しなどは教育委員会とし

てどのようにお持ちでしょうか。 

○島軒純一議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 国がこれまで行った二度

の「通常の学級に在籍する発達障害の可能性の

ある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に

関する調査結果」を見ますと、特別な支援を要

する児童生徒の割合が平成14年には6.3％、それ

から昨年、平成24年度が議員のお話のとおり

6.5％ということでわずかに増加しているわけで

すけれども、このことから推測しましても今後

とも微増することはあっても減少することはな

いというふうに私どもとしては捉えているとこ

ろです。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１８番（相田光照議員） このスクールガイダン

スプロジェクト、不登校の子供たち、そして発

達障がいの子供たちに対する非常に手厚い支援

を行っていると私は思っています。 

  今、指導部長がおっしゃったとおりに、発達障

がいの子供たちが減るという見通しがなかなか

持てない以上、これからこのスクールガイダン

スプロジェクトのかなめであるガイダンス教室

の役割ということはますますふえていくんでは

ないかなと。そして、学校に派遣して学校内で

支援する体制もしくはアウトリーチ、いわゆる

訪問をして家庭での支援を要する訪問型の支援

という意味においても、ガイダンス教室のニー

ズというのはふえていくと私は感じているんで

すが、その辺は私と同じような考えだと思うん

ですが、なおお願いします。 

○島軒純一議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 子供の状況によると思い

ますけれども、まず学校に行けない、それから

学校には行けるけれども教室には入れない等々、

やはりその子供さんの状況はいろいろ違うわけ

ですけれども、やはり学校に行けない子供につ

いてはガイダンス教室のほうで何とかという部

分になります。 

  それから、学校には行けるけれども教室に入れ

ないという場合には、やはり担任だけではなか

なかほかの子供たちの指導もありますので、支

援員等の派遣が必要になってきます。 

  そういった、やはり子供さんの状況に応じてこ

のガイダンス教室の果たしていく役割というの

は大きいものがあるというふうに捉えておりま

す。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１８番（相田光照議員） 私もそのガイダンス教

室が発足してからずっとガイダンス教室の指導

員としてかかわらせてもらいました。 

  教育長も先ほどお述べになりましたが、不登校

にしろ発達障がいにしろ早期に対応することが

将来大きな光を当てることにつながるというこ

とを私自身経験してきております。 

  小学校１年生で不登校になった学習障がいを持

った子供を私が担当したことがありました。そ

の小学校１年で不登校になった子供はガイダン

ス教室に来て、そこから自分で視野を広げ、一

歩進んで学校へ戻って、今６年生ぐらいになっ

ています。その子供はもう完全に復帰していま

す。 

  そして、学習障がいの子供、その子は数字が全

くわかりませんでした。算数という概念がなか

なか自分の中では理解できなかった。その中で、

ペットボトルをボウリングに見立てて、このボ

ウリングをしながらペットボトルの倒れた数で

数字を覚えていったということがあります。 

  でも、これと同じことを普通学級で、例えば片

や足し算引き算をやっている中でできるかと言

われると、これはできません。つまり、できな

いからこそできるような状況をつくっていく必

要があるんだと思います。だから、このガイダ

ンス教室の意味は非常に大きいと私は感じてい
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ます。 

  となれば、より早期に対応していく、早期に手

だてをしていく、その考えはこれからこのガイ

ダンス教室の支援体制、これをもっと拡充して

いく必要があると私は感じているんですが、ど

のように考えていますでしょうか。 

○島軒純一議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 今議員御指摘のとおり、

子供さんそれぞれによって通常の授業の中で学

んでいって教師の話を聞いて理解していける子

供さんもおれば、実際にそうした活動を通して、

実際に自分の手とか体を使って感じて学んでい

ける子供さんもあります。 

  そういった状況にどういうふうに対応していく

かということを考えれば、一斉の指導だけでは

やはり理解できない子供さんというのはおるわ

けで、そういった子供さんについては取り出し

て別途に個別に指導していくとか、そういった

配慮は当然必要でございます。 

  そういったことを考えたときに、今教育委員会

で実施しておりますように学校に種々の立場の

人を配置をして、何とかその子供たちを支援し

ていきたいということで進めております。ガイ

ダンス教室のほうからの支援という部分と、そ

れから別の県とか国からのお金での支援あるい

は緊急雇用のほうでの支援というふうなことで、

いろいろな形で今支援をしております。 

  そういった部分を総合した形で持っていけるよ

うにはしていかなければいけない。そのかなめ

になっていくのがやはりガイダンス教室なんだ

ろうなというふうに捉えてはいるところであり

ます。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１８番（相田光照議員） 土屋部長、全く私も同

感です。その人員的な部分で総括をして一本中

心となる箇所があって、そこによってきっちり

と人員を配置していく。そして、将来を見据え

てその１年間での学校配置なんかも自由にでき

るようなワンストップの体制が今この米沢市に

は私はないと思います。 

  この効果があって今後とも必要性を感じていな

がらも、やはりガイダンス教室、このスクール

ガイダンスプロジェクト内のガイダンス教室と

いうのはあくまでも教育研究所内の、言葉は悪

いですが臨時組織です。いつでも３年間でやめ

られるんです。３年たってことしでプロジェク

トのⅣが終わると、来年どうするんだと。予算

がないです、やりませんということだってでき

得る状態に今あるということなんです。 

  私はこれからを、この教育の現状を見ていく上

では、しっかりとガイダンス教室というものを

教育研究所もしくは理科センターのような形で

設置条例をつくり、そして、米沢市のこの教育

委員会の組織規則にもきっちり教育機関として

のせていく必要があるんではないかなと感じて

います。 

  これ今まで私が今しゃべったようなきっちりと

した形で設置条例をつくり、計上できる予算を

持ちながら運営していくというようなお考えに

はこの11年間の中で教育委員会の中で話し合い

になったり、もしくはその検討課題に上がった

りしたことはあったでしょうか。 

○島軒純一議長 原教育長。 

○原 邦雄教育長 私からお答えをします。 

  これ14年度にスタートをした段階では、当時非

常に不登校が多いというふうな市の教育の大き

な課題だということで、教育委員会内部で検討

して設置された、スタートしたということで、

ある一定の成果が得られればこれあとストップ

するんだというふうなスタートの話だったとい

うふうにお聞きをしております。 

  ですから、その後、この４期まで来るというふ

うなことは余り想定はしていなかったというふ

うに思いますけれども、結果的にこの教室があ

ることで教員を派遣したその学校に生徒が相談

して登校してくるというふうな状況になってく
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ると、やはり非常に効果があるというふうなこ

とで今まで継続はしてきたんだろうというふう

に思います。 

  ただ、組織として同じような体系でやっていく

ということは確認しながらも、そこからどんな

ふうに今度は派生して広げていくかとか、また

縮小するかというような話し合いというような

ものは持たれていなかったんではないかという

ふうに思います。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１８番（相田光照議員） その話し合いが持たれ

なかったということではありますが、もしかす

ると大きくできなかった理由なんかがあるので

はないかなと。例えば設置条例化をすることに

よって予算がかかるかもしれない。やはり全て

の事業、自分は議員になってさまざまな予算書、

決算書を見せてもらっていますが、やはり事業

をするということは予算が必要であります。そ

ういう意味での予算のお金がなくてできなかっ

たということはなかったでしょうか。 

  では、例えば、言い方をかえさせていただきま

す。もし予算があれば検討課題に上げられたこ

とがあったかどうかお尋ねしたいと思います。 

○島軒純一議長 原教育長。 

○原 邦雄教育長 その件に関しては県や国のほう

からの補助員というふうな、臨時雇用というふ

うな対応もありますので、そちらとタイアップ

というふうなことを優先させたということで、

ガイダンス教室の拡充、ここまでは話は及んで

いなかったというふうに確認はしております。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１８番（相田光照議員） 今までの話をお聞きし

まして市長にお尋ねしたいと思います。通告と

いうか、市長に聞きたいなと思っていましたの

で、一応指導部長のほうにもお伝えはしており

ます。 

  市長はそこの適応指導教室、市長になられてか

らずっと継続していただいているなと私は思っ

ています。今後、このガイダンスプロジェクト

を進めるに当たって、恐らく教育委員会として

は続けていかなければならないという思いでい

ると。 

  それを踏まえて市長としては今後どのような形

で、もちろん教育委員会、教育行政の担保はも

ちろんとりますが、市長として、首長としてこ

の米沢市の教育の、いわゆるインサイドの部分

ではありません。教育という枠の中でなかなか

光の当たらない部分ではあります。このことに

ついて市長はどのようにお考えをお持ちかお聞

かせください。 

○島軒純一議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 毎年４月１日に教員の辞令交付

式があって、私も挨拶をする機会が毎年ありま

す。そこでいつも決まって話をしているのは、

子供たちには勉強の得意な子供も余りそうでな

い子供もいる、スポーツの得意な子供もいれば

余りそうでない苦手な子供もいる、健康に恵ま

れた子供もいればそうでない子供もいる、家庭

円満の家から登校してくる子供もいれば家庭不

安の家に帰っていかなくてはいけない子供もい

る、さまざまいる。 

  それで、どの子にとっても思い出深い楽しい学

校生活を目指して先生方には御努力いただきた

いということを毎年決まって申し上げています

が、今問題となっているさまざまな子供たちに

ついてもやはり同じだというふうに思っていま

す。どの子にもやはり手厚い手を差し伸べてい

かなくてはならないというふうに思っています。

そういうことからいきますと、スクールガイダ

ンス教室は続けていかなくてはならないものと

いうふうに思っております。 

  そして、どういう形態で続けていくかについて

は教育委員会にお任せをしたいと思っておりま

す。 

  最後に、このやりとりをお聞きしていての感想

があります。質問しておられる議員も答弁して
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いる教育長も、そしてその脇で聞いていらっし

ゃる教育委員長も、さらには傍聴席においでに

なっている方も、スクールガイダンス教室で一

生懸命尽力されてきた方々なわけです。 

  ですから、きょうここで出されている議論とい

うのはよく内部のことがわからないとか、そう

いう方が質問して、そして実際に担当したこと

ない人が答えているという話では全くなくて、

よくわかって一生懸命されてきた方々同士が議

論されている、真剣な真摯な議論をされている

ということですので、それは非常にありがたい

ことだというふうに思っています。 

  悩みを抱えている子供たちにとっても自分たち

の問題を米沢の議会で、しかもある意味当事者

として頑張ってこられた方々が熱心に議論され

ているというこの状況自体、非常に大事なこと

だというふうに思っています。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１８番（相田光照議員） ありがとうございまし

た。何かうれしいような気持ちであります。 

  私は10年間真剣に本気でこのガイダンスプロジ

ェクトをさせていただいたと思っています。誰

よりも多くの時間を割いて、誰よりも多くの数

の子供たちと向き合ってきました。より深い保

護者と話し合いをして、学校の先生とも広く手

を携えて子供たちをバックアップしてきたつも

りです。 

  幾度となく心が折れるときがありました。全く

ガイダンス教室は理解されていませんでした。

「何や、ガイダンス教室」と。かつ、不登校の

子供と接することが不安でたまらないときもあ

りました。 

  でも、それを支えてくれたのは子供たちです。

そして、ともに働いてくれた仲間だと思います。

それが12年こうやって続いているこの現状は私

自身大変うれしい、でも、ちょうど12年だから

こそそろそろ見直しをしなければいけない時期

なんではないかなと感じて、きょうこの質問を

させてもらっています。 

  なぜ教育センターという形にして教育機関とし

てのせなければいけないか、私なりに考えてき

ました。 

  まず１つは、今３年間のワンプロジェクトとし

て行う予算を臨時的にとらねばならないこと。

つまり教育機関として規則上にのせれば予算は

経常化できます。今後必要であると言っている

以上、私はなくすべきではないと思います。そ

して、きちっと年間予算をきっちりと計上して

いただいてこれを運営していく。そして、拡充

するぐらいの気持ちで教育委員会にはやってい

ただきたいと思うことが１点目。 

  ２点目は、私はたまたま、たまたまです。長期

間にわたって採用していただきました。嘱託職

員として専門性が高い、私もそういう免許を持

っていたので採用されましたが、やはり長い時

間をかけて教員が子供たちと接して、多くの子

供とつき合わなければ、膝を突き合わせなけれ

ば子供たちの心は見えません。そういう教員を

つくるためにも間違いなく単年で終わる契約で

はなく、経常化した上で教員を採用していく。 

  そして、３点目は、不登校と軽度発達障がいの

社会的認知をより深く深化させていかなければ

ならないと思っています。先ほど壇上でも述べ

ましたが、まだまだ理解されている部分は少な

いです。十分とは言えません。 

  でも、このガイダンス教室という文言は全部の

市民の方が知っているかというと、実はそうで

はない。当事者だったり、それにかかわる学校

の教員しか知らないのが現実です。 

  でも、米沢市の教育センターという名のもとで

しっかりと銘打って宣伝していけば、教育の例

えば相談窓口としても一本化が図れたり、保護

者が苦しんで相談に行く場所がきっちり教育セ

ンターに行けば、支援センターに行けば聞ける

んだよというふうに大々的に宣伝できる。そし

て、そのことを地域に知ってもらえればこそ、
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子供たちが地域に出て行けるんだと思います。

これが４点目です。 

  もう学校や教育委員会の枠組みでは抑え切れな

い部分にきていると思います。地域の協力、地

域理解があってこそ子供たちは社会にとって有

為な人材となって将来の米沢を救っていくんだ

と思います。そのためにも私は地域協力、社会

貢献ができる体制にすべき。 

  そして、最後が幼児から青少年まで、私はこれ

を網羅できるシステムを構築していくべきだと

思っています。以前、去年の３月の質問で「子

ども・若者育成支援推進法」という福祉側から

の視点で青少年育成について質問をさせていた

だきました。これは非常にこのことが今後大き

くなってくる問題だと思います。中学校を卒業

して高校世代になっても引きこもっていなけれ

ばならない、なかなか社会に出られないような

青少年、その人たちにもきっちりと支援ができ

る体制があってこそ、米沢の教育ではないかな

と思っています。 

  そこで必要になるのが福祉との大きな連携です。

教育委員会だけの問題ではない。実は健康福祉

部とも密に連携をしていかなければならない問

題だと思っています。 

  そこで、健康福祉部長にお聞きしたいと思って

おります。今現在、厚生労働省のほうで児童発

達支援センター等といわゆる発達障がいを含む

障がい児の子供たちの支援について強化策を打

っていると思っております。 

  そのことを踏まえながら、障がい児という支援

を強化していく上で健康福祉部、福祉サイド単

独ででき得ることなのでしょうか、それとも教

育との連携を密にしてやっていかなければなら

ない事業なのでしょうか。お答えお願いいたし

ます。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 発達障がいということで

本来のテーマは学校のほうのお話が主体となっ

ているんですけれども、私、福祉のほうからお

答えさせていただきたいと思います。 

  まず最初に、障がい児関係の現在の状況という

ことで若干つけ加えたお話を御説明申し上げま

すと、さきの自立支援法関係、それから障がい

関係の一連の法律の改正がございまして、中で

多くの施策が出てきております。特に子供たち

関係ということで児童分野の事業に関しまして、

この改正の中で整理統合されているといった大

ざっぱなくくりの状況でございます。 

  その中で１つ打ち出されているのが児童発達支

援ということで、言葉が児童発達支援。これは

法律の中にも規定されている言葉で、中身は通

常の障がい、身体に障がいのある子供さん、知

的障がい、精神障がい、あわせて発達障がいも

含むということで、国のほうでは大きなくくり

で考えておられるようです。 

  特に子供さんたちに対してはそういったものに

対して障がい関係の支援をしろよということで

打ち出してございまして、これにつきましては

御存じのとおり私どもも受け皿として組織改正

をさせていただいて、社会福祉課の中に障がい

者支援室ということで設置させていただいて、

担当として障がい福祉担当、こちらは一般的に

大人の方、それから障がい児支援担当というこ

とで組織を強化させていただきました。 

  そうした周りを固めながら、今議員おっしゃっ

た中で児童発達支援ということで私ども事業を

進めていかなければならないというふうな状況

でございます。 

  今のところなんですが、市としては児童発達支

援事業という項目が厚生労働省の中でございま

す。もう一つ、もうちょっと大きなエリアのく

くりの中で児童発達支援センターというものが

あります。こちらのほうは箱物を伴い、なおか

つ領域も、例えばこのあたりだと米沢から川西、

高畠、南陽まで入るのか、そういったエリアを

ちょっと国のほうでは想定しているんで、この
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辺はちょっと県との兼ね合いも出てくるんで何

とも言えないんですけれども、今申し上げたよ

うな事業を進めていかなければならない。 

  そういった中で、今度は本日のテーマになる子

供たちをどのように支援していくか。私ども福

祉なんで療育と、育てていくところが主体にな

るわけなんですけれども、そこの中で議員がお

っしゃるような連携、当然私どものエリア、ゼ

ロ歳から18歳までのエリア、児童福祉を所管し

てございますんで、そこで核になる小学校、中

学校の子供さんたちからの発達障がいにかかわ

る御要望というものもたくさん頂戴しておりま

す。 

  したがいまして、こちらに関しましてはやはり

現在義務教育を受けていらっしゃる子供さんで

ございますので、どうしても力点が、重心が教

育分野にかかわるということで、今現在お話し

されているような、議員のお話だと教育支援セ

ンターという言葉をお使いのようなんですけれ

ども、そういったような体制を教育委員会でつ

くられると、現在もガイダンス教室あるわけな

んですけれども、そこと今現在、やはり濃厚な

連携関係を築きながら私どもも福祉の政策を進

めていかなければならないというふうに考えて

いるところです。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１８番（相田光照議員） ありがとうございまし

た。 

  この福祉との連携という観点からいけば、私は

障がい児という共通項をもってその発達障がい

ということを持つなら、この受け皿になり得る

ところはガイダンス教室だと思っております。 

  教育機関という観点からこの規則を見ますと、

米沢市の管轄する教育機関には教育研究所、理

科センター、青年の家、中央公民館、市立図書

館、視聴覚センター、この６つございます。 

  教育研究所の規則のほうを見ますと、具体的に

不登校に対してとか、教育研究所の中の規則に

はあるんですが、この中の教育研究所には２項

目しかありません。教育の方針と目標策定に関

すること。もう１点、教育研究に関すること。

これのみです。 

  ですが、私はこのガイダンス教室が福祉との連

携、発達障がいという子供の上では大きな役割

を担う組織であると思っています。そのために、

きっちりとした形で教育機関として教育研究所

の中の一つの分野ではなく、教育研究所内の一

教育機関として整備すべきではないのかなと思

っております。 

  平成４年にガイダンス教室が教育相談室として

できたように記憶しております。もし間違って

いたら指摘してください。平成４年から10年間

で平成14年度に教育相談室は適応指導教室のガ

イダンス教室というふうに変わりました。 

  これには当時市長だった髙橋幸翁市長の政治的

な判断がありました。将来の子供たちを危惧し、

将来の米沢を危惧して10月から始まっているこ

とを考えれば、多分４月当初ぐらいに思ったの

かもしれません。これは不登校を何とかせねば

ならん。そこで緊急的にできたのが平成14年の

10月です。 

  ちょうどそれから12年。ちょうどえとが一回り

をする時期まできました。10年刻みぐらいで20

年です。ガイダンス教室が米沢市にできてから。

もうそろそろきっちりとした形でマイナーチェ

ンジ、フルモデルチェンジをしていってもいい

時期だと思いますが、教育長、どうですか。 

○島軒純一議長 原教育長。 

○原 邦雄教育長 きょうのこの質疑応答というふ

うな中身を考えますと、やはり経営体系の見直

しということでは大変な、非常に大切な視点で

はありますけれども、このスクールガイダンス

プロジェクトそのもののあり方を初めとして、

適応指導教室のあり方、それから支援のあり方、

条例等の整備、組織のあり方、財政措置、それ

から今ありました他の課との連携、それから今
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の施設をどうするか等々、多くの課題があるの

かなというふうに思います。 

  ですから、もう少し時間をかけて検討していく

必要があるのかなというふうにきょうの時点で

は思います。 

○島軒純一議長 相田光照議員。 

○１８番（相田光照議員） 一挙に変わろう、一挙

にできるとは私自身も思っておりません。です

が、例えば義務教育分野の小学校、中学校を担

当しているこのガイダンス教室という部分に関

してのみしっかりともう一度教育委員会として

精査をしていただいた上でやるならば、私はこ

のタイミングだと思うんです。ちょうど第４回

のプロジェクトが終わるこの年に動かなければ、

間違いなく３年間遅くなります。きっと３年間

おくれればこのままでいいかという思いでいっ

てしまうような気もします。これで事が足りて

いるからと。 

  でも、将来的なものを見れば、今教育委員会の

皆さんに考えていただきたいという思いを込め

て私は質問をさせていただいております。本当

にタイミングとしてはこの機しかないのかなと。

しっかり将来のあり方を教育委員会で話してい

ただきたいと思います。 

  最後に市長、教育委員会のほうでしっかりと精

査をして研究をして、その上でお任せするとい

うようなお話が先ほどありました。一番私が心

配しているのは財政的な措置の部分です。もし

教育委員会のほうでしっかりと精査をしていた

だいて、今後この施設は教育機関として必要だ

と、意義もあって使命もあると、米沢市には必

要だということで例えば市長に経済的な予算上

上乗せ、予算をつけてくれないかといった場合

にしっかりと前向きに考えていただけるかどう

かお聞きしたいと思います。 

○島軒純一議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 先ほども述べましたように、極

めて子供たちにとっては大事なことですので、

教育委員会のほうから予算の要望があれば、そ

れは削ったりとか下げたりとか、そういうこと

はすべきでないというふうに思っております。 

○１８番（相田光照議員） ありがとうございまし

た。 

○島軒純一議長 以上で18番相田光照議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 １時５７分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時０８分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、生活保護基準の引き下げと生活保護制度

の見直しによる影響について外１点、９番白根

澤澄子議員。 

  〔９番白根澤澄子議員登壇〕（拍手） 

○９番（白根澤澄子議員） 日本共産党市議団の白

根澤澄子です。生活保護と高齢者福祉の関係で

質問いたします。 

  初めに、生活保護基準の引き下げと生活保護制

度の見直しによる影響についてお聞きいたしま

す。 

  生活保護制度は日本国憲法第25条の「すべて国

民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権

利を有する。」という国民の生存権とされる規

定を保障する制度であり、国民の最低生活を保

障する唯一と言っていい制度です。この生活保

護制度の水準を後退させ、生存権を切り下げる

動きが進められています。 

  昨年、民自公３党は社会保障と税の一体改革で

合意し、関連法を成立させました。改革と言っ

ていますが、中身は社会保障の改悪と消費税の

増税です。 

  昨年８月成立の社会保障改革推進法は、社会保
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障を自助と共助を中心とし、国による社会保障

の責任を後退させています。この法律の附則２

条に生活保護制度に関し不正受給対策の強化、

生活扶助、医療扶助の給付水準の適正化、就労

の促進等を進めることが書き込まれました。 

  政府は生活保護受給者が1995年の88万人を底に

ふえ続け、215万人にまで増加してきており、財

政を圧迫しているとして、不正受給などを利用

して生活保護費の削減、抑制を図ろうというの

です。 

  しかし、問題なのは生活保護を受給しなければ

ならない低所得者がふえている現状であり、政

府がやるべきことは貧困格差を縮め、生活保護

に頼らなくても生活できる人をふやすことでは

ないでしょうか。 

  派遣や契約などの不安定雇用で年収が200万円

未満のワーキングプアが1,069万人にも広がって

いることや、最低生活を保障する年金ではない

ため低年金者が多数いるのにその年金も引き下

げてきているという問題を改善すべきです。 

  本来の国の責任を果たさず、今やろうとしてい

ることは生活保護の受給者と受給費を減らすと

いうことです。ことし８月から３年間で生活扶

助費を670億円減額し、今年度期末一時扶助費を

70億円削減します。低所得世帯と比べて生活扶

助基準のほうが高いということと物価が下がっ

ていることを理由としています。 

  また、生活保護法の改正を決め、現在口頭でも

認めている生活保護の申請を、申請時に必要な

書類の提出を義務づけ、扶養義務者に扶養がで

きない理由の証明を求め、受給の要件になって

いない扶養を事実上の要件にするものに変えよ

うとしています。改正案は衆議院で可決され、

参議院に送られています。 

  こうした変更や改正は、生活保護受給者初め、

国民生活に大きな影響を及ぼします。生活保護

基準の引き下げは１日３回の食事を２回に減ら

したり、お風呂には毎日入らずに節約してよう

やく生活している人もいる生活保護受給者の生

活をさらに低下させます。 

  最低賃金や住民税非課税基準、就学援助の対象

基準など、税制、福祉、教育など38の制度が生

活保護基準と連動しており、とりわけ低所得者

の負担がふえるおそれがあります。 

  生活保護の申請は今でも車や預貯金があれば申

請できないなど厳しいものですが、申請時の書

類添付や扶養義務が強化されればこれまで以上

に申請しにくくなり、その結果餓死や孤立死、

孤独死、自殺、犯罪などの増加が心配されます。 

  日本の生活保護制度は改善が求められているの

です。生活保護基準以下の低所得世帯のうち、

実際に生活保護を受給している世帯の割合を捕

捉率といいますが、日本はこの数字がドイツの

65％、フランス、イギリスの90％に比べて格段

に低く、18％です。 

  このような日本の現状に対して、５月17日、国

連の社会権規約委員会は日本政府に対する勧告

で生活保護時の申請手続を簡略化し、申請者が

尊厳をもって扱われることを確保する措置や生

活保護につきまとう恥の烙印を根絶するために

国民を教育することを求めています。 

  今回の生活保護の見直しは国連の勧告に逆行す

ることであり、実施すべきではなく、捕捉率を

高め、憲法第25条の生存権を実質化するという

政府の責務を果たすべきです。 

  生活保護見直しの米沢での影響とそれらへの対

応について幾つかお尋ねいたします。 

  現在の米沢市の生活保護受給世帯、人数、保護

率はどうなっているでしょうか。その方々が今

後３年間受給する方々だと仮定して、３年間で

670億円の扶助費引き下げで扶助費が下がる方は

どの程度おられるでしょうか。引き下げになる

総額はおわかりでしょうか。わかる範囲でお答

えいただければと思います。 

  今年度、期末一時扶助を70億円引き下げますが、

影響を受ける方と総額は幾らでしょうか。３年
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間の扶助費引き下げで収入が生活保護基準より

高くなり、保護から外れる方が出てくる可能性

があります。米沢市ではどの程度いると見込ん

でおられるでしょうか。 

  保護廃止となれば国保など医療保険に加入する

ことになり、保険料の負担が出てきます。また、

保育料、介護保険料、利用料も無料から有料に

なり、家賃の負担も出てくるなど、急激に重い

負担が生まれ、生活に支障を来しかねません。 

  住民税非課税基準は生活保護基準を勘案して定

めています。04年に生活扶助基準を0.2％引き下

げ、05年に４人以上の多人数世帯の基準を切り

下げましたが、これを受けて05年、06年に住民

税非課税基準が引き下げられました。 

  今回の３年で670億円の引き下げは6.5％と引き

下げ幅が大きくなっています。政府は今年度は

影響がないとして来年度以降の税制改正を踏ま

えて対応するとしていますが、これまでの対応

からも今回も住民税非課税基準を引き下げるも

のと思われます。住民税非課税基準の引き下げ

で非課税から課税になる方の人数や増税額の試

算や推計があればお示しください。 

  就学援助制度のうち、要保護者は生活保護受給

世帯の児童生徒ですが、準要保護者は自治体が

認定基準を定め、生活保護基準の1.1倍から1.3

倍と設定する自治体が多くなっています。生活

保護基準が下がれば準要保護認定基準も下がり、

就学援助を受けている児童生徒約157万人のうち

対象外になるのは26万7,000人ほどになるのでは

ないかという推計がなされています。 

  準要保護認定基準は自治体の設定であり、今回

の生活保護基準引き下げと連動させないという

判断もできます。米沢市には現在の認定基準を

維持していただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

  生活保護の申請においてなるべく申請させない

ようにするという水際作戦が自治体の窓口で今

でも行われていて問題なのですが、生活保護法

の改正はそれを公然化するものです。申請権の

侵害と言わなければならない問題です。 

  法が改正されれば来年４月施行の予定ですが、

まだ改正案であることから答えられる範囲で答

弁いただければと思います。 

  生活保護の申請時に書類提出を義務づけるとい

うことですが、どのような書類を提出するので

しょうか。現在は手持ち金がわずかになって相

談に来た場合、書類にかかわらずその日の申請

としていると思いますが、これからは書類の関

係で相談に来た日に申請ができなくなるのでは

ないでしょうか。書類が整えられず申請を諦め

る方も出てくるのではないかと思われますが、

どうでしょうか。 

  扶養義務者については、扶養できなければその

理由を証明することが求められ、扶養義務者に

ついての福祉事務所の調査権限が強化されます。

扶養を身内に求めなければならないことは大抵

みんなわかっています。しかし、みんな生活に

余裕がなかったり、不仲で扶養を頼めないから

市役所に来たのではないでしょうか。福祉事務

所の調査権限の強化で受給者が望まない扶養調

査が行われるようにならないでしょうか。人権

侵害の事態です。 

  扶養義務の強化で扶養義務者も生活苦に陥り、

受給者がそれを心苦しく感じ、保護を辞退した

り申請をしないことも起きてくると思われます。

生活が大変な人を救えない制度になってしまう

のではないでしょうか、お尋ねいたします。 

  次に、高齢難聴者への聞こえの支援について質

問いたします。 

  高齢難聴者とは、耳が遠くなり聞こえにくくな

った高齢者のことです。目が老眼になれば眼鏡

をかけて見えやすくすることは一般的ですが、

耳のほうは補聴器の使用がまだ一部にとどまっ

ています。 

  年齢とともに聴覚が衰える老人性難聴は、65歳

以上で２割、70歳以上で半数と推定されていま
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すが、補聴器を使っている方は10％から20％と

見られています。 

  その理由として、難聴を自覚しにくい、自覚し

ても年だからと諦める、補聴器は高いというイ

メージがある、補聴器は自分に合うように専門

家の調整が必要ですが、それができず使いこな

せないなどがあると思われます。 

  難聴は、いろいろな情報や人との会話を聞き逃

し、生活を不便にして生活の質を低下させると

ともに、脳への刺激を減らし鬱病や認知症の原

因になることもあると言われています。 

  高齢化はますます進んでいきます。そこで、高

齢者への聞こえの支援を進めて生活の質を低下

させないようにしてはどうでしょうか。それは

すなわち認知症や介護予防ともなり、将来の医

療費や介護費の抑制にもなっていきます。 

  65歳以上の高齢者に特定健診等で聴力検査を実

施していただきたいと思います。難聴を早期発

見し早くから補聴器を使うことで、それまでの

人生を維持しやすいと言われていますので、健

診に早期発見の機会があってほしいと思います。 

  耳の聞こえが悪くなったら耳鼻科を受診したり

補聴器を使用するよう広報するとともに、聞こ

えや補聴器に関する相談を実施していただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

  補聴器は高いものばかりではなく廉価なものも

ありますが、購入補助制度があれば家計が助か

りますし、補聴器の普及にもつながりますので、

購入の補助制度を創設できないでしょうか。 

  磁気ループはループ線を張った区域で補聴器を

磁気受信用に合わせると鮮明な音が聞けるとい

うものです。20年以上も前から導入されていま

すが、日本では余り普及が進んでいません。 

  ヨーロッパでは駅や空港など、公共的な施設に

設置されているのは当たり前になっています。

米沢でも公共施設には広く設置していただきた

いのですが、まず高齢福祉課や社会福祉課の窓

口から設置していってはどうでしょうか。カウ

ンター用の磁気ループには補聴器をつけていな

い方用に受信機がついています。ぜひお考えい

ただきたいと思います。 

  以上、質問いたします。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの白根澤澄子議員の御

質問にお答えをいたします。 

  私からは、住民健診における聴力検査の実施と

聞こえについての相談の実施についてお答えを

いたします。その他につきましては部長よりお

答えをいたします。 

  現在の特定健康診査、後期高齢者健康診査は、

国の基準に定められた検査項目で実施をしてお

り、生活習慣病早期発見を目的とする健診にな

っているため、聴力検査は検査項目には入って

おりません。 

  健診の検査項目につけ加えることにつきまして

は、健診機関に聴力検査の設備がそろっていな

い実情もありますので、米沢市医師会の専門的

な御意見をお聞きしながら検討をさせていただ

きたいと思います。 

  また、県では年に２回、身体障害者手帳の聴覚

障がいの認定のために聴力検査を実施しており、

聴覚障がいが疑われる方はこの機会を御利用い

ただくことも可能です。 

  聞こえの相談窓口については、すこやかセンタ

ーで常時開設している健康相談室がありますが、

ここは何でも相談を受け付けていますので、聞

こえについても御利用いただきたいと思います。

健康相談室につきましては、今後も広報などで

周知を図っていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

  〔菅野智幸健康福祉部長登壇〕 

○菅野智幸健康福祉部長 私からは、生活保護基準

の引き下げと生活保護制度の見直しによる影響

について、そして、高齢難聴者への聞こえの支
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援についてのうち市長答弁以外のものについて

お答えいたします。 

  生活保護業務につきましては、御存じのとおり

国からの法定受託事務であり、厚生労働大臣が

定める基準や実施要領などに従って実施してい

る業務であります。 

  御質問の生活保護受給者のうち基準額引き下げ

対象となる割合と金額につきましては、ことし

８月から実施される生活保護基準の見直しにつ

いてお答えいたします。 

  まず、平成25年３月分の保護の実施状況につき

ましては、739世帯、987人となっており、保護

率は1.11％であります。 

  次に、生活扶助基準見直しに伴う被保護世帯へ

の影響につきまして本市全体での引き下げ額に

ついてでありますが、試算の方法につきまして

は世帯ごと１件ずつ引き下げ額を算出し、それ

を積み上げていくという方法しかなく、全世帯

を対象とするのは困難な状況でございます。 

  そこで、厚生労働省が示したモデルケースを本

市の基準に置きかえた試算によりますと、まず

本年８月分につきましては、40代夫婦と小中学

生の子供２人世帯での5,630円の減額が最大とな

ります。41歳以上の単身世帯や60代以上の夫婦

世帯では1,000円未満の減額となる模様でありま

す。 

  また、平成27年度以降につきましては、夫婦と

子供２人世帯での１万6,570円の減額が最大とな

りますが、ほとんどの世帯で1,000円から3,000

円程度の減額となります。 

  また、12月に支給される期末一時扶助の見直し

ですが、現在乳幼児から高齢者まで一律に人数

倍した額を支給しておりましたが、今後は経済

性を勘案するよう見直しが行われ、２人世帯の

場合、現行では２万3,260円が新基準では１万

8,040円となります。 

  なお、今回の生活扶助基準の見直しに伴い保護

に該当しなくなる世帯は、収入が生活扶助のみ

ならず諸扶助も含めた最低生活費を上回る場合

であり、そうした方が仮にいるとしても極めて

少数と見込んでいるところであります。 

  次に、住民税の非課税限度額や就学援助の準要

保護者への影響ということで、私からは住民税

の非課税限度額への影響についてでありますが、

生活保護基準引き下げに係る住民税の非課税基

準への影響につきましては現在不明であるため、

これらの国などの情報を注視していきたいと考

えております。 

  以上が８月から実施される生活保護基準の見直

しでございます。 

  続きまして、法改正を伴う生活保護制度の見直

しについてであります。 

  まず、生活保護申請時の提出書類の義務づけで

あります。生活保護法の改正につきましては、

議員お述べのとおり現在国会で審議中でござい

ますので、現在得られる情報でのお答えとなり

ますので御了承願います。 

  最初に、生活保護申請時の提出書類の義務づけ

でありますが、改正法案第24条第１項は要保護

者の氏名及び住所などや要保護者の資産及び収

入の状況、これにつきましては生業もしくは就

労または求職活動の状況、扶養義務者の扶養の

状況及びほかの法律に定める扶助の状況を含む

としております。 

  このほか、厚生労働省令で定める事項を記載し

た申請書を提出しなければならないとし、同条

第２項は、申請書には要否判定に必要な厚生労

働省令で定める書類を添付しなければならない

としております。 

  具体的にどういう書類が必要かにつきましては、

厚生労働省が開催する生活保護関係全国係長会

議、これにつきましては厚生労働省の説明会に

当たるものですが、そこでは現在でも省令上申

請は書面を提出して行うこととされており、申

請していただく事項や申請の様式を含め現行の

運用の取り扱いは変更しない、また、資産や収
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入の状況についても従来から提出を求めている

ところであり、今回の改正で新たな資料の提出

を求める事項はないと説明されております。 

  このように法改正後も運用が変わらないとすれ

ば、申請時に提出していただく書類は、申請書、

同意書、収入申告書、資産申告書の４種類で、

これを制度上整備していくものと考えておりま

す。 

  また、申請書類が整わない場合は申請できない

のか、これについてですが、保護申請の意思が

確認された者に対しては速やかに保護申請書を

交付するとともに、申請手続についての助言を

行うことや保護の申請書類が整っていないこと

をもって申請を受け付けないということのない

よう法律上認められた保護の申請権を侵害しな

いことはもとより、侵害していると疑われるよ

うな行為自体も厳に慎むべきであることについ

ては改正後も何ら変わるものではないとの方針

が示されているところであります。 

  次に、扶養義務者に対する福祉事務所の調査権

限の強化についてであります。 

  現在でも親族には扶養の照会は行っており、法

律の改正案におきましては必要な人には確実に

保護を実施する生活保護制度の基本的な考えを

維持しつつ、今後とも生活保護制度が国民の信

頼を得られるよう所要の措置を講ずることを基

本としております。 

  特に、現在検討されている扶養義務者に書面で

通知することにつきましては、明らかに扶養が

可能と思われるにもかかわらず扶養を履行して

いないと認められる極めて限定的な場合に限る

ことにし、その旨厚生労働省令で明記する予定

であるとの方針が示されているところでありま

す。 

  また、同じく検討されている扶養義務者に対し

て報告を求めることにつきましても、要保護者

がＤＶ被害を受けている場合など、真に保護が

必要な者に対する保護の妨げとなるおそれがあ

る場合は、その対象から除くことはもとより、

それ以外であっても行政が家庭の問題に立ち入

ることはくれぐれも慎重に対応することが必要

であり、そうした観点から対象となるケースは

限られたものになると考えているとの見解が示

されているところであります。 

  以上のことから、権限の強化が申請の抑制にな

るとは考えていないところであります。 

  次に、高齢難聴者への聞こえの支援についてで

あります。 

  まず、高齢者に対する補聴器購入制度でありま

すが、身体障害者福祉法によって定められてお

ります聴覚障がい者の方に対しましては、社会

福祉課で補装具給付事業を行っております。 

  しかし、そこまで達していない軽度、中度難聴

の方、いわゆるお年寄りなどで耳が遠いという

方につきましては、話をしても聞こえないとい

う場合と違い、静かな場所で話せば聞き取れる

方もおられるなど、対象者を決める明確な基準

がないことから、補助制度を創設することにつ

きましては現在のところ考えていない状況にあ

りますので、御理解をいただきたいと思います。 

  なお、実際に耳が遠いことにより社会参加しづ

らいとか外出する機会が減るということも出て

くると思いますので、そのような症状の場合に

は医療機関へ御相談いただくような周知も今後

は図ってまいりたいと思います。 

  最後に、高齢福祉課などの窓口への磁気ループ

の設置についてであります。 

  高齢者や聴覚障がい者が窓口でさまざまな申請

や相談をなさる際、現状では聞こえづらい方に

対しましてはゆっくりと丁寧に聞き取りやすい

話し方を工夫したり、筆談やパンフレットなど

視覚的な伝達方法にて対応をしているところで

あります。 

  現在のところ、聞こえに不自由さを持つ方が申

請などにおいて支障を来したというようなケー

スはございませんが、今後は磁気ループ装置の
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ような聴力補正器を窓口に設置することによっ

て聞こえに不自由さを持つ方がどの程度快適に

なるかの検証を行っていく必要性はあるものと

思われます。 

  つきましては、試験的に１つの窓口に磁気ルー

プ装置などの聴力補正器を設置、その効果によ

ってはさまざまな窓口に設置することも検討し

てまいりたいと思います。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 土屋教育指導部長。 

  〔土屋 宏教育指導部長登壇〕 

○土屋 宏教育指導部長 私からは、就学援助の準

要保護者への影響についてお答えします。 

  議員仰せのとおり、ほかの自治体においては就

学援助における準要保護の認定基準について生

活保護基準をもとに設定しているところがござ

います。しかしながら、本市では生活保護基準

を準用した認定基準は採用しておらず、認定基

準の一つとして児童扶養手当の支給基準を参考

基準としております。 

  なお、児童扶養手当の支給基準については、生

活保護基準と連動していないことから、今回の

生活保護基準の引き下げによる影響はないもの

と考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） 生活保護についてお尋

ねいたします。 

  生活保護基準の引き下げの生活保護受給者への

影響なんですけれども、一人一人というか、１

世帯１世帯ごとに積み上げないと総額が出ない

ということなんですけれども、670億円の引き下

げで影響が出る世帯というのは96％の世帯だと

いうことなんです。 

  影響を受けないところを見てみますと、町村部

の単身あるいは高齢者だけの世帯というふうな

ことになっていますので、米沢市の生活保護受

給者の方はほぼ全員の方が影響を受けるんでは

ないのかなというふうに思っています。 

  その中で、やはり今回は比較的大幅な保護基準

の引き下げではないかというふうに思います。

ですので、生活保護から外れる方が出るんじゃ

ないか、受給できなくなる方が出るんじゃない

かということが大変心配されるわけなんです。 

  御答弁ではほんのわずかの方で極めて少数であ

るのではないかというふうに考えているという

お答えだったんですけれども、やはり生活保護

から今まで受給していたのに外れるということ

は自分の収入があるので足りないところを生活

保護でいただいているということで、その部分

が減るだけの問題ではないわけですよね。 

  今まで負担していなかった保険料とか利用料と

か、そういうものの負担が出てくるということ

です。家賃の負担も出てきますし、ＮＨＫの受

信料というようなものも負担が出てくるわけな

んです。非常に重い負担になるわけなんです。 

  ですので、極めて少数というのはどれほどの人

数か私としてはわからないわけですけれども、

やはりかなり大きな影響が出るんじゃないかと

いうふうに思います。何とかやはりそういう

方々を出さない、基準が下がるのでこれを出さ

ないようにするなんていうことはなかなか大変

なことではあるんですけれども、こうした方に

ついてやはり今後の生活がどうなっていくかと

いうようなこともきちんと見ていっていただき

たいなというふうに思っています。極めて少数

というのをどういうふうに考えたらいいのか、

少しお答えいただければと思います。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 極めて少数というふうな

ことで御返事申し上げたわけなんですけれども、

まずお答えさせていただく前段で、やはり具体

的な数を計算しなければならないということが

ございます。 

  壇上でも申し上げましたとおり、まず１件ずつ

それぞれの額を計算して、それぞれの御家庭の
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状況を確認しなければならないというふうな作

業になりますので、この点につきましてはちょ

っと具体的な数字について、答弁申し上げまし

たとおり極めてというような形容詞はつけたん

ですけれども、少ない数になるだろうというふ

うな見込みでございます。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） 極めて少数だとしても

保護から外れる方が出るということは間違いな

いということだと思いますので、そうした方々

についてはやはりその後の生活などについても

きちんと見ていただくような何らかの対応が必

要ではないかということを申し上げ、ぜひその

ような対応をしていただきたいということを申

し上げておきたいと思います。 

  今回の法律の改正ですけれども、不正受給対策

ということが前面に出されているところなんで

すけれども、この不正受給というのはこれまで

もそうでした、現在もわずかでありまして、こ

の数字というのはずっと変わっていないんでは

ないかと思います。 

  全国的に見ますと2011年度で金額で0.5％、件

数で2.4％というような数字になっているところ

なんです。この問題、もちろん不正受給という

のはやってはならないことですけれども、こう

したわずかの数字を取り上げて生活保護の受給

で問題なんだというふうにしていくのは非常に

よくないことではないのかなというふうに思い

ます。 

  米沢市での不正受給というのはどうなっている

でしょうか。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 不正受給につきましては、

生活保護法では第78条の規定を適用し返還を求

めることというふうになってございます。 

  そこで、米沢市における平成24年度のこの78条

適用状況につきましては、全体で50件ほどとな

っており、内訳として各種年金などの無申告、

これが26件と半数を占めています。次に、稼働

収入の無申告が20件となっておるような状況で

ございます。 

  なお、少額の企業年金や短期のアルバイトなど

の申告漏れが多くそのほかを占めているという

ふうな状況でございます。 

  以上です。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） 以前にも議会で申し上

げたかもしれませんけれども、不正受給という

のはやはり申告をしなければならないというこ

とをよくわかっていなかったり、あるいはうっ

かりして申告を忘れたというようなケースが多

いんではないんでしょうか。ケースワーカーの

方がきめ細かく指導されればなくしていくこと

ができるものだというふうに思います。 

  こうしたことを国としては、ケースワーカーの

方が持つことができる件数が今70件、80件とい

う数字になっていますけれども、それ以上に持

たなければいけないというような現状を変えて

いくことこそしなければならないことではない

かなと、不正受給対策ではそういうことをしな

ければならないんではないかというふうに思っ

ております。 

  生活保護法の改正の中で、医療扶助を適正化し

ていくということや就労による自立の促進をし

ていくというようなことが書き込まれています。

しかし、その法改正がなされる前、現在もこれ

らは行われていると思います。 

  この医療扶助の適正化ということは、中身は医

師が後発医薬品の使用を促すことというような

ことになっています。これは後発医薬品の使用

の拡大というようなことについては、国が国民

全体でこれをやっていきましょうということで

数値目標なども設けて今現在取り組んでいると

ころなんです。生活保護受給者の方を限定して、

とりわけその方たちが後発医薬品を使うように

というようなことをしていくというのは、やは
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りちょっと差別的な対応になるんではないのか

なというふうに思います。 

  本人の意思、それから、やはり医者がその方の

病気等の治療にとってどういう医薬品が必要な

のかという判断が最も大切なことではないかと

いうふうに思います。そこを第一番に重視をし

て、その中で後発医薬品の使用を促すというこ

とならわかりますけれども、本人の意思等の扱

い、本人がどういうふうに考えているのかとい

うような扱い、この辺現在どのように考えて取

り組んでおられるのでしょうか。 

  また、就労についてなんですけれども、仕事が

何でもいいからとにかく仕事につきなさいとい

うような指導では問題があるんではないでしょ

うか。私たちもできる仕事できない仕事があり

ます。それから、したい仕事がありますし、し

たくない仕事ということもあるわけなんです。 

  生活保護受給者も同じじゃないでしょうか。や

はり本人の意思をきちんと大事にしていかなけ

ればいけないというふうに思いますが、現在の

取り扱いはどのようになっているでしょうか。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 まず、医療扶助、後発医

薬品の使用についてどうなのかと、本人の意思

を反映させるべきでないのかというふうな御質

問でございます。 

  この生活保護の医療扶助における後発医薬品の

取り扱いにつきましては、平成25年度より医師

が後発医薬品の使用が可能であるというふうに

医師が判断した場合は後発医薬品を原則として

使用することとなってございます。これは議員

御存じのとおり、生活保護ばかりではなくて医

療分野全体にわたってこのような取り扱いがさ

れたところであります。 

  本人の意思に関係なく後発医薬品を使用するこ

とに、したがいまして本人の御意思に関係なく

後発医薬品を使用することというふうになって

まいります。 

  ただ、その全てを後発医薬品ということまでは

言っていなくて、医師が後発医薬品の変更を認

めないと、この薬ではだめだと言った場合は、

この場合は当然のことながら対象外になるとい

うことでございます。 

  それから、就労支援において本人の意思がどの

ように反映されるのかという御質問でございま

す。 

  就労支援にはハローワークとの連携による生活

保護受給者等就労自立支援事業、それから就労

支援員による就労支援プログラム、そして厚生

労働省が許可する民間職業紹介業者による民間

職業紹介プログラムなどの事業がございます。 

  事業の活用に際しましては、議員お述べのとお

り事前に御本人の了解を得るようにして紹介す

るような形にしております。 

  また、今年度より生活保護受給者等就労自立支

援事業につきましては、やはりこれも本人の同

意書添付が事業参加の要件となっているという

ところでございます。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） 現在の取り扱いと生活

保護法が改正されてからの取り扱いというもの

は全く同じにはならないというふうに思います。

法律が改正されますと何でかんでそれはやらな

くてはいけないというようなことになり、医師

の後発医薬品が使えるというような判断でとい

うふうに今なっているところなんですけれども、

生活保護受給者の方はとにかく後発医薬品だと

いうようなことが強まって、医師もなかなか後

発医薬品ではだめだというようなことが言いに

くいというような状況が今後つくられてくるん

ではないのかなということを私は危惧しており

ます。法律の改正というのはそれだけの力とい

うか強制力というか、そういうものが強まると

いうことなんです。 

  やはり、同じ人間として病気を治すということ

では同じですので、やはり医師の方がきちんと
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医薬品の選択ができるような、そういうことが

できるようにしていくべきではないのかなとい

うふうに思います。 

  国が制度をつくっているわけですけれども、自

治体としての裁量の部分というものも結構ある

のではないかというふうに思いますので、生活

保護者というのは特別な人ではなく、私たちと

同じ、そういう人であるというようなことをし

っかり踏まえて取り組んでいただきたいなとい

うふうに思います。 

  生活保護の申請のときの書類提出の義務づけの

関係ですけれども、厚生労働省とかは新たな書

類の提出は求めないというようなこととか、保

護の意思を確認した場合には申請書を渡して受

け付けるんだというふうなことをおっしゃって

いるということなんですけれども、今後発医薬

品の関係で言いましたように、法の改正という

ことになりますとこの辺は非常に厳格になって

くるのかなというふうに思っております。 

  でも、この法律には特別の事情があるときはこ

の限りではないということが書き込まれている

ようなんです。この特別な事情というものは、

申請のときに書類を添付できないということで

す。この特別な事情をどのように判断するかな

んですが、国が基準とか指針を示すかもしれま

せんけれども、窓口での判断というものが今後

非常に重要になってくるんではないのかなとい

うふうに思います。 

  そうした場合、職員の方が直接的には担当する

わけなんですけれども、米沢市としての姿勢で

す。そこが問われてくるんではないのかなとい

うふうに思います。生活保護の方がきちんと申

請ができない、生活保護が必要な方を締め出さ

ないような市としての姿勢、その対応が求めら

れてくるんではないかなというふうに思います。 

  まだ法律が決まっていない中で問うて答えてい

ただくのはなかなか大変なんですけれども、特

別な事情があるときはこの限りではないという

ような文言が書き込まれているということは御

存じだというふうに思いますが、この辺のとこ

ろをどのように捉えていらっしゃるでしょうか。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 まず先に申請書関係なん

ですけれども、申請書関係につきましては現在

議員お述べのとおり国のほうで法律の中で規定

していこうという動きで条文の中に規定されて

おります。 

  ただ、これにつきましては、現在私どもの事務

でも国からのこの業務を行うに当たって通達な

るものが出ておりまして、これまでもそれに従

ってやってまいりました。 

  そこの中で、米沢市、ほかの市町村も同じだと

思うんですけれども、生活保護の細則というふ

うな形で規則を設けて、その様式をつくって、

国が通達で出しているような様式を私どもの規

則で規定して現制度で受け付けを行っていると

いうふうな状況です。 

  その進め方についても、先ほど申し上げました

とおりなるべく受け付けなさい、お話は聞きな

さいというふうな指導がございますので、それ

に沿ってやっているところと。 

  したがいまして、詳細については現在法律のほ

うを審議中でございますけれども、国からも先

ほど申し上げましたようにそちらのほうの根本

的なところは国のほうでは変えていかないとい

うことでございますので、形が法律の中の制度

の中になるといったところで、私どもの業務の

体制につきましては変わらなく進められるのか

なというふうに考えているところです。 

  あと、特別な事情についてどのように解釈し運

用するのかということでございますけれども、

これにつきましてはこの後法律などが制定され

ますれば運用の細則などが、詳細な説明などが

国のほうから行われてくると思いますので、そ

れを見ながら私どもで判断し業務を進めていき

たいというふうに考えております。 
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○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） 生活保護を受給してい

る方というのは国民全体から見れば1.6％の方々

です。この数字というのはドイツやイギリスの

９％から見て非常に低い割合です。ＧＤＰ、国

内総生産に占める保護費の割合も日本は0.5％で

す。ＯＥＣＤ、経済協力開発機構の加盟国平均

の７分の１という数字なんです。ですから、生

活保護費が財政を圧迫しているというような事

実はありません。 

  現在も、そして生活保護法改正後はなおさら生

活保護受給者や必要になる方の人権や申請権を

侵害しかねないというような、そういう内容が

法律の中にも盛り込まれているところなんです。

ですので、部長はこれまでと対応は変わらない、

きちんと受け付けていくというふうにおっしゃ

ってくださっていますけれども、職員の方々に

は生活保護を受給されている方々がどのような

生活実態にあるのかというようなこともよく見

ていただきながら、生存権を保障する立場に立

って窓口できちんと対応していただきたいなと

いうふうに思います。そのためのやはり指導と

いうようなことをきちんとしていただきたいと

いうふうに思います。 

  高齢者の難聴への聞こえの支援についてのほう

なんですけれども、聴力検査については現在健

診センターにあるのは老人性の難聴をはかるに

は適さない聴力検査の機械ということなんでし

ょうか。ですから現在は検査機がないというふ

うなお答えだったんでしょうか。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 健診業務でございますが、

私どもお願いしているのはやはりすこやかセン

ターの隣の検診センターでございます。そのほ

かに業務委託ということで市内の一般の開業医

の方にもお願いしているというふうな状況です。 

  ですから、検診センターに行かなくても近くの

お医者様で受けられるというふうな健診の状況

なんでございます。 

  ここで、例えばなんですけれども、ちょっと詳

細は今ないんですけれども、例えば皮膚科がそ

ういう形に当たっていたとすると、皮膚科の先

生ですから試験機というのは多分置いていらっ

しゃらないと思うんです。聴力試験機、皮膚科

の先生だとすると。 

  ですから、そういったことで委託申し上げてい

る全てのお医者様がこの聴力検査をできる状態

でないといったところまでちょっと私どもは考

察しながら質問としてお受けしたところを検討

していかなければならないなという意味でお答

えをつくらせていただいたところです。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） 検診センターで健診を

受ける方ばかりではなくて医療機関で受けられ

る方もたくさんおられるというふうに思います

ので、検診センターでの健診に聴力検査をとい

うふうに私としては思って要望したわけなんで

すけれども、それだけでは不十分というふうな

ことでの答弁だったんでしょうか。 

  なんですけれども、やはりなかなかうちにも年

寄りがおりますけれども、耳が結構遠くはなっ

てきているんですけれども、なかなかそれを自

分でそうだというふうに思わないし、認めない

というふうな感じなんです。 

  やはり、耳が遠くなるということがなかなか自

覚しにくいというか、したくないというような

思いもあると思いますけれども、そういうよう

な現状にある中で、やはり耳の聞こえを早目に

検査をして補聴器を使っていくことが大事なん

ですよというようなことをぜひ多くの方に知っ

てもらいたいというふうに思うんです。 

  そのためにはまずやはり自分の状態を知るため

には聴力検査が必要ではないかということで健

診での聴力検査をというようなことを要望した

わけなんです。 

  そのようなことで、それについては今後検討し
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ていくというようなことでしたので、そうして

いただきたいというふうに思いますけれども、

聴力検査をする立派な大きな機械ではなくて、

簡易的に検査をする機械というものも今は出て

おりまして、簡易聴覚チェッカーとか簡易型難

聴検査機というふうな名前で出ているところな

んです。 

  金額は数万円から数千円と非常に幅があるとこ

ろなんですけれども、健康相談、いつでも受け

付けているということですので、聞こえについ

てもぜひ相談を受け付けていますよ、いらして

くださいということで、ここで簡易の聴力検査

機を用意しておいて、そこで検査をしてもらえ

るというようなことも可能ではないのかなとい

うふうに思います。 

  この部分については、前もって言ってはいなか

ったわけなんですけれども、簡易的な聴力検査

機をぜひ米沢市として用意して健康相談の中で

活用していくというようなこともできるんでは

ないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 今の御発言につきまして

は確かに議員おっしゃるとおりだと思いますの

で、それについては検討させていただきたいと

思います。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） 磁気ループ装置なんで

すけれども、現在は余り支障を来した事例がな

いというようなことで今すぐ設置が必要だとい

うふうにはお考えではないようですよね。でも、

今後必要になるのではないかというようなこと

で検討をしていくということなんですけれども、

今の答弁ですと今後どんどん先送りかなという

ふうな感じがしているところなんです。 

  確かに丁寧にわかりやすく話をすれば大体通じ

るというようなことはあるかもわかりませんけ

れども、やはり聞こえの問題について市役所と

しても対応していますよというようなことを示

していって、やはり今後の高齢化に市役所とし

ても対応しながら努力をしていますというよう

な姿勢を示していくというようなことでも、ぜ

ひカウンターに設置をしていくということから

始めていっていただければというふうに考えた

ところなんです。 

  磁気ループ、普通のものですとやはり補聴器を

使わないといけないわけですけれども、このカ

ウンター用の場合には受信機があれば、受信機

がついているんです。補聴器をつけていない方

もそれを使っていただけるというようなことで、

とりわけ困難な事例はないかもしれませんが、

それを使っていただければより一層意思の疎通

ができると、わかっていただけるという部分が

あるのではないかというふうに思いますが、も

う少し前向きに検討していただきたいというふ

うに思いますが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 それにつきましては、受

付ということで今議員お述べのように、対面で

お話しするというところで簡易な機械、私もさ

まざまちょっとカタログを見てみたんですけれ

ども、そんなに高額でもなくていろいろあるな

というふうに見ていたところです。 

  答弁でちょっときちっと伝わらなかったのかと

思うんですけれども、全部、もちろんまだ導入

はすることはできないかと思うんですが、やは

りその辺の効果をまずは検証したいなというこ

とを考えておりますので、どこか１カ所なり導

入して、一番効果のある高齢福祉課などに導入

しながら実証を確認し、そういったものの配置

ということを考えていきたいなというふうに思

っているところでございます。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） そうしますと、どこか

１カ所でも設置をしてみて検証していくという

ようなことを近いうちに実施をしていくという

ふうに受けとめてよろしいんでしょうか。 
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○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 直ちにと、申しわけない

です、これ予算の関係もございますんで、その

辺財政的なところも判断しながらということで、

期間的なところはちょっときょうのところはな

るべく早くというところの表現でお願いします。 

○島軒純一議長 以上で９番白根澤澄子議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時０８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時１８分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 この際、お諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない場

合、会議時間を日程終了まで延長することにし

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○島軒純一議長 御異議なしと認めます。よって、

本日の会議を日程終了まで時間を延長すること

に決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、農業再生・農業改革の考え方と取り組み

について外１点、１番木村芳浩議員。 

  〔１番木村芳浩議員登壇〕（拍手） 

○１番（木村芳浩議員） 明誠会の木村芳浩でござ

います。ただいまは時間延長の許可をいただき

まして大変ありがとうございました。時間内に

終わらせなければならないのかなと思っていま

したが、許可をいただきましたのでたっぷり使

わせていただきたいと思います。 

  今冬も３年連続の大雪の影響で、農家の皆様も

畑や田んぼの農作業がおくれるのではないかと

心配されておりましたが、５月のゴールデンウ

ィーク明けには雪解けも早く天候にも恵まれ、

作業も例年どおり順調に進んでおり、野山にも

新緑が芽生え、少し雨が少ないのかなと感じる

ぐらい暖かい日々が続いております。 

  年表伝記の中に書かれている一節には、古来天

候を制する者が国を制すると言われ、邪馬台国

の卑弥呼は天候を予知することで民の尊敬を集

め、戦国時代、わずかな兵で桶狭間の戦いで今

川義元を打ち破った織田信長の奇跡は、夕立を

感知する一瞬の判断だったと言われております。 

  農林水産業に携わっておられる方々も、天候を

予知しながら種をまき、水をやり、肥料をまい

て自然という万物を相手に生産を行っておられ

ます。まさしく国を支えているのは食料を守る

農林水産業なのではないかと感じている次第で

あります。 

  台風も本日日本列島から離れていくようであり

ますが、被害、災害のない恵みの雨が降ってく

れることを願い、早速質問に入らせていただき

ます。 

  私からの質問は、農業再生・農業改革の考え方

と取り組みについてと電気自動車、いわゆるＥ

Ｖ車用の急速充電器の早期設置についてであり

ます。 

  農業の取り組みにつきましては、議員として初

当選を果たした直後の平成23年６月定例会にお

いて質問をさせていただきました。人間の生命

を守る上で第１次基幹産業への取り組みの重要

性を踏まえ、食料、産業政策、農村・農地政策、

担い手育成、耕作放棄地、休耕田の活用など、

日本の未来の農業を見据えて米沢市が関係団体

とともにどのように取り組んでいくかをお聞き

をいたしました。 

  あれからちょうど２年の歳月が過ぎてまいりま

したが、依然として農業を取り巻く環境は大変

厳しい状況が続いているように思われるのであ

ります。 

  そんな中、安倍総理がアベノミクス成長戦略の

第２弾の柱として攻めの農業を掲げ、農業の構
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造改革を今度こそ確実にやり遂げ、農地の集積

なくして生産性向上はないと打ち出し、改革の

方向性を示したのであります。 

  農林水産省が早期導入を目指す集積バンク制度

や耕作放棄地の活用、大規模農家の育成、農地

の維持管理など、財政負担は数千億円とも言わ

れており、政策が進まなければ巨額の国費を使

うだけの無駄に終わることも国民や農業従事者、

地方行政に携わる方々は認識しておかなければ

なりません。 

  また、安倍総理は10年間で農業・農村の所得倍

増目標を掲げました。現実的な根拠がない中で

農業に携わる方々は厳しい施策の押しつけとも

捉えかねない問題でもあります。 

  また、この７月から始まろうとしているＴＰＰ

交渉、乳製品を初めとした国際競争、価格競争

も焦点となっており、日本の守るべき農業ビジ

ョンと具体的な方策についてもまだまだ議論が

足りていない気がしております。国民不在の政

策や安易なＴＰＰ交渉はあってはならないこと

も政府には強く認識してもらわなければなりま

せん。 

  日本の農業は世界に誇れる農業であり、安全で

安心な品質であることから、メード・イン・ジ

ャパンの作物は今や世界のブランドであること

を認識して、国際競争にどう戦っていくのかを

考えるべきと思うのであります。 

  それにはまず第一に、日本の農業のあり方と仕

組みを変えていかなければならないと思うので

あります。それは農と農業は別物であるという

認識にあります。 

  わかりやすく説明するならば、生産性が問われ

るものが農業であり、生産性を考えず作物を育

てるのが農であります。これまでの日本の農業

のほとんどが後者の農であるとも言われており

ます。米農家で家族経営を行っている方の時給

はどれぐらいか調べてみますと、わずか100円か

ら150円とも言われており、労働時間が長い割に

実収入は少ない現実であります。 

  それでもなぜもうかりもしない米づくりを続け

るのかといえば、先祖代々の農地を受け継ぐこ

とを最も重要なことと考えてきた国民性にある

と思うのであります。ですから、生産性を高め

効率を上げるといった発想やアイデアを持たず、

昔からのやり方で同じように米を栽培している

もうからない米づくりがどうして成り立つのか。

答えは簡単であります。 

  現在、日本で米農家が約178万世帯おり、平均

所得は500万円を超えるとも言われております。

もちろん農業だけで500万円の所得になるわけで

はなく、家族経営の農家の多くは兼業農家であ

り、ほかに職業を持って農業外収入を得ている

のが現実であります。その割合は85％が農業外

収入で、稲作による収入はごくわずかであるが、

戸別所得補償制度を初めとする各補助金によっ

て零細な農家が守られているのが現状であり、

冒頭申し上げた農業ではなく農にほかならない

形なのであります。日本の農家の７割以上がこ

れに当てはまるのであります。 

  専業農家においては2010年の農林水産省の調査

で全体の27.7％あるものの、高齢化が進み統計

上10年後の2025年前後には20％を切るとも言わ

れております。また、兼業農家は限られた面積

の耕作しかできないばかりではなく、農作業に

従事する時間も限られており、コスト削減や品

質向上に工夫を凝らす時間も持てないのが現実

なのであります。 

  このような日本の農家の現状で日本の農業を再

生することが果たして可能であるのかと思うの

であります。ですから、これからの農業は農に

かわり生産性、収益性のある農業へとシフトし

ていかなければならないと思うのであります。 

  魅力のあるもうかる専業農家をつくり上げるこ

とが大切であり、組織的な大規模農業を推進し

て農業法人をつくり、農業と人を育成しなけれ

ばあすの日本の農業は衰退する一方であると思



- 102 - 

うのであります。 

  今の農政は農業を推進するどころか、農を維持

するようなばらまき政策を続けており、2011年

には約5,600億円、昨年、2012年には約１兆円も

補助金が注ぎ込まれてまいりました。このよう

な仕組みの日本の農業に未来があるとは思えな

いし、いずれ国の補助金にも社会保障費のしわ

寄せが重荷となり、限界が来ることだろうと思

えてならないのであります。 

  ことし４月、農林水産省は攻めの農業・水産業

の具体化の方向を打ち出しました。この中身は

３つの戦略が示されており、９つの課題への取

り組みが明記をされております。その課題の中

でも３つの重要課題が優先して全国で取り組み

を強化していこうというものであります。 

  １番目には、担い手への農地集積、耕作放棄地

の発生の防止・解消の抜本的な強化、２番目に

は、国別・品物別輸出戦略の構築、食文化・食

産業のグローバル展開、３番目には、多様な異

業種との戦略的連携、新品種・新技術の開発・

普及、知的財産の活用などと明記がされており

ます。 

  また、山形県の農林水産部では、この農林水産

省の戦略が打ち出される前に、新農林水産業元

気再生戦略の概要を県内４ブロックに分けて地

域の取り組み戦略が示されたところであります。 

  このように国や県が本格的に農業に対して取り

組みを打ち出してきた背景には、農業自体が産

業としての存続が危ぶまれ、基盤低下はもとよ

り、担い手、後継者の推移が低水準のまま進行

しており、農林水産業の危機的状況がいよいよ

目の前に迫ってきている、つまりはＴＰＰ交渉

が加速することにより日本の農業が産業として

もうからない、新規就農者が減退する傾向や高

齢者の離農など、これまでの農業と商工業を比

較した場合の産業格差への危機感がようやく国

の政策として本腰を入れざるを得ない形になっ

てきたのではないかと思うのであります。 

  我が山形県のこれまでの取り組みも、豊かな自

然環境に恵まれた土地柄から、米づくりを基幹

作物として果樹など園芸作物や畜産など、多様

な農業生産が展開され、主要な食料供給県とし

て全国に発信を行い、安全・安心への取り組み

が進み、各分野において県独自の新品種の開発

が進むなど、その評価は日本を越えて世界にま

で伝わっております。 

  それでも、前記述べたように、我が山形県でも

例外ではなく、昭和45年ころから最近に至るま

で、米を初めとする多くの農産物の過剰基調、

価格の低迷による農業収入の伸び悩みなどを背

景として農家数の減少が進み、兼業農家化が進

行してきたわけであります。 

  こうしたこれまでの農業を取り巻く環境を早期

に改善する必要に迫られておることを重く受け

とめ、山形県の農業の一翼を担う米沢市も農業

経営者とともに正面から課題と向き合って、大

きくかじを切っていかなければならないと考え

ますが、現在の本市の農業の現状、担い手・後

継者対策、耕作放棄地の現状と今後の対策、新

ブランド品の創出や構想、農から農業への改革

の考え方、法人化・大規模農営・農商工連携へ

の推進などについて当局の御所見をお伺いいた

します。 

  また、農業委員会として現在の農業をどのよう

に捉えておられるか、農業委員会としての取り

組みとお考えをお聞きいたします。 

  次に、電気自動車、ＥＶ車用急速充電器の早期

設置についてお伺いをいたします。 

  ここ近年の車社会は、クリーン税制、エコカー

減税、エコカー補助金などによりエコカーブー

ムが進み、電気自動車の普及が急速に進んでま

いりました。国内外の自動車メーカーも、近年

の地球温暖化問題を重視し、ガソリン車からＥ

Ｖ車、プラグインハイブリット、ＰＨＥＶ車へ

車両開発が進められ、日本国内はもとより世界

での需要もふえてまいりました。 
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  そんな中、我が国のこれまでの車社会における

ＣＯ₂ の排出量は全体の約２割を占めており、

低炭素社会の実現に向け大幅な排出量削減を実

現するにはあらゆる輸送電化の推進が有効な手

段であると考えられており、中でも走行中にＣ

Ｏ₂ を排出しないＥＶ車はＣＯ₂ の大幅削減の

切り札にもなると期待が寄せられております。 

  そうした中、ＥＶ車の普及や利用促進を進めて

いく過程において、普通充電を日常の利用方法

としつつも、公共における充電インフラを整備

することが急務であり必須条件であるとの認識

が広く共有されつつあります。 

  社会全体において最適な充電インフラを最小限

のコストで構築するためには、急速充電器を一

定の広さを確保したエリアに満遍なく配置を行

うこと、ＥＶ車の普及や車両台数、充電需要に

応じて必要と考えられる急速充電器の整備を早

期に進めていかなければならないと思うのであ

ります。 

  これまで全国の充電インフラ整備の状況は、民

間企業のＣＳＲ活動や公的な補助金などの支援

が急速充電器の普及を支えてまいりました。し

かしながら、中長期的にＥＶ車の本格普及に合

わせて充電インフラを持続的に拡充していくた

めには、充電サービスの新たな確立を考えてい

く必要が求められております。これまでのガソ

リンスタンドや大規模駐車場、公的施設や商業

施設、観光施設や道の駅など、利用する側の立

場に立って考えれば充電サービスの付加価値と

あらゆる相乗効果への期待につながっていくも

のとして考えられるのであります。 

  国は、2012年度の補正予算の中で全国の電気自

動車急速充電ステーションを現在の1,400カ所か

ら３万5,000カ所にふやすため、総額1,005億円

の予算計上をし、来年２月まで本格的に設置に

取り組む方針を打ち出しております。 

  この背景には、国内におけるエコカー需要の高

まりが加速して、昨年度国内販売所有台数が160

万台を超え、経済産業省による次世代自動車戦

略研究会において2010年４月に公表された次世

代自動車戦略2010では、ＥＶ・ＰＨＥＶ車の普

及見通しは2020年の新車販売台数を現在の15％

から20％増、2030年には20％から30％増とする

政府目標を掲げております。 

  このような国の政策をいち早く地方で取り組む

自治体も増加傾向にあり、公用車などもＥＶ車

に切りかえを行ったり、急速充電器も公共施設

や観光地などに積極的に設置や導入を取り組む

など、地域振興や観光政策の一環として図られ

ておるのであります。 

  我が山形県においても急速充電器のインフラ整

備が着々と進められており、2010年度には東北

で一番早く山形県庁の正面に急速充電器が設置

をされ、山形市を初め、上山市、村山市、鶴岡

市、飯豊町などでは役所や観光地に設置が進め

られており、本年４月１日現在では自動車販売

会社の設置状況を合わせると13市１町で設置稼

働中であります。 

  このような次世代自動車社会の技術の進歩に合

わせていかに社会整備を推し進めていける自治

体であるかが問われているのだと思うのであり

ます。 

  米沢市は毎年四季折々で多くの観光客が訪れま

す。東北中央自動車道も29年度の完成に向けて

着々と工事が進められている中において、道の

駅構想も政策が進められてまいりました。この

急速充電器の早期設置は本市にとって産業、観

光、地域基盤強化へつながる大変重要な施策で

あり、いち早く設置に取り組むべきと考えます

が、当局の御所見をお伺いし、壇上からの質問

を終わります。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの木村芳浩議員の御質

問にお答えをいたします。 

  私からは、本市における農業の実態についてお
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答えをいたします。その他につきましては部長

よりお答えをします。 

  我が国の農業情勢はここ十数年で一層深刻にな

っております。本市もまた例外ではありません。 

  まず、本市の場合の農業を支える人の問題につ

いてでありますが、本市の農家総数は平成12年

から平成22年までの10年間で約２割が減少し、

販売農家にあっては同じく10年間で約３割が減

少しております。平成22年では1,201戸となりま

した。販売農家における農業従事者の平均年齢

は65.2歳ですが、高齢化が進んでおります。 

  これまで中心となって農業を支えてきた昭和初

期世代生まれの農業者が70歳を超え、次々に引

退する一方、後継者や新規就農者の育成はおく

れており、農業振興の中核をなす農家数の激減

が目の前の大きな課題となっております。 

  次に、農業経営の基盤となる農地の問題ですが、

本市でもこの十数年間で稲作を中心に規模拡大

が進み、10ヘクタール以上の経営体が約2.5倍に

ふえておりますが、借りた農地あるいは取得し

た農地が分散をしている、米価が低迷している

などによって、今後さらなる規模拡大は容易で

はないと捉えております。また、中山間地では

農作物への鳥獣被害が経営意欲を減退させ、耕

作放棄地の拡大などが懸念されます。 

  しかしながら、一方では明るい希望もあると思

っております。先日、ある新聞で農業高校の人

気が大変高いという記事を読みました。部活に

行くより畑に行くほうが格好いいという高校生

のコメントも載っておりました。これは子供た

ちの世代の価値観を物語っているものというふ

うに思います。 

  世の中というのは振り子のようなものだと考え

ております。一つの風潮が極端な方向に行きま

すと揺り戻しというものがあって、正常な方向

に戻っていくという、そういうことであります。 

  ですから、子供たちの世代の中では農業の大切

さという考え方が揺り戻しになってき始めてい

るのではないかというふうに思っています。こ

れは一時的なものではなくて、そういう方向に

進んでいくということだと思っています。です

から、農業が再び活力を持つ時代も決して夢で

はないと考えております。 

  ただし、その前にＴＰＰ参加によって日本農業

が再生不能なほど潰れてしまうような状況を招

かないか心配をしているところであります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 伊藤農業委員会会長。 

  〔伊藤精司農業委員会会長登壇〕 

○伊藤精司農業委員会会長 私からは農業再生・農

業改革の考え方と取り組みについてのうち、農

業委員会としての現状認識はどう捉えているか

についてお答えいたします。 

  本市農業は高齢化、担い手の不足、生産物の価

格低迷に加え、昨年からはＴＰＰへの参加問題

など、農業を取り巻く情勢は一層厳しさを増し

ており、中山間地域においては遊休農地の縮小

や担い手不足の解消は将来にわたり地域を維持

していくため重要な課題となっております。 

  当農業委員会では、優良農地の確保、有効利用

の観点から農地法に基づく許認可や遊休農地の

解消のほか、農業者の公的代表機関として農地

の確保、有効利用と農業担い手の確保・育成を

中心とした地域農業の振興に取り組んでいると

ころです。 

  一方、農業担い手の確保が喫緊の課題となる中、

市農林課、農業担い手支援機関・団体、米沢地

域農業再生協議会などでは農業担い手確保・育

成や農地利用集積の取り組みが進められており

ます。 

  こうした農地の有効活用と担い手の確保・育成

は地域振興、農業振興を進める上での車の車輪

の関係であり、双方が一体となった取り組みが

極めて重要と認識しているところです。 

  当農業委員会では農家、農業者の代表として地

域の認定農業者等や議会議員との意見交換、各
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方面からの情報収集、研修等を行い、米沢市に

おける農業振興についての施策も検討し、市長

や市議会議長への建議・要望を行っているとこ

ろです。 

  また、国の政策等につきましても、県農業会議、

全国農業会議所という系統組織と連携して、国

や県への要請活動を継続してまいりました。こ

としの５月30日においては東京都内での全国農

業会議所主催による全国農業委員会会長大会が

開催され、基本農政の確立に向けた政策提案、

決議及び国益を守れないＴＰＰ交渉に反対を求

める要請決議等を農地政策の見直しに向けて提

案決議をし、直ちに農林水産大臣を初め、政府、

国会関係に要請活動を行ったところです。 

  今後もあらゆる機会を通じて情報収集と研修に

努め、農家を初め、関係者の方々と連携して農

地と担い手を守り生かすための諸活動を続けて

まいりたいと存じます。 

  現在、米沢市におきましては農業振興の計画策

定及び円滑な推進を図るため米沢地域農業再生

協議会が設置され、当農業委員会も構成員とし

て加わり、農業課題解決に向けて携わっており

ます。 

  そして、さらにまた力強い農業構造実現に向け、

市が実施主体となって昨年度設定した人と農地

の問題を解決する人・農地プランの見直しに向

け、ＪＡ等関係機関団体との役割分担をもとに

農地情報の提供や事業説明会等の場への参画な

ど、農業委員会として期待される役割を的確に

果たしていくということが求められていること

から、現に農業委員会として積極的に貢献して

いくことが重要であると認識しているところで

す。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

  〔夛田美佐雄産業部長登壇〕 

○夛田美佐雄産業部長 私からは、１番の農業再

生・農業改革の考え方と取り組みについての御

質問についてお答えします。 

  初めに、農業の担い手対策についてお答えしま

す。 

  農業経営改善計画の認定を受けられている経営

体、いわゆる認定農業者は、平成24年度末現在

で251経営体となっており、うち女性が２名、法

人が18経営体、経営の中心は稲作でありますが、

近年は畜産や園芸作物を主体とする経営の認定

もふえてきております。 

  また、旧村11地区において平成25年１月に策定

いたしました人・農地プランでは、農地集積の

受け皿となる中心となる経営体に179名が位置づ

けられ、今後の地域農業の担い手としての役割

が期待されています。 

  これらの制度に位置づけられた経営体について

は、国、県、市からの金融、税制、補助制度な

どのさまざまな支援策が年々充実してきており

ますので、認定農業者の組織する米沢市認定農

業者会議とも連携しながら、より有利な融資策

の積極的な活用、収益の上がる作物の導入、経

営者能力の向上などの支援を積極的に行い、地

域農業を牽引する競争力の高い経営体の育成・

確保を目指していきたいというふうに考えてお

ります。 

  次に、耕作放棄地対策についてお答えします。 

  平成20年度に本市が行った調査で明らかになっ

た荒廃し現状のままでは耕作できない農地は約

17ヘクタールでありますが、平成22年農林業セ

ンサス調査の、以前耕作していた土地で過去１

年以上作付がなく、この数年の間に再び作付す

る意思のない土地については、346ヘクタールと

いう結果になっております。 

  これらの耕作放棄地については、条件不利地、

高齢化、兼業化による離農、経営縮小、相続に

よる不在地主、鳥獣被害による意欲減退など、

やむを得ない理由が大勢を占めております。 

  営農再開は極めて困難な状況にありますが、平

成25年度から経営所得安定対策において不作地
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等の改善計画が予定年までに達成されない場合、

交付金の対象面積から除外されることとなった

ため、営農再開に向け動きが一部で見られるほ

か、農業委員会と連携を図りながら農地として

の利用が可能な土地については再生利用が図ら

れるよう働きかけを行っており、国や県の事業

を活用したモデル事業として、平成23年度に万

世地区内で0.3ヘクタールについて灌木や草など

の除去を行い牧草地として再生、平成24年度に

は農業委員会との連携を図りながら、南原地区

で0.6ヘクタールをソバ畑として再生、今年度も

前年度の隣接地１ヘクタールの再生を予定して

いるところであります。 

  今後は、人・農地プランによる地域内での話し

合いや鳥獣被害対策の充実を図るとともに、国

が設置を計画している県農地中間管理機構によ

る農地利用・集積の仕組みを活用し、所有者の

死亡や不明となっている農地を含めた耕作放棄

地の解消に積極的に取り組んでまいりたいとい

うふうに考えております。 

  次に、新たなブランド化の取り組みについてお

答えします。 

  本市では恵まれた自然の中で農畜産業が営まれ

ており、高い生産技術と熱意を持った農業者に

よって稲作を中心に畜産、野菜、果実、花卉な

どの多様かつ質の高い農畜産物がバランスよく

生産され、流通関係者や消費者から高い評価を

いただいております。 

  毎年、民間の調査機関の全国の1,000の市町村

と47都道府県を対象に実施している地域ブラン

ド調査の最新報告2012では、米沢牛が牽引役で

ありますが、食品購入度ランキングで全国第６

位となっており、前年の第５位、一昨年の第８

位と安定した高い評価をいただいております。 

  しかし、米沢牛以外にも歴史や伝統によって育

まれた質の高い食材や食文化が数多くあるもの

の、情報発信力の弱さなどから米沢というブラ

ンド力を十分に生かし切れない状況にあります。 

  このためまちづくり総合計画後期計画にも掲げ

ている米沢ブランドの創出に向けた検討を進め、

所得向上や地域活性化につながるような戦略の

策定を目指していきたいと考えております。 

  また、今後生産の拡大が期待される寒中野菜な

どについてもブランド戦略の中に位置づけ、支

援を行っていきたいと考えております。 

  次に、農から農業への改革についての考え方、

もうかる農業を目指してについてお答えします。 

  農業を取り巻く状況が厳しい中、これまでも生

産農家は生産技術の向上、コスト削減、有利販

売のための販売拡大などの努力を重ね、農業所

得の確保に努めてまいりましたが、人口減少に

伴う市場規模の縮小や消費者ニーズの多様化な

ど、ますます厳しさが増す中では、従来のやり

方にこだわらず、新たな発想や競争力の高い経

営力を身につけ、農業政策に左右されないもう

かる農業を目指していく強い農業経営者を育成

していくことが地域農業を牽引していく上でも

非常に重要であるとともに、現に地域農業を下

支えしている高齢者、新規就農者、女性農業者

などの多様な担い手との連携による農業振興も

大切であると考えております。 

  次に、法人化・大規模化・農商工連携の取り組

みと考え方についてお答えします。 

  前の質問でもお答えしましたもうかる農業を目

指していくため、生産効率を高めるための大規

模化や経営の効率化、信用増大による取引の拡

大、安定的な雇用の確保を図るための法人化に

ついては積極的に支援してまいりたいというふ

うに考えております。人・農地プランの活用、

関係機関との連携による相談機能の強化に努め

ていきたいと思います。 

  また、農商工連携については、農業経営の拡大

による販売先の確保、新商品・サービスの開

発・販売などを進めるためには商工業者などの

異業種との連携によるそれぞれの経営資源を生

かした取り組みが重要であることから、その機
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会を拡大するための情報提供やビジネスマッチ

ングなどの支援を行ってまいりたいというふう

に考えております。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

  〔山口昇一企画調整部長登壇〕 

○山口昇一企画調整部長 私からは、電気自動車用

の急速充電器の早期設置についてお答えをさせ

ていただきます。 

  まず初めに基本的な考え方についてであります

が、電気自動車用の急速充電器は、現在本市内

には自動車販売会社２カ所に設置をされている

のみというふうな状況にあります。 

  一方で、電気自動車については東日本大震災以

降のエネルギーへの関心の高まりや地球温暖化

対策、大気汚染対策に効果的でもあり、さらに

は電気自動車そのものの性能の向上、低価格化

などの要因もあり、販売台数は伸びる傾向にあ

るようであります。 

  こうした流れを受けながら、本市といたしまし

ても今後公共施設を初めとして観光施設、民間

商業施設などの適地を選定しながら、できるだ

け有利な財源を活用して効果的な設置を目指し

ていきたいというふうに基本的には考えており

ます。 

  次に、そうした中で御質問がありました次世代

電気自動車インフラ整備促進事業についてであ

りますが、本事業は平成24年度補正予算として、

事業規模は1,005億円となっております。 

  電気自動車やプラグインハイブリッド自動車に

必要な充電器の購入費及び工事費について、そ

の一部を補助することによって設備投資等を喚

起するとともに、次世代自動車のさらなる普及

を促進をしながら日本経済の下支えを図ってい

くもので、具体的には目的地の途中で充電可能

な経路充電の充実を図ること、いわゆるガソリ

ンスタンドや道の駅、コンビニ等であります。 

  次に、目的地における目的地充電の充実を図る

こと。観光施設、テーマパークやショッピング

センターなどがこれらに含まれます。 

  さらに、３番目としてはマンション駐車場や月

決め駐車場等の充電設備、基礎充電の設備の加

速化を図っていくものであります。 

  補助率については、民間団体が整備をする場合

は基本的には２分の１でありますが、県などの

自治体がビジョンを策定し、かつ公共性を有す

る充電設備の場合については３分の２となるこ

とから、県では本制度を活用するためのビジョ

ンを現在策定中であります。来月、７月中には

このビジョンの策定を完了させたいということ

であります。 

  現在策定中の山形県のビジョンの素案について

若干御紹介を申し上げますと、次世代自動車の

普及拡大による地球温暖化を防止する低炭素社

会を構築し、観光振興及び地域づくりの振興を

策定の趣旨としながら、県内を電気自動車で電

欠なく安心して移動できるよう面的に整備し、

広域観光圏を構築できるよう観光エリアに漏れ

なく整備するというような内容になっておりま

す。 

  また、ビジョンの期間は平成25年度の策定月か

ら整備促進事業の終了時期までというふうにな

っているようであります。 

  素案の設置の基本的な考え方としては、１つ目

は県内を縦断、横断する幹線道路、隣接県に通

じる主要道路、各生活圏の主要道路沿いの施設

またはその付近の施設などの目的地の途中に設

置をするものと、公共施設、不特定多数の人が

利用し、一定時間滞在することが見込まれる施

設などの目的地に設置をするものがあるようで

あります。 

  本市といたしましては、まずは公共施設を初め

として、観光施設、民間商業施設などの適地を

選定し、必要と思われる民間事業者にはＰＲを

行いながらこの事業の推進を図っていきたいと

いうふうに考えております。 



- 108 - 

  なお、補助率は下がるものの、この県のビジョ

ンに基づかない事業もこの対象になっておりま

すので、こちらについても幅広く活用いただけ

るようなＰＲに努めていきたいというふうに考

えております。 

  本事業については非常にタイトなスケジュール

で進んでおりますので、ＰＲ、調整等に努めて

いきたいというふうに考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１番（木村芳浩議員） まずは御答弁ありがとう

ございました。 

  今回農業の再生・改革を進める中で非常に農業

の分野、さまざまな角度から考えていったとき

に、先ほども壇上でもお話をさせていただきま

したＴＰＰの問題を抱える中において、やはり

基本として考えていかなければならないのは、

もうかる農業を構築していく必要性があると。

これまでやはり農業というよりは、仕組み的に

は農だったのかなというふうにも思っておりま

す。 

  そうした中で、やはり国がこれだけの農業に対

しての補助金をつけてきた、これはやはり歴史

を考えてみますと戦後日本の工業の高度成長を

図るときに、そもそも地方において農家を継い

でいたその世代の方々が、あの「ああ、上野

駅」というような歌も出ましたけれども、やは

り大都会、大工場に集積をされた結果、工業の

発展は高度成長を生みましたけれども、逆に農

業の担い手というふうな部分では１世代、２世

代とも空洞化を生んでしまったのではないかな

と。今、この時代を迎えてこの農家の担い手が

どんどんいない。さらには、やはり農業をやっ

てももうからないという、この社会ができ上が

ってしまったのではないかなと私は思っており

ます。 

  このたび国のほうで農業戦略を新たに攻めの農

業として、総理が10年後所得倍増計画を掲げた

わけでありますが、これまでも農業に参入をし

ようという企業もたくさんあったと思うんです。

大企業も含めて。 

  しかしながら、そこに何が必要だったのかとい

うと、やはり農業は自然を相手にしますし、一

番本当に農業をやれている方が実は農業の改革

であるとか農業の再生なんていうことではなく

て、昨年と同じ作物がことしもとれるように、

ことし以上に来年の作物がとれればいい、一つ

のやはりレールがあったのではないかなと私は

思っているんでありますが、その中でこの米沢

市、山形県というのは農業県でございますから、

米沢市を考えたときに大規模化を図っていく。

これは農業面積を考えても非常にグローバル過

ぎの話なのかなと。 

  実際的に専業で農家をされている販売農家も含

めて、今市長からもお話あった1,200世帯の方々

が大中小合わせていらっしゃる中で、こういっ

た中で今後農業を推し進めていく、米沢市とし

て推し進めていく中、今例えば観光ブランドを

考えたときに米沢のＡＢＣ、舘山りんごだ、米

沢牛だ、米沢鯉だとありますけれども、今御紹

介があったように全国の地域別ランキングでは

米沢牛だけが特化をして、舘山りんごや米沢鯉

というものが全然表面に出てこないということ

を考えると、まだまだブランド力というものは、

部長も御答弁いただきました、情報の発信とい

うよりも、私は経営学の問題だと思うんです。 

  農業にこれまでは農業というものがなかったこ

とによって経営まで考える必要性を重視してこ

なかった。こういった背景がやはりいいものは

できても売り手がないという現実がこれまで進

められてきたのでないかなと。その一翼を例え

ば青果市場であるとか、あるいは地元のスーパ

ーあたり、小売をやっていた八百屋さんがその

販売を補っていただきましたけれども、近年で

はやはり大店舗型のスーパーが多くできたこと

によって、地元の八百屋さんも本当に減少して
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いる、そういった背景を考えても、私の身近な

ところには30代の後半の方々でこれから農業を

始めたいという気概を持っている方も多いです。

しかしながら、今申し上げたように農業でもう

からない、もうからなければ生活ができないと

いうふうな背景がある。 

  そこで、ちょっと私は１つそういった新たな新

規就農者に向けた取り組み、これは支援をして

いくと今は力強いお言葉をいただいたんですが、

今、米沢市の取り組みの中で、例えば川西町の

取り組みをちょっと見せていただくと、多分補

助金なんですが、種なんかにも川西町は補助を

出しているという現状があるそうであります。

米沢市の今の現状はどうなっているでしょうか。

そこを教えてください。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 今議員仰せのとおり、これ

から守る農業でなくて攻めの農業ということで

考えていきますと、農業者が希望を持って農業

に従事し、必要な所得を確保できる環境をつく

っていくということが大事になるのかなという

ふうに思っています。 

  今、川西町のお話については私、直接まだ、経

験不足なものですから承知しておりませんが、

御答弁は差し控えさせていただきたいと思いま

す。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１番（木村芳浩議員） ちょっと通告では少し触

れさせていただいてはおったんですが、では、

例えばこれから新規就農者の方々が新しい農業

団体、農業法人をつくるといった中におきまし

て、これまでですと例えばさまざまな融資制度

があったり、あるいは一定の所得がとれるまで

に国や県、市町村において150万円あるいは200

万円といった所得の補償が新規就農者にはされ

てこられたわけですが、実際この仕組みで生活

をやれる、やれるという基盤に乗った方を、私

は今回ちょっといろいろな農家の方々あるいは

若手でそういう新規就農を進められている方で、

現状的には利益までつながっていないというの

が今の農業の現状だとお聞きをしてまいりまし

た。 

  そうすると、例えば今先ほどお話があったよう

に、３月も相田議員が触れていただきました寒

中野菜という部分を考えたときに、あの寒中野

菜というのは実質品物が畑にできて収穫して出

荷するまで相当な短い期間の中で作業を行わな

ければならない。 

  やはり、その寒中野菜をつくる間に何カ月とい

う長い期間を収入が入らないままに生産を行っ

て、その一極集中型でとって箱詰めをして出荷

をすると。そのときに莫大な人件費、人の力が

必要になるという中で、こういった補助金をい

ただいても結果的に手元に残るお金はマイナス

を生んでしまう。こういう現実があるんです。 

  こういった場合に、米沢市として新しいブラン

ドをつくっていく、決められたこれまでの補助

金ではなくて、そうやって汗を流して農業を目

指す若者が収益性のある職業としてやっていけ

る土台をつくっていく必要があると私は思うん

ですが、その辺に関してお考えをお聞かせくだ

さい。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 議員仰せのとおり、新規就

農者の育成・確保については喫緊な課題だとい

うふうに思っておりますが、先進事例なども参

考に、今現在持っていないわけなんですが、独

自の支援策についても今後検討してまいりたい

というふうに考えております。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１番（木村芳浩議員） ぜひそういう若手の世代、

あるいはせんだってもちょっと新聞に載ってお

りましたけれども、鶴岡市なんかでの取り組み

ですと、たしか55歳くらいのちょうど定年を間

もなく迎える方々に定年を迎えられてから農業

というビジネスを推進していただこうという取
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り組みもやっていますし、あるいは神奈川県の

横浜市であるとか茅ヶ崎市などの取り組みは、

市独自で耕作地とその耕作がされていない、い

わゆる休耕田になっているところを１反ぐらい

の大きさから市民に貸し出しをして、いわゆる

農業というものをまず本当に一番下のレベルで

体験をしてもらって、そこから家業として、ビ

ジネスとして取り組んでもらおうと、こういう

政策もやっているようであります。 

  最後にちょっとお聞きをまずしておきたいのは、

今いわゆる県外からさまざまな、これ県の取り

組みでも重要視してやっておりますけれども、

県外から小中学生が修学旅行、あるいはそれ以

上、高校の修学旅行などで農業体験に山形県に

来ております。 

  せんだっても恐らく米沢市でも南原地区ですか、

関地区のほうで千葉県の修学旅行生をお迎えを

して農業経験をしていただいたということが報

道にも載っておりました。 

  このときに実は修学旅行で来た方をお迎えした

ところから、同じ中学生がこう言われたそうで

あります。毎年こういう田んぼの季節や畑の季

節になると、お父さん、お母さんの将来の後継

者として手伝っているんですかと聞かれたそう

であります。 

  そのお子さんは実際そういう郡部というか、そ

の地区におじいちゃんの代からお父さんの農作

業を見てはきましたが、ほとんど手伝いをした

ことがなかったもので答えようがなかったと。 

  ある意味で向こうから来る学生さんたちは農業

というものは、田植えというものはこういうも

のだと、まずは初期レベルのことを学んでこち

らのほうに修学旅行に来ているということで、

実際そういうふうな受け入れをする側の体制と

いうか、例えばこれは農林課さんで恐らく受け

入れをやっていると思うんですが、その事前的

な受け入れ先に対するこういった取り組みをと

いう、何か目的、目標として伝えられているこ

とってあるんでしょうか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 今議員仰せのとおり、生徒

との触れ合いによって感動が生まれたり、今後

も続けていきたいという御意見をいただいたと

いうことであります。 

  過疎化が進む地域に農業体験で生徒が入ってく

ることについては地域活性化にもつながること

から、今後関地区のみならず広く取り組みを希

望する地区を拡大してまいりたいというふうに

考えております。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１番（木村芳浩議員） ぜひ率先してそういう取

り組みをしていただくとともに、教育委員会の

ほうにも実は要望させていただきますが、やは

り地元の小中学生が農業に携われる、ぜひそう

いう時間帯を学校のカリキュラムでも多くつく

っていただきたいなということを要望して次に

入らせていただきますが、２番目の項目であり

ます。 

  今回もちょっと議長の許可をいただきましてパ

ネルをつくらせていただきました。先ほどの質

問でも申し上げましたとおり、今、これは飯豊

町の道の駅めざみの里で設置をされている電気

自動車の急速充電器の設置状況であります。 

  今、部長が御説明いただきましたように、県で

は７月中旬ぐらいまでにはこのビジョンの策定

を行って、来年の２月28日までこの補助金の申

請受け付けを国で行っているということであり

ます。 

  もちろん時間のない中で、これは来年のやはり

山形はデスティネーションキャンペーンを迎え

るに当たって、各山形県の市町村ではこのビジ

ョンが定められたと同時に相当この取り組みに

取り組んでいくというお話も聞いておりますし、

また、民間企業の自動車販売会社においてもそ

こを目指して何とか多く観光地米沢のために設

置を行っていきたいという声もあるわけであり
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ますが、実質これ具体的に聞きますけれども、

米沢市としてこのビジョンが７月、夏ごろまで

に県で示された場合に、この補助金を活用して

今後２月までにある程度の設置箇所を検討し、

決定をいただいて設置していく方向性の考え方

は具体的にあるのでしょうか、そこをお聞かせ

ください。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 ビジョンの中に要するに

３分の２の高率補助を得るためのそれぞれの自

治体、市町村の何台ぐらいが望ましいかという

ふうな配分などもされることになっているよう

であります。もう既に他県のほうでビジョンを

公開しているところがあるわけでありますが、

個々の自治体については何台ぐらいというふう

なめどをビジョンの中に示すというところがあ

るようであります。 

  そういう意味では、今、現段階で何基程度が採

択できるかというところについてはなかなか不

透明なところはあるわけでありますが、今、県

のほうから意向調査、あくまでもこれ意向であ

りまして、実現性についての担保はまだないわ

けでありますが、市としても公共施設としては

道の駅田沢を含めて交通要所であります駅に設

置できないかというふうな部分とか、それから、

市民への啓発を深めるために本庁舎に設置でき

ないか、あるいは観光振興という意味合いから

しますとやはり上杉神社周辺の部分で１基ぐら

い設置ができないか、それから温泉地、こうい

うところも視野に入れながら県のほうには意向

調査で回答はさせていただいております。 

  難しいところは、やはり民間に設置をしていた

だく部分については民間の意向があるわけであ

りますので、こちらのほうからこの制度につい

て説明をして同意をしていただくというところ

が必要になってまいりますので、そうした調整

は急がさせていただきたいなというふうに思っ

ております。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１番（木村芳浩議員） 私も実は全国の先験事例

の中で米沢市と例えば人口が似ているところの

取り組みというふうなところでいろいろちょっ

と調べてはみたんですが、似通ったところがな

くて、先験的に進められている都道府県が10県

ぐらい今全国にあります。 

  その中で、例えば群馬県なんかの取り組みなん

かを見てみますと、これは車両台数に対してで

はなくて、人口割で、私勝手に私見的に見ます

と、大体１万人規模のところに今２カ所設置を

されているというふうな何か状況のようです。

率とデータを見ますと。 

  そうしますと、米沢市を考えた場合に、大体８

万5,000人から９万人の人口割合ですから、16カ

所ぐらいが相当するように、将来的にですよ、

将来的にはそういった設置数になれば理想なの

かなと。 

  今、部長おっしゃったように、もちろん県、米

沢市と例えば国道で結んでいる13号線、121号線、

287号線、こういったところのやはり道の駅ある

いは公共施設、そしてやはり病院などにも私は

必要になってくるのかなと。これは意外とＥＶ

車の普及を10年後、20年後考えていったときに、

こういう公共施設プラスいわゆる緊急的な場所

と考えられる病院なんかの普及率も、これは他

県の先進県のほうでの案件として載っておりま

した。 

  そこを今ちょっと言わせていただいたんですが、

将来的なビジョンとしてそういったことを掲げ

て、ぜひこの26年の２月までに米沢市におきま

しても、市長、ぜひ１カ所でも２カ所でも、そ

して、これに関しましては民間企業のほうで相

当努力をして行政のために協力をしていきたい

という申し出もあるようでございますので、ぜ

ひ前向きにひとつ時間のない中で検討していた

だきたいことを要望しまして質問を終わります。 

○島軒純一議長 以上で１番木村芳浩議員の一般質
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問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○島軒純一議長 以上をもちまして、本日の日程は

終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

  午後 ４時１８分 散  会 

 


